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令和 2年度鈴鹿工業高等専門学校運営諮問会議議事録 

 

１．開会 

 

２．配付資料の確認及び日程調整 

 

３．校長挨拶 

 

竹茂校長 : お忙しいところ、そしてコロナ禍で色々な事情がおありになるところお越し

いただきまして、心より感謝いたします。運営諮問会議は、得てして良い点を見せて良い評

価をしていただきたいという心理になりますが、いかに問題点を改善するかという点が本

当の趣旨ですので、ぜひ忌憚のないご意見やご質問をしていただきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

４. 出席者紹介 

 

５. 議事 

 

（１） 鈴鹿工業高等専門学校の概要について 

 

竹茂校長 : 今年は幾つかに焦点を絞って説明させていただきます。改めて高専の歴史を含

め高専は一体どういうものであるかを再確認するとともに、今の高専は何が求められてる

かということを十分に理解する必要があり、運営諮問会議委員の皆さんにもそれを理解し

ていただく必要があると思います。また、当然今回のコロナの対応で色々と実現できなかっ

たことがありますので、今回は正直に何ができなかったかを説明させていただきます。 

高専のシステムと普通高校のシステムの違いで一番強調したい点は、中学校から進む学

生の割合で、高専は 1％です。つまり、100人に 1人です。ところが、実は高等教育を受け

てエンジニア、技術者になるのは、大学卒を含めて 10％です。10 人に 1 人は高専卒です。

そういう意味で、非常にマイナーと思われがちですが、社会においてはマイナーではありま

せん。本校は、約半分が就職し、残り半分が専攻科と大学に進学及び編入学します。全国平

均よりも少し進学が多いです。専攻科からも、約半分が就職し、残り半分が大学に編入学し

ます。 

 そして、元々高専の制度の出発点は旧制の専門学校であり、これが産業界を支えていたと

いう背景があります。戦争が終わってマッカーサーが日本に来た際、日本の高等教育制度を

全部アメリカ方式に変えて大学化しましたが、やはり産業界は実践的な技術者がいないと

発展しないと非常に強く憂いて作ったのが、5年制の高等専門学校です。当時は高校の進学
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率が 6割、大学進学率が 2割と進学率が低い時代で、そういう時代にできたものです。非常

に優秀な学生が入りましたが、当然すぐに高学歴化になり、学ぶ意欲のある学生はより一層

学ぶ機会を与える必要があるということでできたのが、ご存知のとおり豊橋技科大と長岡

技科大です。 

 その後色々な国立大学等で高専の学生を受け入れる態勢が整ってきて、さらに高専の上

に 2 年間の専攻科の課程をつくるという動きがありました。専攻科は評価が非常に高くな

っています。以前は文科省の下に全部の国立高専がありましたが、平成 16年に法人化され、

現在全国の 51の国立高専は一つの大きな組織になっています。これが高専の歴史です。 

 そして最初にできた高専は、工業高専と商船高専です。三重県でいうと鳥羽商船がありま

す。今は航空高専も東京にあります。また、土木系や商業も学科の中には入ってきています。

以前あったほとんどの専門学校が、現在国立大学の学部になっています。例えば、医学部等

です。 

 では、現在高専はどういう位置付けかというと、高専を高度化しなければならないと言わ

れています。高度化とは一体何なのかという点が非常に重要ですが、高専の特徴である社会

実装教育、つまり現場の技術開発を重視するということです。また、全国の国立高専が連携

して地域に貢献するようにということも言われています。 

 日本で一番有名な大学は東京大学ですが、全国の国立高専を合わせたトータルの人数は

それよりも多く、かつ全国の地域に点在しているため全国で連携できるという非常に大き

な特徴があるので、それを重視することが今の高専の使命です。それに関連して、Society 

5.0 型未来技術人材育成事業「GEAR 5.0」という大きな高専全体のプロジェクトが今年度か

ら始まっており、鈴鹿高専が中核校となり高専全体の研究力を強化する動きがあります。 

 もう一つは、人材育成と国際化で、文科省と連携して海外に日本型高専を作っているとい

う背景があります。そして、海外で活躍できるような資質を育てなければいけないというの

が、現在の高専が置かれている状況です。 

本校の概要についてご説明します。国立高専第 1 期校の 12 校のうちの一つで、3 学科か

ら出発して今は 5 学科です。専攻科はすべての学科を統合した総合イノベーション工学専

攻で、今年から連携教育プログラムを開始しました。これは、豊橋技科大と本校の専攻科の

学生が両方に在籍し、それぞれから教育を受け、豊橋技科大から学位をいただくというもの

です。現在 1名の学生がそのコースで勉強しております。これは、高専機構が進めている取

組ですが、まだ始まったばかりで全国の高専が開始しているという状況ではありません。 

 在学生の状況につきまして、1学年が 40名で 5学科なので 200名おり、女子学生が 26％

というのは少ないと思われるかもしれませんが、高専では少し多い方です。専攻科は 2学年

合わせて 55 名です。教員については、特に専門の先生はほとんどが博士号を取得していま

す。そして、本校の特長として、9割の学生が県内の中学校から来ています。鈴鹿市内が 2

割です。また、大学にも寮はありますが大分アパート化していまして、高専の寮が教育寮と

して極めて重要な存在だといわれています。 
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 卒業後の進路につきまして、本科生は就職が少し多いですが進学とほぼ同じ割合です。進

学先は大学 3年編入と専攻科があります。専攻科生は大学院進学が増えています。高専が自

慢していることで、1人の就職希望学生に対していくつの企業が求人に来ているかという求

人倍率が高いことがあります。本科は大体 20倍近くあります。専攻科は、多いときは 80倍

です。専攻科の数字が高いと思われるかもしれませんが、人数の母数が少ないので、同じ数

の企業が来るとこういう数字になります。全国の国立大学の平均が 1.2倍から 2倍なので、

これは企業から求められているという意味では、極めて大きいものがあります。就職先は県

外が多いです。県内をできるだけ多くするということも、非常に重要な課題になっています。 

年収で見る高専生の評価という、5年前に厚生労働省が出したデータと高専独自で取った

データを重ねたグラフがあります。縦軸が収入、横が卒業生の年齢です。この線を見ると高

専はいかにも低いように思われるかもしれませんが、このデータのほとんどは専門学校な

ので、実際に高専だけのデータを見たものがこちらです。つまり、これが高専の 5年生を卒

業した学生の平均収入で、大学と大学院の平均とほぼ同じです。また、高専から大学、さら

に修士まで行くと、大学と大学院の平均よりも圧倒的に高いので、いかに賃金的に評価され

ているかがよくわかります。高専は優秀だが年齢が低いので賃金が低いとよく言われます

が、20 代はそうでも 30代を超えると高くなります。下がりが見えるのは、5年生卒だとト

ップのほうに上がる人数が少ないということがあるかもしれません。これは非常に重要な

データなので、学生にも励みになると思います。 

 本校の特色ある教育研究活動について、まず GEAR 5.0があります。あとは、高専全体の

中で、競争的資金で採択された事業が三つありまして、グローバルエンジニア、ロボット技

術者、情報セキュリティーです。全国でこの 4.0イニシアティブの採択事業が三つある学校

はそれほど多くないです。全国 50高専の中で、三つも特徴ある事業をしていることは誇ら

しいです。 

 国際化教育については、英語少人数教育等色々ありまして、英語の授業や国際交流を一生

懸命やっています。ただし、海外派遣については、今年は全くできませんでした。 

社会連携と地域貢献等については、本校には地域連携テクノセンターがあり、地域の企業

等と連携するということで、鈴鹿高専テクノプラザには 146社の企業会員がいます。その中

でも、学校の中にその企業の研究室をつくり、お金をいただいて連携して研究開発するとい

う産学官協働研究室が五つあります。この仕組みを、鈴鹿高専だけではなく全国の高専に展

開しようというプロジェクト GEAR 5.0 が今年度スタートしたところです。その他にも

SUZUKA 産学官交流会や鈴鹿市との学官連絡協議会等と連携していますが、外部からお金を

幾ら獲得したかが一つの指標になり、重視されています。また、今年度は共同研究が増え、

全国の 51国立高専でトップになりました。 

 GEAR 5.0についてご説明します。国立高専は全部で 51高専ありますが、五つのブロック

に分けて、各ブロックに中核となる協力校をつくって、またさらにその周りに連携校をつく

ります。本校の産学官協働研究室を、名前を高専 Teamとして全国の高専に展開するという
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事業です。特に本校はマテリアルの研究がかなり盛んなので、それを社会実装するというこ

とが目的になっています。ポイントは、51 高専ある中で、それぞれ点ではなく面で展開す

るということです。面で展開するというのは、ある企業と鈴鹿高専が共同研究しようとした

際に専門の担当者が本校にいなかった場合には、他の高専の研究者と連携できるように、ま

た装置がなかった場合も、リモートを含めて、他の高専と連携ができるようにという意味で、

装置と人との共有を目的として動くという事業です。 

 コロナの対応についてご説明します。ご存じのように安全性と経済をどういうふうにバ

ランスを取るかということで、国や行政が非常に混乱しました。ところが学校の場合には、

これは安全性と経済ではなく、教育効果とのバランスを取る必要があります。4月から 5月

は休校にせざるを得ませんでしたが、学寮を個室にする等色々と対策をしました。初めは、

非常に教育効果の高い対面授業は、課外活動を含めほぼできませんでした。そこで、オンラ

イン授業で対応しましたが、対面授業ができないからオンライン授業でやるという発想だ

けではなく、アフターコロナを視野に入れて次世代教育推進ワーキンググループを設置し、

今後の教育はどうあるべきかという議論をしながら進めたという点が本校のスタンスでし

た。この青い線が三重県の毎日の罹患者数です。4月は休校にして、8月半ばまでは全てオ

ンライン授業になりました。前期中間試験は実施せず、前期期末試験を実施しましたが、そ

の前に 2 週間程は登校してもらわないと十分な教育効果はないだろうということで、分散

登校を学年別に分けて実施しました。そして短い夏休みを挟み、後期から対面授業と課外活

動を始めました。今から思うと非常に複雑な思いですが、こんなに罹患者が多い時期に対面

授業しており、ほとんどいない時期にオンライン授業せざるを得なかった。これは、いかに

我々がコロナ問題を、この時点では十分に把握できてはいなかったという背景があると思

います。 

 文部科学省も最近は、対面授業をできるだけ増やすようにというアナウンスをするよう

に変わってきました。初めは、小中学校すべて休校にするようにという方針でしたが、教育

効果を考えると対面授業を実施するべきであるということで、我々も今後本当にひどくな

ったら、オンライン授業に戻らなければいけないことも覚悟はしていますが、対面を重視し

た教育を進めていかなければいけないと思っています。 

 今年できなかったことについて、高専祭は中止でした。国際交流も、協定に基づく学生派

遣は色々な国とやっていましたが、今年は全部中止です。現在ドイツのハノーファー大学と

の交流を、オンラインを中心に検討しているところです。そして、今年ロシアの教育省であ

るハバロフスク地方教育発展研究所と協定を結んで、オンラインで技能五輪に参加をさせ

ました。日本でいう文部科学省みたいな機関の一部分です。また、体育大会等は中止になり

ました。ロボコンはオンラインで実施されたので、3組が特別賞を取りましたし、パソコン

甲子園もベストアイデア賞を取りました。学会では、いつもどおりに学生は活躍しておりま

した。以上です。 
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（２） 第 4 期中期目標/中期計画/令和 2 年度 年度計画に対する自己点検評価報告書につ

いて 
 

末次副校長 : 今年の概要を、教育や社会連携、国際交流、そして外部資金や設備関係を中

心に説明させていただきます。 

教育に関する目標ということで、細目が六つあり、昨年に比べるとコロナの影響で B評価

や C 評価がかなり多くなってしまいましたが、それに対して頑張った部分もありましたの

で、S評価も二つ挙げております。 

入学者の確保につきまして、数学や理科に興味を持った方に入学していただきたいとい

うことで、これに英語を加えて傾斜配点で学力試験を行っているのは例年どおりです。今年

は一般的な広報活動ができませんでしたので、特設サイトを作って、オンラインで学校説明

会や入学説明会を行っております。10 月頃は少し落ち着いてきましたので、高専祭を予定

していた日に人数を限り分散でできる限りの対面の学科見学会を行いました。色々な方法

で頑張りましたが、昨年と比べると参加者数はかなり減っております。先月に入学試験があ

りましたが、志願者数も減っておりまして、広報の影響だけではないとは思いますが、我々

は高等学校と違って、待ってても来てくれるような有名なところではないので、広報の重要

性を実感しております。今年の入学者は 203名で、昨年度は 213名でした。併願制を敷いて

いますので、200名募集に対して、推薦で 100名合格者を出します。今年の 1年生は、去年

の 3 月に入学前オリエンテーションで 1 日だけ登校してそれきりという大変かわいそうな

状況でした。なので、後期の対面授業が始まってから、だいぶ遅くなりましたが簡素な入学

式を行いました。 

 教育課程の編成ということで、本校は海外展開のプログラムがかなり入れ込んでおり、そ

ういう意味ではかなり痛手を被りました。海外研修も色々あり、一番の目玉は第 2学年全員

がシンガポールに行く研修旅行ですが、それも今年は実施できませんでした。教育的にもも

ちろんですが学生に非常に好評で、今年だけ行けないのはあまりにも気の毒なので、今年の

秋に今年度の 2 年生と来年度の 2 年生が 1 週間違いで 200 人ずつ出かける計画を進めてお

ります。また、先月にはロシアのハバロフスク地方教育発展研究所と新しく協定を結ぶ等、

コロナ禍ではありますが徐々に進んでおります。フィンランドの応用科学大学とも、今オン

ラインでの協定に向けて調整をしているところです。日本の高専と非常に密接な関係があ

る大学です。 

 優れた教員の確保ということで、女性教員は今年度 2 名採用し、現在 75 名中 18 名の女

性教員がおり、51 高専中 1 番です。また、協働研究室という企業技術者が教員として就任

する非常に有効なシステムがあり、企業の方が客員教授として学生に勉強を教えていただ

いています。 

 教育の質の向上ということで、今年は否が応でも ICT活用が格段に進みました。学びを止

めないを合言葉にし、4月早々から方針を決め、教職員で技術的な問題を解決して学生に説
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明及び指導しました。そしてゴールデンウィーク明けの 5 月 7 日から完全に実施し、大き

な問題はありませんでした。学生が困ったときに対応する遠隔授業サポートセンターも設

けました。また、非常に有効な授業をしている教員 3名ほどを講師として FD講演会も実施

しました。さらには、少しでも質の高い遠隔授業の教材を作るために機材を買い、簡易的な

スタジオを作り、特に実験や実習系の映像が重要な教材に使う等の工夫もしています。前期

末試験前 2週間は、分散登校で対面授業を実施しました。40名を教室二つに分けて 20人ず

つとし、教員はどちらかの教室で講義をしてそれを配信するという形式で、大変だった割に

は学生には少し不評で問題は残りましたが、今まで学校に来れなかったので友達に会えた

というだけでも大成功ではなかったかと思います。遠隔授業のアンケートを実施したとこ

ろ、良い点はコンテンツが録画で見られる等、悪い点は疲れる、集中できない、コミュニケ

ーションがとれない等となりました。遠隔授業も良い点は多いので、有効活用することを考

えていかなければいけないと思います。 

 早く対面授業を再開できなかった大きな理由に寮がありまして、全学生 1000人のうち 300

人以上暮らしているためクラスターが心配で、その準備にかなり時間がかかりました。通常

低学年は 3人部屋ですが 1人部屋とし、食堂もパーティションを設置しました。また、図書

館長からの発案で図書郵送貸出サービスも実施しました。 

 学生支援及び生活支援につきまして、今年はインターンシップや合同業界説明会はほと

んど実施できませんでした。インターンシップは通常はおよそ 8 割以上の学生が行ってい

ます。企業説明会は 3月 3日に遠隔で実施しました。色々なことがあった 1年でしたが、進

路は全員決まってほっとしています。学科は就職と進学がほぼ半々で、専攻科は大学院進学

が増えいます。 

 設備関係につきまして、寮の各個室をユニット化し、各ユニットに留学生が 1人入るとい

う形の国際寮への改修を申請しています。今年は予算が付きませんでしたが、近々付く予定

です。そして今年共同研究推進センターが改修されました。GEAR 5.0や産学官協働共同室

の拠点として、企業の研究員が研究をしたり、また卒業研究や専攻科の特別研究で学生にも

活用してもらうというイメージです。実習工場としてクリエーションセンターもありまし

て、ロボコンやソーラーカープロジェクト等の作業もしています。 

 社会連携につきまして、県内の企業中心に構成されているテクノプラザという組織で

様々な活動をしています。教員との共同研究や技術相談が主ですが、合同業界説明会等で学

生へのキャリア教育にご協力いただいたり、教員が企業の方々のリカレント教育をさせて

いただく等色々な双方向の社会連携を行っています。 

 また、高専はアピールが苦手ということで、世間に認知してもらうために校長の発案で、

新聞記者の方に来ていただく記者懇談会を今年から始めました。科研費については、ほとん

どの教員が申請しています。 

 課題も多くあります。高専は大学や高校と比べると原級留置率や退学率が高いことが問

題になっており、早急に対策をしなければいけません。システムを検討し、来年度から同⼀
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学年での在学年限上限 2 年を廃⽌し、再試験等で対応するようにしました。恐らく色々な

問題が個々であり、その現象として学業不振が現れるので、その中身をきめ細かく相談して

解析し、教員個々の解決方法というよりもシステマチックに解決していくことを現在考え

てています。また、高専は大学と違い変形労働制のため、教職員の働き方改革も早急に実施

しなければならず、その一環で変形労働制のパターンを増やす等しました。 

 

（３）意見交換 

 

小林委員 : いただいた資料に載っている学生数を教員数 75 名で割ると教員 1 人当たり

14.8 人になりますが、文科省のデータを見ていると、高専に該当する数字は 1 教員当たり

13.5人ということで、鈴鹿高専は 1人多い。1人の教員が 14.8人の学生を見ることが非常

に大変なのか、ほぼ全国平均で妥当のため問題ないのか、そして今後どうされていくのかを

伺いたく思います。 

 

竹茂校長 : 非常に重要な問題で、実は専攻科には基本的に教員の配置はありません。5年

の正規課程の学科について、何名の教員を置くかが設置審で決まっています。最初に学科が

できると 8 名付き、次の学科からは 7 名という形で付きます。それ以外に一般教養の先生

が何名というふうに付きますが、本校の専門には 9 名から 10 名程の教員がいるので、8 名

や 7 名からプラスしていただいている状況です。本当はあと 10 人減らすよう言われても、

法的には従わざるをえない状況です。そういう状況で、高専機構本部から各高専が今後 3年

までにその人数を守るようにと指示があり、退職する教員や新採用の教員の人数を調整し、

その数字で今動いているところです。なので基本的には全国の高専が統一的にそういう方

針のもと動いているという状況ですが、業務を考えると人数は足りていません。なぜ足らな

いかというと、どんな大きな大学でも、本校のような小さな高専でも、やらなければいけな

いことは同じだからです。大きな大学だと業務を分散させることができますが、我々は全部

やらなければならず、それは高専における非常に難しい問題で、その背景があるため現在副

校長を中心に働き方改革を実施しています。 

 

小林委員 : ありがとうございました。分かりました。最も国の根幹である教育の予算を一

律に減らすのは問題だと思いますが、産学官交流会やテクノプラザも含め色々な場で国に

アピールする活動をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

小中委員 : 鈴鹿高専テクノプラザ会長の小中と申します。日頃はテクノプラザの運営に

関しまして、教職員の方々のご協力に感謝申し上げます。会員数も着実に増えており、教職

員の方々のご協力のおかげだと思っております。ありがとうございます。 

 私から、2点の質問と一つの提案をさせていただきます。一つ目は、志願者数の減少につ
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いて、今年はコロナ禍という事情があったとは思いますが、高専だけが特別問題ではなく、

おそらくどこも同じで少子化のためだと思います。そういう状況下で、志願者数の減少に対

しての分析と対策があれば教えていただきたいです。 

 2点目は、これもコロナ禍という事情もありますが、学生に対するサポートの中で留年と

いう問題があると思います。例えば、今年の 1 年生は学生同士顔を合わせたのが実質 3～4

カ月で、そこで授業を受ける時間が本当に短い。もちろん学生であるということから、自己

責任で学業や生活を成し遂げていく事が本来だとは思いますが、環境も学生の質も変わっ

てきている中で、留年という問題に関してどのようなお考えをお持ちなのかをお聞きした

いです。 

 そして提案については、まだまだ外部資金やお金が今年しか見えていないので、点ではな

く線で経年変化を見られるようにしていただくと判断がしやすいと思います。ご説明によ

ると、本年は外部資金が一番多かったということですが、それがどういう推移できているの

かというのは、線で提示していただいたほうがよく見えると思います。考慮していただけれ

ばありがたいです。 

 

竹茂校長 : 入学者につきまして、減ったという事実は大変深刻に受け止める必要があり

ますが、我々は入試についてもう一つの角度から問題点を考えています。実はこれでも志願

者の倍率はトータルで 2 倍から 3 倍であり、これは全国の高専の中でもかなり高いです。

例えば北海道はすでに定員割れをしています。今年は特に本校含め全国の高専の傾向で、機

械科はかなり人気が下がった一方、情報系は伸びました。これは恐らく IoTや AIという言

葉に中学生が刺激を受けているからだと思いますが、実はそういう AIや IoTを支えるのは

機械産業です。機械産業は今までも今後も重要な分野ですので、改めてその説明を中学生に

分かりやすくしなければいけないと思っています。 

 もう一つの本校の問題は、併願制です。つまり、本校が第 1志望ではなく、他の進学校が

第 1志望の学生も受験させています。それを区別することはできませんが、情報としては持

っているわけです。そうすると、本校に受かっても辞退する学生が多いので、多く合格させ

なければならず、実際何人入ってくるのかという読みがなかなかできないという課題があ

ります。去年までの制度では、倍率が低かった学科について第 2志望で希望する方を募って

いましたが、ある学生にとっては不利になるので、その後出しの入試制度はおかしいのでは

ということで、2次募集もしなければいけないことも覚悟して学生に不利になる制度は今年

やめました。最初から第 2 希望や第 3 希望まで募集し、学科間で調整するという仕組みを

とれば、本当に高専に入りたいっていう学生を採れるので、そういう制度を現在来年に向け

て学内で検討しています。倍率を伸ばすというよりも、本当に本校に入りたいという学生を

受け入れる態勢をつくることを考えているところです。 

 2番目の留年については、高専の一番の問題です。高専は設立されて 58年になりますが、

昔から非常に素晴らしい学生を輩出してきたことは誰もが認める誇りです。そこには学力
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の最低線を保証するという精神があり、昔から高専は留年や退学が多いことが大きな問題

でした。昔の論理としては、高度経済成長期の経済を支えるための技術者は学力が重要だろ

うという発想が十分にありました。この留年の問題は極めて深刻で、三つ問題があると思い

ます。昔の学生の学力と今社会に出て活躍している学生の資質は少し違います。今の企業で

どのような学生が求められてるかというのは、高専生について言うと、学力は当然重要で、

もう一つは在学時代のものづくり体験、もう一つが友人関係の満足度です。この三つが、高

い収入や地位、働きがいと強い相関があることが分かりました。学力だけが重要でないこと

は分かっていますので、学力だけに固執し過ぎない教育システムが重要だということが一

つです。もう一つは、大学でも留年する学生はいますが、中学校を卒業して早い段階で留年

する学生はメンタルに大きな負担が掛かっています。実は、全国の学生の自死の割合につい

て、高専で自死する学生は平均的に高校の 3倍、大学の 2倍という深刻な問題があります。

必ずしも留年に因果関係があるかどうか分かりませんが、高専機構本部も 10年前から留年

をできるだけなくすように努力するようにと言っています。これらが本当に重要な問題だ

と思いますので、今回コロナ禍のこともあり、今までの発想ではなく規則を少し曲げてでも

できるだけ留年させないようにと全教職員にお願いをし、全教職員が色々な意味で頑張っ

てくださったおかげで去年に比べて留年や退学は大幅に減りました。ただ、これは今年だか

らという問題ではなく、学校としての体制づくりが重要で、ワーキンググループを作り、学

力が十分でない学生の学力とメンタルのサポート体制を来年本格的に作っていく計画をし

ているところです。 

 

横山研究主事 : 外部資金の年次変化については、データは取っています。今年出ているの

は第 3 四半期までなので、その時点でいうと 51 高専の中で 11 番です。例年はおおよそ中

程でしたので、それに比べると今年は外部資金が取れています。これまでの傾向でいいます

と、浮き沈みはありますが徐々に増加しています。来年度はそういうデータも用意してお見

せできるようにしたいと考えています。 

 

小中委員 :  ありがとうございます。要は線で見せていただけると非常によく分かるので

ありがたいです。そして校長のお答えに非常に安心しました。ただ、私立高校は色々な形、

例えば授業料や特待生等でここ 1、2年すごく変動して攻めていると思いますので、それに

負けないよう高専もよろしくお願いいたします。 

 

竹茂校長 : 1点、広報について補足します。仰るとおり、我々はあらゆる角度から努力し

なければいけませんが、我々が広報するのではなく、学生自身が満足するようにあらゆる点

で質を高めて、学生自身がそれを発信し、色々な外部の報道機関が活躍する学生に自然と注

目してくれるようにしなければ、こんなにいい学校だといくら我々が言っても学生が不満

を持っていたら本末転倒ですので、そういう部分をしっかりしなくてはいけないと思いま
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す。 

 

下古谷教務主事 : 志願者減につきまして、本校は併願制をとっているということで、絶対

に入学する学生は A、入学するかどうか分からない、迷っているという学生は Bと入学願書

等で書いていただいています。今回志願者数が大幅に減ったので、恐らく Bと書いている学

生が受験をやめて公立高校に行ったのではないかと予測を立てて調べたのですが、残念な

がら A と B の比率はそれほど変わりませんでした。まだ分析途中ですが、予測が甘かった

ところがあります。 

 広報につきましては、今回オンデマンド方式での入試説明会を実施しました。非常に興味

深かったのが、パンフレット等の資料を送っていない地域の学生も受験しており、おそらく

オンデマンドで参加していたのだと思います。これからはオンデマンドも当然ですが、我々

教員が足を運んで学校紹介に行くことも十分にしていかなければいけないと感じています。 

 

若原委員 : 3点確認させていただきたいことがあります。1点目は、変形労働制というの

は相当複雑なシステムをとられており、運用する側も大分お困りだろうと思い、もう少し簡

単にならないかと思いましたので説明していただきたいです。私は高専の教員顕彰の委員

もしており、その中で、高専の教員は研究、教育、学生指導、地域貢献と非常に業務が多様

なので、土日もつぶしてスーパーマンのように仕事をしている教員を表彰することが、本当

によいことなのかという議論が出ました。学校運営の予算の問題があるのでバランスの問

題があると思いますが、外部委託できるところは外部の専門家に任せるということを本当

に入れていかないと、教員が疲弊して最悪過労死ということになりかねないので、現状どの

ようにお考えなのかを教えていただきたいです。 

 2点目は、留年生の問題です。私も高専卒で、私のクラスは 5年ストレートで進級した学

生は 55％しかいませんでした。竹茂校長が言われた昔の教育システムのエバリュエーショ

ンです。先生のおっしゃることは確かにもっともですが、仮進級については疑問点がありま

す。例えば上位の学年に仮進級しても、その科目も元の学年の科目も両方取らなければいけ

ない。これは高専の授業システムを見ると、取れるような時間割になっていないと思います

ので、仮進級したい学生からするとペナルティーのようになってしまい本末転倒ではない

かと思います。例えばオンデマンドでの講義を使うのであれば可能性はあるかと思います

が、授業に出るようにとなると、学生から見ると限りなくペナルティーになってしまうと思

いますので、恐らく学生は早晩退学に至るのではないかと予想されます。これにつきまして、

構想がよく分からなかったのでご紹介いただきたいです。 

 3点目は、ICT を活用した新しい教育についてです。非常にいいと思います。本学も舵を

切っていこうとしていますが、問題なのが例えば Moodleです。毎年 15％ずつ契約金が上が

っていくのでソフトウエアを使うといいのですが、ソフトウエアの教材のベンダーの言い

値でどんどんコストが上がってしまい、どこかで破綻してしまうリスクがあります。おそら
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く鈴鹿高専 1 校では答えられないと思いますが、例えば共同調達あるいは共同で利用する

ような契約の在り方というのも可能性としてはあると思いますので、お考えを伺いたく思

います。 

 

竹茂校長 : 仮進級については、学校によってはもう既に授業を受けているので、次の年に

は再試験を受けて合格すれば単位認定するという学校もあります。本校は仮進級の制度は

とっておらず、そういう意味での問題はないと理解しています。ただし、今回機構本部より

全国の高専に対し、留年を少なくするために仮進級の導入も検討するよう言われましたが、

本校のワーキンググループで調べたら、平均値で全て議論できると思いませんが、仮進級を

導入している学校の留年率は確かに少し減っているが退学率が増えていると事実があり、

必ずしも仮進級の制度を導入することで留年や退学の問題が解決するとは限らないという

ことで、まずは仮進級の制度を導入するよりもサポートをしましょうという結論になりま

した。 

 

下古谷教務主事 : 本校では仮進級は導入しておりません。その前に再試験等でできるだ

け救い、最後に追認試験で合格すれば基本的には進級できるようになっています。ただ、サ

ポートということで、来年度からは学生サポート室というような名称で、学生がどういう問

題を抱えているかある程度のグループ分けをし、学校としてチームで対応を取るためのサ

ポート室を立ち上げることを現在考えています。単純に勉強を教えるのではなく、根本的な

勉強の仕方や知恵を付けるためのサポート室を考えております。 

 

若原委員 : ありがとうございました。次の学年に上がる前に、分からないところをしっか

り押さえておかないと、先延ばしは絶対に駄目だと思います。そういう意味では非常に良い

方向でご検討いただいてることがよく分かりました。 

 

竹茂校長 : 変形労働制については、大学の裁量労働制とは完全に違いまして、8時間の労

働時間をしっかり管理しなければいけません。事務職員については管理できていますが、教

員については研究や補講、部活等様々な活動があるので、勤務時間の管理の仕方については

まだ検討段階で、4月から試行する予定です。基本的には、部活などは外部に委託するとい

う案も当然出ています。一つ改善した点は、教員の勤務時間は 5時までなので、7時まで部

活を見た場合、その時間を業務として正式に認めると超過勤務手当を払わなければいけま

せんが、そのお金はない。しかし学生の指導と安全確保はしなければいけないという問題を

どう解決したかというと、他高専に倣い、毎日 2人の教員をあてがってすべての部活を管理

して、少なくとも事故はないようにしようという態勢になりました。今のところはその時間

は給与を払っていますが、来年度からはその時間分を別の部分で休む変形労働制をとるこ

とになります。すると部活の問題はある程度解決しますが、他の研究等についてはそれぞれ



12 

の個人の状況がありますので、副校長が説明したように複雑な労働時間のパターンを取り

入れなければならず、知恵を絞っているところです。 

 

末次福校長 : 変形労働制は、全体の時間をどう守るかというだけのことで、そもそも絶対

時間が大幅にオーバーしていますので、それを何とかいなければいけないというのが大本

です。業務の中身を変えていかないと根本的な解決にならないので、大変な話だと思ってお

ります。 

 

若原委員 : 裁量労働制というと非常に聞こえはいいのですが、本学の場合は裁量労働制

を導入した際労基署から、裁量労働制は無制限労働制ではないので恒常的に超勤が発生し

ない仕組みを作るようにと言われ、我々は出勤時間も退勤時間も自主的に申告するという

手間のかかる仕事をしています。それでも恒常的に超勤が発生しています。業務を見直して、

委員会の数を減らす等しても、本学も単科大学なので 1 人がいくつも委員会を兼ねている

ような状況です。なので、委員会についてはここからここまでの時間はこの委員会、ここか

らここまでの時間はこの委員会、と同じ人で調整する仕組みを入れています。このように少

し実質的な委員会の負担を減らすという裁量をやっていかないと、朝から晩まで委員会に

なってしまいますので、是非良い方法を見つけていただくといいと思います。 

 

浅見事務部長 : ICT 活用でコストが増大しているという話について、契約関係を見てみる

と、長岡技科大に比べると外注するコストが非常に小さく、情報の先生と技官の方で内製さ

れている部分が大きいです。ただ、今後はセキュリティーの関係で外注するということにな

るとどうなるかという問題もありますし、後任の育成の問題もあります。あとは、基幹シス

テムは高専機構で面倒を見ていただかないと、学校事ではもう難しいと思います。プラスの

ことでいえば、汎用ソフトのコストが下がってきているので、事務系は汎用ソフトを使えば

よりコストダウンできるのではないかと思います。 

 

若原委員 : 機構本部に面倒を見ていただくということで、非常にいいと思いました。特に

Moodle は非常に高いですし、今はコロナの関係で特例措置で Zoom 等もほとんどフリーで使

えています。おそらく収まった瞬間に課金されると思いますが、その時を見越して考えてお

かなければいけないと思い、質問させていただきました。 

 

浅見事務部長 : 先日高専機構から説明があり、授業で使う著作権関係は高専機構で予算

措置されています。その団体に加盟している出版社等の著作権は使えるという方向で、調整

が付いているということです。 

 

若原委員 : 参考までに、長岡技科大と本学の関係で言いますと、協定を結んでいますので
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1 人 720 円です。おそらくそのうち 900 円になり、徐々に 1000 円に上がっていくと思いま

す。なので、自分たちでコンテンツを作りシェアして使うことを始めています。ぜひ貴校も

同じような仕組みを作るか、あるいは 51高専で作るといいと思います。 

 

竹茂校長 : シェアに関しては、第 3 ブロック内でも始めているところです。もちろん豊

橋技科大とも色々と連携させていただくことになると思います。 

 

下古谷教務主事 : クラブの見回り体制については、先生の代わりに課外活動指導員が見

回るシステムを導入しています。ただ、問題は課外活動指導員を探すのが大変です。また、

既に高専機構で教材のデータベースが作られており、第 3 ブロック内で有効活用しようと

動いています。 

 

瀧本委員 : 百五総合研究所の瀧本と申します。昨年より貴校で授業を受け持っています。

普段、地公体や企業のコンサルティングに携わっていますが、高専生は実務的、実践的な部

分に強く興味を持っているようで、授業が終わるたびに 2、3人に囲まれてコンサルティン

グの実態を尋ねられるので、とても頼もしい思いを感じています。自己点検評価報告書を見

ても、コロナ禍で予定していたことができなかったという事情を除けばほとんど S と A な

ので、昨年度の活動に関して特に意見等はありません。 

今後について 2点お話したいことがあります。一つは、県外の中学から入学した学生のメ

ンタルケアの件です。コロナ禍で対面から非対面に変わり、コミュニケーションが取り辛く

なっている中で、特に県外から来た学生は心の引きこもりになる可能性が高く、メンタルヘ

ルスへの取組の重要性が増しています。対話の機会を増やすための別の仕組み作りによる

ケアを、今後コロナ禍が長引いたときのために考えていく必要があると思います。 

 もう 1点は、コロナ後のニューノーマルを見据えた対応についてです。事業構造自体の大

変革を求められる企業も多く出てきています。大きく言うと、DXと SDGsと人材育成につい

ては、今後の企業経営には欠かせない取組となります。DXについては、実は企業内の DX人

材が極めて少ないという現実があります。DX に対応できる、まさに本校の卒業生のような

人材は貴重な存在なので、ぜひ引き続き育てていただくとともに、県外へ就職する学生が 6

割を超えるというのは三重県にとって非常に寂しい話ですので、もし県内で就職する学生

を増やすための方策を考える場があれば、参加させていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

竹茂校長 : DXについては、つい最近県と連携し、DXをいかに浸透させるか、高専生の力も

発揮しながら実践的な例を作っていくかということを相談し始めたところです。恐らく地

域の色々な企業とも相談することになると思います。学内でも、高専としてアカデミックな

意味よりも社会実装の意味でいかに DXを展開するかを、つい最近相談し始めたところです。 
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 県内就職については、全国の高専と大学が地域貢献するようにという国の方針があるの

で、一生懸命考えているところです。私の考えは、地域の企業が魅力を高めることがまず一

つで、学生がそれを知る機会をいかに作るかということがポイントだと思います。地域の企

業の魅力を高めることとそれを知る仕組み作りを色々な高専で取り組んでいるので、本校

も地域の企業と相談しながら進めようと思います。地域の企業にダイレクトに卒業生が就

職することはもちろんいいことですが、まずは一度都会に出た後、ある程度年齢を重ねて技

術が身に付いたときに、家庭のことや地域企業に貢献したいということで、Uターン、Iタ

ーン、Jターンで地元に戻ってくるのもいいと思います。オンラインの時代になり、それを

サポートする日本中のシステム作りが今所々で進んでいると思います。ダイレクトな就職

と Iターン、Uターン、Jターンをいかに結び付けるかが今の社会で最も重要なことだと考

えています。 

 

林寮務主事 : 県外から入学した学生については、実家が遠くてあまり自宅に戻れず、周り

ともあまりコミュニケーションが取れなかったときにどういうケアをしているかというご

質問と考えてよろしいでしょうか。 

 

瀧本委員 : 平たく言うと、人と話す機会がこのコロナ禍で減っていることの弊害を心配

しています。現在企業で入社 3 年目ぐらいまでにメンタルをやられてしまう若い社員が増

えているので、教育機関でメンタル面をうまくサポートする環境があればいいのではない

かと思います。コミュニケーションの取り方が上手くない人が増えており、仕事の引きこも

りも散見させる昨今の実態を踏まえると、全てが企業側に責任があるとは思えないという

のが本音です。コロナ禍でこうした人が増えると企業はかなり苦しいので、非対面であって

もコミュニケーションの機会が減らないようにケアしてあげたいと申し上げた次第です。 

 

林寮務主事 : 本校は特に大きな寮を抱えており、300名ほどの寮生がいます。多くは県内

から来ていますが、県内でも南のほうだと頻繁に自宅に帰れないので、今年のコロナ禍の状

況を考えると県内か県外というのはあまり関係なかったと思います。特にオンラインで授

業をしていた時期は、すぐ近くに住んでいても登校はさせていなかったので、オンラインで

コミュニケーションを取らなければいけませんでした。本校にはメンタル的に問題を抱え

ている学生も確かに多くいます。学寮、ひいては高専の一つの大きな特長として、特に低学

年にとっては学級担任の存在がかなり大きいと思います。学級担任を中心とし、学生支援の

ための委員会等も含めチームとして、1人の学生に対し数名の教職員が協力してサポートす

る形をとっています。その中で、寮の情報も適宜共有しケアをしています。ケース・バイ・

ケースなので、解決方法が次の例にも当てはまるということがなくて負担も大きいですが、

担任の先生を中心に非常によくやっていただいてるというのが、寮としての感想です。 
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下野学生主事 : オンライン授業の期間中には、各担任からクラスのメンバーに対して話し

掛けや面談をしたり、クラス全体が触れ合えるような交流の仕方を考えたり、クラブでも

Teams を作りました。負担軽減とは逆行することですが、教員は対応してくれていました。 

人と話す機会が減っているというのは本校だけではないと思いますが、例えば隣の学生に

注意したいことを本人に直接言わず Twitter で言ってしまう等、そういうことがよくある

と思うので、会話の大切さは折に触れてこれからも学生に努めて伝えていくべきだと思い

ます。 

 

下古谷教務主事 : 全学生に対し面談するようにと高専機構から通達が来ており、特に長期

休みが終わった後は非常に危ないので、担任や卒研の指導教員にお願いし学科内で分担を

する等して進めています。 

 

末次副校長 : 今年の 1年生は例年に比べて、1年経たないうちに学校を去った学生が多か

ったのも、コロナの影響だけなのかは分かりませんがメンタルの問題があったのではない

かと推察します。 

 

若原委員 : 豊橋技科大でも高専からの学生を多く受け入れているのですが、傾向として、

寮で生活してきた学生は比較的問題に至るケースは少ないです。どちらかというと、高専で

は自宅から通学していて、大学に来て初めて 1人暮らしした学生が、ぽっかりエアポケット

に落ちてしまうことがある確率で見られます。学生寮でしっかり面倒を見ていただいたこ

とについては自信を持っていいと思います。 

 

杉野委員 : 地域との関わりという観点から、就職についてお尋ねします。開学当初から貴

校は非常に優秀な学生を毎年輩出されており、その就職先もいわゆる全国区の大手企業や

有名企業に就職しているという認識があります。就職先の県内及び県外の比率について、県

外が圧倒的に割合が高いということですが、この傾向は近年の特徴なのか、それとも例年あ

まり変わらないのか、年ごとの推移についてお伺いしたいです。 

 また、地域への就職につながる取り組みは何かされているのでしょうか。テクノプラザで

は会員企業を交えて就職説明会をしたという話でしたが、他にあれば教えていただきたい

です。 

 最後に、最近は県外へ就職した学生が地元に帰って U ターン就職することも増えてきて

いるので、そういう学生と県内企業とのマッチングのために、テクノプラザ等でマッチング

の支援に取り組んでいくという話を聞いたことがあり、そういう取り組みは実際にされた

のか、されているのでしたら今どうなっているかをお聞きできればと思います。 

 

高吉総務課長補佐 : 昨年度に三重労働局と鈴鹿高専テクノプラザの担当者が打合せを行
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い、どういう形で U ターン就職に手助けができるだろうかということを幾度となく議論い

たしました。現在 4社の人材バンクと協力体制を組んでおり、Uターン希望者があった場合

はその 4社に導くという形で手助けをしようと考えています。ただ、学校側との関係で、法

に抵触する部分をもう少し詰める必要がありますので、そのあたりをもう少し詰めて来年

度の中間地点で Uターン就職に関する仕組むがうまく軌道に乗ればと考えています。 

 

川口電気電子工学科長 : 進路支援委員長の川口です。就職先の県内及び県外の比率は、過

去 10年程はおおよそ県内が 3割程度、県外が 7割程度です。県外も関東から関西まで分布

していますが、名古屋近辺の企業が多いです。学生の状況を見ますと、クラブや中学校の先

輩、あるいはインターンシップに行った企業にご縁があって、そこへ就職するケースもあり

ます。1人就職すると縁が続くケースがあります。 

 

竹茂校長 : 県内就職する割合の全国の高専の平均は 2 割弱ですので、本校は高いほうだ

と思います。私が今まで見てきた卒業生の傾向は、親や本人のイメージで、まずは東京近辺

の大企業を目指すというのがあります。しかし 3年程働くと、高専生はやはりものづくりが

好きなので、仕事の全工程を見られるようなものづくりがしたいと思い始めますが大企業

ではなかなかそれが難しいと実感し、自分が本当に働きたいのはどういう会社なのかを企

業に入った後に考え直すケースがあります。大変優秀だった学生も 3 年程したら地方の小

さな会社に転職し、活躍できて生きがいを見出せるという道に進むのをよく見ています。や

はり企業をよく知ることが重要で、その仕組みをどのように作るかが大事だと思います。 

 

杉野委員 : 本当に少子化で、今は市内の企業でも人材の確保、特に工業系の人材の確保が

とても深刻なので、高専の就職活動で何か施策の参考になればと思いお尋ねしました。あり

がとうございます。 

 

竹茂校長 : 高専機構本部の谷口理事長が、高専卒業生の給与を年齢に関係なく大卒並み

にしてほしいと企業に強く訴えており、それに応える企業も出てきました。それは一つの流

れだと思います。 

 

下古谷教務主事 : 校長先生が言われたように、11月に萩生田文部科学大臣が高専卒業生

の給料を上げるよう要請を企業に出したと聞いております。そしてもう 1点、学生はネーム

バリューがある企業に行きたがる傾向がありますので、副市長がおそらく中心になって今

までやられてきたのだと思うのですが、富士電機、大日本住友製薬等の研究所を鈴鹿に誘致

したように、そういう会社をさらに誘致していただきたく思います。個人的には、鈴峰地区

のインターの辺りはより活性化できるのではないかと思います。来年の三重の国体に向け

て道もきれいに整備していただいていますので、そういうところも活用して会社を誘致し
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ていただき、学生が行きたいと思う環境を作っていただければと思います。 

 

小泉委員 : 教育後援会会長の小泉です。1年間コロナで先生方も学生も本当に大変だった

と思います。質問ではありませんが、この 1年学生のために先生方に頑張っていただきまし

て、本当にありがとうございました。先生方の努力は子どもからも聞きました。これからも

鈴鹿高専がより発展していきますように心からお祈り申し上げます。今後も教育後援会も

共に頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

竹茂校長 : 一番初めに申し上げましたように、この会議は我々の良い点をアピールする

場ではありません。我々が普段一生懸命考えている問題をご指摘いただきましたので、皆さ

んのご意見も伺いながら改善していくことがこの学校を良くすることだと改めて思いまし

た。本日は、誠にありがとうございました。 

 

岡部総務課長 : これをもちまして、令和 2 年度鈴鹿工業高等専門学校運営諮問会議を終

了します。本日は、ありがとうございました。 

 

６.閉会 



- 1 - 

 

鈴鹿工業高等専門学校における第4期中期目標 

 

１．前 文 

鈴鹿工業高等専門学校は、我が国の工業発展を支える技術者の育成をめざし、昭和37年高専制

度第1期校として工業先進地である東海地区鈴鹿市に創設され、以来、知徳体三育の全人教育を

範とする建学の精神にのっとり、優秀な実践的技術者を育成し、広く地域と社会に貢献してきた。 

21世紀を迎えた今、地球環境保全の観点に立った科学技術の高度化や国際化の進展により、技

術者教育を担う高等専門学校には新たな展開が求められている。以上を踏まえ、本校の教育理念

を定め、養成すべき人材像を掲げる。 

 

教育理念 

(1) 広い視野から価値判断ができ、技術者精神を備えた豊かな人間性を涵養する。 

(2) 科学技術に関する高い専門知識と技術に基づく深い洞察力と実践力を育成する。 

(3) 未知の問題に果敢に挑み、新たな価値を創造する力を育てる。 

(4) 心身を鍛え、己を確立し、自ら未来を切り拓く力を育てる。 

養成すべき人材像 

(1) 生涯にわたり継続的に学修し、広い視野と豊かな人間性をもった人を養成する。 

(2)  高い専門知識と技術を有し、深い洞察力と実践力を備えた人を養成する。 

(3)  課題探求能力と問題解決能力を身につけた創造性豊かな人を養成する。 

(4)  コミュニケーション能力に優れ、国際性を備えた人を養成する。 

 

２．中期目標期間 

中期目標期間は、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの5年間とする。 

 
３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

3.1 教育に関する目標 

学科においては、5 年一貫の教養教育及び実践的工学教育により、創造性豊かな実践的技術

者として将来活躍するための基礎的な知識と技術及び生涯にわたり学習する力を育てる。 

また、専攻科においては、より高度で幅広い専門知識や創造力、判断力を身に付け、科学技

術の分野でグローバルに活躍できる実践的技術者を育てる。 

 

3.1-(1) 入学者の確保 

本校の特色や魅力について、中学生や地域に広く広報活動を組織的に行うとともにアドミ

ッション・ポリシーに沿った人を確保する。 

 

3.1-(2) 教育課程の編成等 

中央教育審議会答申の趣旨や入学志願者の動向を踏まえて本校の将来像を検討・策定し、

これに基づき、産業構造の変化、技術の高度化、国際化、社会のニーズ等に対応した教育課

程を編成し実施するとともに、その自己点検や改善を継続的に進める体制作りを推進する。 

また、産業界のニーズに応える語学力や異分野理解力、リーダーシップ、マネジメント力

等を備え、海外で活躍できる技術者を育成する等、高専教育の高度化・国際化がより一層進

展するよう、教育課程の改善を促すための体制作りを推進する。 

このほか、豊かな人間性や社会性を育むため、全国的な競技会やコンテストへの参加を通

して課外活動の充実を図るとともに、社会奉仕体験活動等の機会の充実に努める。 
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3.1-(3)  多様かつ優れた教員の確保 

公募制を実施することにより、優れた学識と豊かな経験を有する教育研究能力の高い人材

の確保に努めるとともに、優れた教育研究力や多様な経験を有する人材を教員として採用す

るために、外部機関との人事交流を進める。 

また、ＦＤ活動を組織的に実施し、優秀な教員の表彰を行うとともに、教員研修や研究会

等(国外を含む。)に参加する機会を充実する等、教員の教育力の向上に努める。  

 
3.1-(4)  教育の質の向上及び改善 

高専教育の特色である「くさび型教育」を踏まえた教育方法の改善を進めるとともに、準

学士課程および専攻科課程の教育を実施し、社会が求める教育内容・水準の維持向上を図る

ため、継続的な点検・評価・改善を図る。 

また、実践的技術者を養成するため、産業界等との連携体制の強化を進めるほか、実践的・

創造的・指導的な技術者の養成を推進している技術科学大学などとの有機的連携を深めるな

ど、外部機関との連携により本校教育の高度化を推進する。 

 

3.1-(5) 学生支援・生活支援等 

豊かな人間性、健全な心身及び確かな自己実現を図るため、学生の学習活動や課外活動等

への参加を促進し、未来を自ら切り拓く力を引き出せるよう修学上及び生活上の支援を行う

とともに、学生の進路指導支援体制の充実を図る。 

また、各種奨学金制度など学生支援に係る情報の提供体制を充実させ、さらに、学生の就

職活動を支援する体制を充実し、学生一人ひとりの適性と希望にあった指導を行う。 

 

3.1-(6) 教育環境の整備・活用 

施設設備は本校の教育研究活動の基盤であるとの観点から、長期的な教育環境整備構想を

策定し、整備に当たっては、環境保全等の社会的要請に十分配慮(障害者への配慮も含む。)

するとともに、地球環境や都市環境の保全のため、省エネルギー対策を推進する。 

また、教職員・学生の健康・安全を確保するため、安全衛生管理体制の整備・充実を図る。 

 
3.2 社会連携に関する目標 

教育内容を学術の発展に即応させるため、継続して研究を行う。そのために必要な学術的研

究のみならず先進的な研究、学科間を超えた複合・融合領域研究、産学官連携による共同研究・

受託研究も推進する。これらの研究成果を発表や知的財産化等で広く社会に提供し、人材育成

及び地域・産業界に貢献する。 

地域交流・地域連携・産学官連携等を通じて本校の教育研究の成果を社会に還元し、その連

携協力に努める。 

 
3.3 国際交流に関する目標 

外国の高等教育機関との協定に基づく学生の国際交流を継続発展させ、国際的な視野と知見

を備えた技術者の育成を図るとともに、留学生の受入れを積極的に行う。 

また、学生が積極的に海外へ飛び立つ機会を拡充するとともに、教員や学生の国際交流活動

を推進する。 

 
3.4 管理運営に関する目標 

校長のリーダーシップの下に、運営会議を中心とした施策立案、審議執行及び評価監査のサ

イクルを確立するとともに、迅速かつ効率的な運営を図るため、運営会議及び各種委員会の位
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置付け、機能及び審議・協議事項の明確化を図る。 

また、本校における教育研究等の活動全般について自己点検・評価を行うとともに、広く外

部からの意見を取り入れ、開かれた学校運営を行う。 

さらには、限られた各種資源を戦略的に配分するため、本校の運営方針に基づき、重点的に

資源配分する仕組みを整備するとともに、教職員が行う業務の改善に努める。また、事務処理

の効率化・簡素化並びに事務職員及び技術職員の資質の向上にも努める。 

業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、政府の方針を踏まえ、

情報システム環境を整備する。 

 
3.5 その他 

   校長のリーダーシップのもとで近隣高専との連携を考慮しながら、本校の将来像を構築する。 
 
４．業務運営の効率化に関する事項 

4.1 一般管理費等の効率化 

   運営費交付金の減額による支障が発生しないように業務の効率化を図る。 

  

4.2 給与水準の適正化 

   ※独立行政法人国立高等専門学校機構に属する全高専に係る事項により、本校では中期目標 
として定めない。 

 
 4.3 契約の適正化 

   随意契約の適正化を推進し、契約は原則として一般競争入札等によることとする。さらに、

引き続き「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について（平成27年５月25日総

務大臣決定）」に基づく取組みを着実に実施することとし、「調達等合理化計画」の実施状況を

含む入札及び契約の適正な実施に努める。 

 
５．財務内容の改善に関する事項 

 5.1 戦略的な予算執行・管理 

   管理業務の合理化に努めるとともに、本校の財務運営を適切に行い、教職員の意識改革を図

って、固定的経費の節減に努める。 

 
 5.2 外部資金、寄付金その他自己収入の増加 

   教員の研究活動や産学連携活動等を活性化させることにより、科学研究費助成事業、科学技

術振興助成金等の外部研究資金の獲得に積極的に取り組み、その他の自己収入の増加を図る。 
 
６．余剰金の使途 

  経費の節減等で発生した余剰金については、次年度に向けた教育研究活動、学生支援並びに公

開講座・産学官連携の推進等の準備に充てる。 
 
７．その他業務運営に関する事項 

7.1 施設及び設備に関する計画 

施設設備は本校の教育研究活動の基盤であるとの観点から、長期的な教育環境整備構想を策

定し、整備に当たっては、環境保全等の社会的要請に十分配慮(障害者への配慮も含む。)する

とともに、地球環境や都市環境の保全のため、省エネルギー対策を推進する。(3.1-(6)教育環

境の整備・活用 再掲) 
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また、教職員･学生の健康･安全を確保するため、実験・実習・実技に当たっての安全管理体

制の整備を図る。 
  
7.2 人事に関する計画 

   公募制を実施することにより、優れた学識と豊かな経験を有する教育研究能力の高い人材の

確保に努めるとともに、優れた教育研究力や多様な経験を有する人材を教員として採用するた

めに、外部機関との人事交流を進める。 

また、FD活動を組織的に実施し、優秀な教員の表彰を行うとともに、教員研修や研究会等(国

外を含む。)に参加する機会を充実する等、教員の教育力の向上に努める。(3.1-(3)多様かつ優

れた教員の確保 再掲) 

 
 7.3 情報セキュリティについて 

業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、政府の方針を踏まえ、

情報システム環境を整備する。(3.4管理運営に関する目標 再掲) 

 

7.4 内部統制の充実･強化 

校長のリーダーシップの下に、運営会議を中心とした施策立案、審議執行及び評価監査のサ

イクルを確立するとともに、迅速かつ効率的な運営を図るため、運営会議及び各種委員会の位

置付け、機能及び審議・協議事項の明確化を図る。(3.4管理運営に関する目標 再掲) 

また、これらが有効に機能していること等について、各種委員会等によりモニタリング・検

証するとともに、運営諮問会議外部評価委員等による公正かつ独立の立場からの監査機能を強

化する。 
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鈴鹿工業高等専門学校における第4期中期計画 

 

１．前 文 

  ※鈴鹿工業高等専門学校における第4期中期目標に記載 

 

２．中期目標期間 

  ※鈴鹿工業高等専門学校における第4期中期目標に記載 

 

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

3.1 教育に関する目標 

   3.1-(1) 入学者の確保 

    ア 本校の教育理念を的確に反映したアドミッション・ポリシーを募集要項に明記すると 

ともに、ポリシーに添った学生受入が行われているかどうかを検証し、入試に反映させ 

る。 

イ 入試に関する情報収集、入試状況に関する分析と対策、各種広報資料の作成、広報・ 

渉外(地域交流を含む。)活動等を総合的に担うための学内組織（入試広報室）を活用し、 

社会へ向けた体系的で効果的な入試広報活動を行う。 

ウ 本校主催の学校説明会・見学会・受験相談等の一層の充実を図り、また中学校主催の 

説明会等への参加等各種の入試広報活動を積極的に行うとともに、特に女子の志願者増 

に向けた取組みを推進する。 

エ ものづくりへの関心と適性を有する者など国立高等専門学校の教育にふさわしい優れ 

た資質をもった入学者を安定的に確保するため、継続的な入学者選抜方法の点検と改善 

を図る。 

オ 入学後の学力水準の向上に資するため、入試成績と在学中の成績との相関関係の継続 

的な追跡調査等を行い、その検証結果を入試システムの改善のためにフィードバックす 

る。 

カ 本校の教育・研究資源を活用した中学生向け体験プログラム等を実施し志願者増加対 

策を推進する。 

キ 豊橋技術科学大学との連携教育プログラムを含めた専攻科の魅力・特色・優位性の広 

報を図り、入学者確保に努める。 

ク 女子学生等の受入を推進するとともに、入学志願者の質を維持する。 

 

3.1-(2) 教育課程の編成等 

ア 国立高等専門学校としてふさわしい教育成果の達成すべき内容と水準を以下のように 

設定して、教育課程を編成し実施する。 

①学科教育 

［教養教育］ 

豊かな人間性と社会性を涵養し、広い視野からの問題把握と価値判断ができる力 

を培う。また、自然科学及び情報処理の知識を習得させるとともに、英語によるコ 

ミュニケーション能力を育成する。 

［専門教育］ 

準学士課程および専攻科課程の教育を実施し、高い専門知識と豊富な実験技術を

養う。 
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・機械工学科 

機械工学に関する理論と知識（材料と構造、運動と振動、エネルギーと流れ、 

情報と計測・制御、設計と生産、機械とシステム等）、実験技術を習得させると 

ともに、応用・展開力、創造性を養う。 

・電気電子工学科 

電気電子工学に関する理論と知識（電気磁気学、電気・電子回路、エネルギ

ー・電気機器、物性・デバイス、計測制御、情報・通信）並びに全学年にわた

って系統的に配置した実験・実習科目により実践的な技術を習得させ、創造性

を養う。 

・電子情報工学科 

電子情報工学に関する理論と知識（電気磁気学、電子回路、電子工学、電子

制御、ソフトウェア工学、計算機工学、情報通信ネットワーク等）及び実験技

術並びにそれらの融合化技術に関する知識を習得させるとともに、創造性を養

う。 

・生物応用化学科 

化学に関する理論と知識（無機化学系科目、有機化学系科目、分析化学系科

目、生物化学系科目、物理化学系科目等）及び応用化学あるいは生物工学に関

するコース別専門知識（工業化学系科目、化学工学系科目、設計・システム系

科目、環境工学系科目、細胞工学系科目、遺伝子工学系科目、生体材料工学系

科目等）並びに豊富な実験技術を習得させるとともに、創造性を養う。 

・材料工学科 

材料工学に関する理論と知識（材料の物理と化学、材料の構造・設計・物性・

機能、製造プロセス等）及び豊富な実験技術を習得させるとともに、それらを

応用して材料に関連する諸問題を解決できる創造性を養う。 

 

② 専攻科教育 

技術革新を担うことができる高度で幅広い専門知識を習得させるとともに、研究開

発能力、課題探求・問題解決能力、技術者倫理を含む総合的判断力、英語によるコミ

ュニケーション能力の育成を図り、技術開発の場で新たな価値を 創造する力を育て

る。 

・総合イノベーション工学専攻 

(環境・資源コース) 

環境・資源コースでは、地球温暖化や酸性雨に代表される環境問題、自然環

境破壊抑制のための環境保全、バイオマス・鉱物・水・生物・海洋等各種天然

資源の有効利用、環境調和型資源リサイクリングによる循環型社会の構築等を

行うために、機械、電気・電子、情報・通信、生物、化学、材料等の幅広い分

野の中から複数の分野を融合・複合させた分野横断的教育プログラムで達成さ

れる能力を身につけた創造的実践的技術者を養成する。 

(エネルギー・機能創成コース) 

エネルギー・機能創成コースでは、次世代の新エネルギー開発、その安定供

給、輸送や利用における効率化や関連機能材料等に関わる技術開発を行うため

に、機械、電気・電子、情報・通信、生物、化学、材料等の幅広い分野の中か

ら複数の分野を融合・複合させた分野横断的教育プログラムで達成される能力

を身につけた創造的実践的技術者を養成する。 
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(ロボットテクノロジーコース) 

自身の専門分野を軸としてロボットを構成する技術を高度化し、イノベーシ

ョンの創出や革新的な応用技術を社会に還元するために、機械、電気・電子、

情報・通信、生物、化学、材料等の幅広い分野の中から複数の分野を融合・複

合させた分野横断的教育プログラムで達成される能力を身につけた創造的実践

的技術者を養成する。 

(グローバルエンジニアプログラム) 

今後益々深度化するグローバル化、ボーダレス社会においてグローバルに通

用する高度な技術を持ち、リーダーシップを兼ね備えた人材を養成します。学

科第1学年から専攻科2年次までの7年間でグローバルエンジニアとして求め

られている英語力、交渉力、企画力、実行力、経営力、マネジメント力につい

ても学びます。さらに、専門分野の異なる学生が共に課題に取り組むことによ

り順応力および強靱さ、優れた人間力を涵養する。 

イ 高い専門知識と豊富な実験技術を活用した学科教育の高度化・質保証を図る。 

ウ 学生の学力、実技技能、創造性、学習・教育到達目標達成度等の適切な評価方法を検

討し導入する。 

エ 学生の自主的学習を推進するための相談・助言を行う体制を整備し運用する。 

オ 卒業生・修了生を含めた学生による適切な授業評価・学校評価の方法を検討し、実施

する。 

カ 教員間連携の推進により、教科間の授業内容等の整合を図る。 

キ 今後の産業構造の変化や技術の進展、社会の要望等を踏まえ、学科・専攻科構成の見

直しと改組・再編を検討する。 

ク 中学校・高校・大学の教育改革の動向を把握し、教育課程の見直し等に反映させる。 

ケ 創造教育を推進するため、ソーラーカーレース、ロボットコンテスト、プログラミン

グコンテスト、デザインコンペティション等の指導と支援に関し、教職員で構成するプ

ロジェクト活動の充実・強化を図る。 

コ 学生の豊かな人間性と社会性を涵養するため、高専体育大会等の各種体育大会への参

加を促進するとともに、社会奉仕体験活動や自然体験活動を含む課外活動等の充実を図

る。  

サ 人間の素養を涵養するための教育を検討し推進する。 

 

3.1-(3) 多様かつ優れた教員の確保 

ア 教員組織の活性化と流動化を図るため、本校以外の教育機関、研究機関、企業等での

勤務経験がある多様な背景をもつ教員を計画的に採用し、その比率の向上に努める。ま

た、正規の教員以外の者を客員教授又は客員准教授として、本校の教育又は研究に従事

させる。 

イ 専門科目及び理系一般科目については博士の学位や技術士等の職業上の高度の資格 

をもつ者を、理系以外の一般科目については修士以上の学位を持つ者、高度な実務能力

を持つ者等優れた教育力を有する者を、それぞれ採用し、その比率の向上に努める。 

ウ 女性教員の比率向上を図るため、必要な支援策について引き続き検討を行い、働きや

すい職場環境の整備に努める。 

    エ 教員の個々の力量と学校全体の教育力を高めるため、内地及び外地研究員制度の活用、

教員研修、国際研究集会への参加、学術交流、他高専との人事交流等を推進する。 

オ 機構本部が示す第4期中期目標・中期計画期間中における教員人枠整理に従い、適切

な人員配置を図る。 
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カ 教員の教育能力の向上を目的としてFD活動を積極的、具体的に促進する。 

キ 教員の教育研究活動を客観的に評価するシステムを確立し、独立行政法人国立高等専

門学校機構の教員表彰等に活用する。 

ク 優れた教育研究成果をあげた教員の顕彰制度を継続実施する。 

 

3.1-(4) 教育の質の向上及び改善 

    ア インターネットなどを活用したICT活用教育の取組みを継続し、充実させる。 

イ 多様な方法で学校の枠を超えた学生の交流活動を推進する。 

ウ 教育目標を達成するため、特に英語教育、情報教育、創造教育の評価を行い改善を進

める。 

エ 産学官協働研究室を含む企業の現役技術者および退職技術者や外部の専門家等、意欲

ある企業人材を活用した教育体制を構築する。 

オ 本校独自の評価項目に沿った自己点検評価・改善および外部評価、認証評価等の第三

者評価に積極的に取組み、教育研究の質の向上と組織の活性化・効率化を図る。 

カ 本校独自の評価項目に沿った自己点検評価・改善および外部評価、認証評価等の第三

者評価に継続的に取組み、持続的な教育改善を図る。 

キ 外部の意見を学校運営に反映させる。 

ク 技術革新を担うことができる高度で幅広い専門知識を習得させるとともに、研究開発

能力、課題探求・問題解決能力、技術者倫理を含む総合的判断力、英語によるコミュニ

ケーション能力の育成を図り、不断に教育の質の向上を図る。  

ケ 本校独自の評価項目に沿った自己点検評価・改善および外部評価、認証評価等の第三

者評価に継続的に取組み、持続的な教育改善を図る。 

   コ 教員の教育、研究、社会貢献等の活動に関するデータベースを充実し、教育の質の改

善に活用する。 

サ インターンシップの内容と方法を見直し、その一層の充実を図る。 

シ 豊橋技術科学大学との連携教育プログラムにおける先端融合テクノロジー連携教育プ

ログラムを推奨するとともに、大学との共同研究指導体制を構築する。 

ス その他の大学との連携により、連携教育プログラムを構築することにより、教育課程

の充実を図る。 

セ 学生の学力、実技技能、創造性、学習・教育到達目標達成度等の適切な評価方法を検

討し導入する。(3.1-(2)教育課程の編成等 再掲) 

ソ 学生の自主的学習を推進するための相談・助言を行う体制を整備し運用する。 (3.1-

(2)教育課程の編成等 再掲) 

サ 卒業生・修了生を含めた学生による適切な授業評価・学校評価の方法を検討し、実施

する。(3.1-(2)教育課程の編成等 再掲) 

 

3.1-(5) 学生支援・生活支援等 

    ア 学生の人間形成支援のため、教員指導体制に頼ることなく、クラブ活動への学外指導

者の登用など、課外活動への支援体制を構築する。 

イ 学習情報システムを整備し、学習支援体制を強化する。 

ウ 自転車通学マナーの向上に向けて、生活・通学指導部会と連携のうえ、通学路の交通

指導を徹底する。 

エ キャンパスクリーンデーを実施し、日常清掃だけでない校内美化意識の向上への取組

みも継続する。 

オ 身だしなみ指導として、生活・通学指導部会員である学年主任等からの指導を継続す
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る。 

カ 課外活動等を通し、学生の創造設計力向上の支援を進める。 

キ 学生支援室相談員や学級担任の資質の向上を図るための研修会、講演会等を実施する。 

ク 学生の適正や希望に応じた進路選択を支援するため、企業情報、就職・進学情報等の

提供体制や専門家による相談体制を含めたキャリア形成支援を充実させる。 

ケ 学生・教職員間のコミュニケーションの円滑化を図る。 

コ 教職員及び学生に対しセクシャルハラスメント防止のための研修会や講演会を実施 

する。 

サ 男女共同参画を推進するため、情報の収集・提供について充実させるとともに、必要

な取組みに関する普及を図る。 

シ 教育寮としての学生寮を効果的に運営し、継続的な寮生への学習支援と生活支援を図

るとともに、自主・自律と相互扶助の精神を養う。 

ス 各種奨学金制度の積極的な活用を促進し、奨学金を希望する学生の貸与率の向上を図

る。 

 

3.1-(6) 教育環境の整備・活用 

ア 教育の質の向上、健康的な学生生活の保障、地震等災害防止、ユニバーサルデザイン

導入等のために必要な施設・設備の整備を図る。 

イ 施設設備のきめ細やかなメンテナンス、校内の環境保全等を目的とした施設整備等を

行う。 

ウ 「施設の利用状況及び施設実態の自己点検・評価」、「施設の有効利用計画」を実施策

定し、施設の有効利用を促進する。 

エ 労働安全衛生法等を踏まえた安全管理・事故防止に関する具体的方策を立て、実施す

る。 

オ 男女共同参画を推進するため、情報の収集・提供について充実させるとともに、必要

な取組みに関する普及を図る。(3.1-(5) 学生支援・生活支援等 再掲) 

 

3.2 社会連携に関する目標 

   ア 競争的研究資金の導入等を通して学内研究活動の一層の活性化を図る。また、研究費助

成事業の獲得に向けたガイダンスを実施する。 

イ 教育内容を学術の発展に応じたものとするため、教員各自の専門的研究を推進する。 

ウ 校長裁量経費の活用により、学科横断的な取組み、高等教育機関との連携などから、共

同研究を推進する。 

エ 本学の研究費獲得の、高専機構全体における位置付けは中位であり、また、安定した研

究費獲得とはなっていない現状があることから、特に企業等とのマッチングを図るべく、

教員における情報発信に努めるとともに、連携する大学との研究推進に努める。 

オ 教育研究フォーラムやシンポジウム等に積極的に参加し、研究成果を発表するとともに

他校との教員交流を促進する。 

カ 技術者教育等の地域における共通の問題を解決するため、近隣の大学等との連携・協働

を推進する。 

キ 産学官連携協力を積極的に推進するため、自治体、商工会議所、企業等と連携する共同

研究プロジェクトや地域産業・社会に貢献できる研究テーマを創出し、実施する。 

ク SUZUKA産学官交流会が開催する交流フォーラムとサロンへの主体的取組み等、地域にお

ける産学官連携協力を積極的に推進する。 

ケ 特許取得を奨励・支援するため、学内における知的財産権に関する認識の向上を図る。 
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コ 研究紀要の質の向上を図るため、査読制度を継続する。 

サ 本校の地域貢献活動を企業や社会に明解に伝達できるよう、多様な媒体を用いた広報活

動を展開する。 

シ 本校の地域交流活動等を社会に明解に伝達できるよう、多様な媒体を用いた広報活動を

展開する。 

ス 地域の生涯学習機関としての役割を果たすため、公開講座、授業開放、オープンキャン

パス事業、出前授業、図書館蔵書等を充実する。 

セ 小中学校に対する理科教育支援活動を積極的に推進する。 

ソ 広報活動を担うための学内組織である入試広報室を活用し、社会へ向けた体系的で効果

的な広報活動を行う。 

タ 産学官協働研究室を核とする教育･研究の活性化の拠点とする。 

チ 高専機構において構想段階である「地域創生に貢献する全国高専地域イノベーション」

に貢献する一拠点としての位置付けを確保する。 

ツ 集約された研究設備の利用促進に貢献するセンターとしての役割を担う。 

テ 教員の教育、研究、社会貢献等の活動に関するデータベースを充実し、教育の質の改善

に活用する。(3.1-(4)教育の質の向上及び改善 再掲) 

 

3.3 国際交流に関する目標 

   ア 学生や教職員の国際交流を促進するため、米国・オハイオ州立大学への学生交流派遣を

継続実施するとともに、カナダ・ジョージアンカレッジと中国・常州信息職業技術学院等

との国際交流を強化する。 

イ 高専機構主催の海外インターンシップにも積極的に学生を派遣する。 

ウ 留学生と日本人学生および地域社会、ならびに他高専留学生との交流活動を積極的に支

援する。 

エ 国際交流センターの取組みを積極的に活用する。 

オ 高専機構の受け入れ方針に従い、本校の実態を踏まえたうえで、比率向上に努める。 

 

3.4 管理運営に関する目標 

   ア 校長のリーダーシップのもと迅速かつ効率的な学校運営を図る。 

イ 各種委員会の位置付け、機能及び審議事項を明確にし、効果的かつ効率的な学校運営を

行うとともに、本校のPDCAサイクルシステムに基づいて委員会活動の成果・効果を評価し

つつ改善を図る。 

   ウ 学校の管理運営に関する不断の点検評価と継続的な改善を行う。 

エ 内部監査体制を構築し、また他高専等と連携して、監査の強化を図る。 

   オ 機構本部策定の「公的研究費等に関する不正使用の再発防止策」を確実に実施する。 

カ 教職員の職務状況を客観的に評価し、その評価を全教職員の資質の向上と業務運営の効

率化に反映させる。また、学校経営の観点から業務内容と業務量の見直しを行い、適正な

人員配置（アウトソーシングを含む。）と業務の合理化・効率化を図る。 

キ 職員の能力開発と専門性の向上のため、民間等で行う研修を含めた研修会に積極的に参

加させる。 

ク 学校の課題やリスクに対し、研修や倫理教育等を通じて全教職員の意識向上に取り組む。 

ケ 職員の採用・人事交流に当たっては、専門的知識や技能を有する人材を確保する。 

コ 再雇用等定年後の雇用について、合理的･効果的な方法を検討し実施する。 

サ 業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、規則や手順等を

整備する。 
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   シ コンプライアンス意識向上に関し、学内における意識啓発を行う。 

ス 安全衛生委員会によるパトロールの実施等により、学内の安全管理に取組む。 

セ 学生向けのネットワークセキュリティ講習会、或いは教職員向けの講習会を実施する。 

ソ 安否確認システムについて、学生および教職員に対して適切に連絡が行くように登録・

更新を周知する。 

 

  3.5 その他 

   ア 校長のリーダーシップのもとで近隣高専との連携を考慮しながら、本校の将来像を検討

し将来構想計画を策定する。 

 

４．業務運営の効率化に関する事項 

 4.1 一般管理費等の効率化 

   ア 中長期的な観点に立った適切な人員管理を策定するとともに、本校全体の人事方針に基

づく運用・調整を行う。 

イ 管理業務を全般的に見直し、業務の合理化と効率的運用を図る等、運営費交付金の減額

による支障の発生しないよう継続的な努力をする。 

   ウ 教職員の職務状況を客観的に評価し、その評価を全教職員の資質の向上と業務運営の効

率化に反映させる。また、学校経営の観点から業務内容と業務量の見直しを行い、適正な

人員配置（アウトソーシングを含む。）と業務の合理化・効率化を図る。(3.4 管理運営に

関する目標 再掲) 

 

  4.2 給与水準の適正化 

※独立行政法人国立高等専門学校機構に属する全高専に係る事項により、本校では中期目標

として定めない。 

 

4.3 契約の適正化 

   ア 高専機構の規程および規則等を遵守のうえ、契約は原則として一般競争入札等によるこ

ととし、入札及び契約の適正な実施に努める。 

 

５．財務内容の改善に関する事項 

5.1 戦略的な予算執行・管理 

   エ 運営費交付金である人件費、物件費等の効率的な執行を行うとともに、適切な財務管理

を行う。 

   キ 教職員の意識改革を図り、事務費、光熱水料費等固定的経費の節減に努める。 

 

  5.2 外部資金、寄付金その他自己収入の増加 

ア 共同研究、受託研究、寄附金、科学研究費助成事業などの外部資金の獲得に積極的に取

組み、自己収入の増加を図る。 

イ 教員の研究活動や産学連携活動等を活性化させることにより、科学研究費助成事業、科

学技術振興助成金等外部研究資金の獲得に積極的に取り組むと共に、その他の自己収入に

ついても増加を図る。 

ウ 企業との共同研究等を推進し、助成金申請件数の増大を図る。 

オ 高専機構全体の運営費交付金の減少に伴い、効果的、並びに効率的な予算執行に努める。 

カ 校長裁量経費を活用して、予算の戦略的重点配分を行う。 
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６．剰余金の使途 

  経費の節減等で発生した余剰金については、次年度に向けた教育研究活動、学生支援並びに公

開講座・産学官連携の推進等の準備に充てる。 

 

７．その他業務運営に関する事項 

7.1 施設及び設備に関する計画 

ア 長期的な教育環境整備構想を策定し、環境保全等の社会的要請に十分配慮(障害者への

配慮も含む。)するとともに、省エネルギー対策を図る。 

 

  7.2 人事に関する計画 

   ア 中長期的な観点に立った適切な人員管理を策定するとともに、本校全体の人事方針に基

づく運用・調整を行う。(4.1一般管理費等の効率化 再掲) 

イ 管理業務を全般的に見直し、業務の合理化と効率的運用を図る等、運営費交付金の減額

による支障の発生しないよう継続的な努力をする。(4.1一般管理費等の効率化 再掲) 

ウ 教職員の職務状況を客観的に評価し、その評価を全教職員の資質の向上と業務運営の効

率化に反映させる。また、学校経営の観点から業務内容と業務量の見直しを行い、適正な

人員配置（アウトソーシングを含む。）と業務の合理化・効率化を図る。(3.4 管理運営に

関する目標 再掲) 

 

7.3 情報セキュリティについて 

ア 業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、規則や手順等を

整備する。(3.4管理運営に関する目標 再掲) 

イ 学生向けのネットワークセキュリティ講習会、或いは教職員向けの講習会を実施する。

(3.4管理運営に関する目標 再掲) 

 

7.4 内部統制の充実･強化 

ア 教育の質の向上、健康的な学生生活の保障、地震等災害防止、ユニバーサルデザイン導

入等のために必要な施設・設備の整備を図る。(3.1-(6)教育環境の整備・活用 再掲) 

イ 施設設備のきめ細やかなメンテナンス、校内の環境保全等を目的とした施設整備等を行

う。(3.1-(6)教育環境の整備・活用 再掲) 

ウ 「施設の利用状況及び施設実態の自己点検・評価」、「施設の有効利用計画」を実施策定し、

施設の有効利用を促進する。(3.1-(6)教育環境の整備・活用 再掲) 

エ 教員組織の活性化と流動化を図るため、本校以外の教育機関、研究機関、企業等での勤

務経験がある多様な背景をもつ教員を計画的に採用し、その比率の向上に努める。また、

正規の教員以外の者を客員教授又は客員准教授として、本校の教育又は研究に従事させる。

(3.1-(3)多様かつ優れた教員の確保 再掲) 

オ 専門科目及び理系一般科目については博士の学位や技術士等の職業上の高度の資格を

もつ者を、理系以外の一般科目については修士以上の学位を持つ者、高度な実務能力を持

つ者等優れた教育力を有する者を、それぞれ採用し、その比率の向上に努める。(3.1-(3)

多様かつ優れた教員の確保 再掲) 

カ 女性教員の比率向上を図るため、必要な支援策について引き続き検討を行い、働きやす

い職場環境の整備に努める。(3.1-(3)多様かつ優れた教員の確保 再掲) 

キ 教員の個々の力量と学校全体の教育力を高めるため、内地及び外地研究員制度の活用、

教員研修、国際研究集会への参加、学術交流、他高専との人事交流等を推進する。(3.1-(3)
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多様かつ優れた教員の確保 再掲) 

ク 教員の教育能力の向上を目的としてFD活動を積極的、具体的に促進する。(3.1-(3)多様

かつ優れた教員の確保 再掲) 

ケ 校長のリーダーシップのもと迅速かつ効率的な学校運営を図る。(3.4管理運営に関する

目標 再掲) 

コ 各種委員会の位置付け、機能及び審議事項を明確にし、効果的かつ効率的な学校運営を

行うとともに、本校のＰＤＣＡサイクルシステムに基づいて委員会活動の成果・効果を評

価しつつ改善を図る。(3.4管理運営に関する目標 再掲) 

サ 学校の管理運営に関する不断の点検評価と継続的な改善を行う。(3.4管理運営に関する

目標 再掲) 
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令和2年度 年度計画 

独立行政法人国立高等専門学校機構 

鈴鹿工業高等専門学校 

 

【１．前 文】 

 ※鈴鹿工業高等専門学校における第 4期中期目標に記載 

 

【２．中期目標期間】 

※鈴鹿工業高等専門学校における第 4期中期目標に記載 

 

【３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項】 

3.1 教育に関する目標 

3.1-(1) 入学者の確保 

3-1-① WEB サイトおよび SNS を活用して情報を発信する。(1.1-(1)-①-1) 

3-1-② ホームページ、地元マスコミ等を通じて広く本校の PR 活動を行う。(1.1-

(1)-①-1） 

3-1-③ 三重県の各市の広報誌に高専のイベントの掲載を依頼する。(1.1-(1)-①-

1) 

3-1-④ 入試説明会、オープンカレッジ、学習塾対象説明会の実施、中学校主催の進

路指導説明会への参加を実施するとともに、近隣中学校の校長・進路担当者を

訪問するなど、広報活動を継続して実施する。 (1.1-(1)-①-1) 

3-1-⑤ 特に三重県北部の各市の教育委員会を通じて、中学校への出前授業を行う

ことを検討し、広報活動へと繋げる。(1.1-(1)-①-1) 

3-1-⑥ 三重県内および近隣県の中学を訪問し広報活動を行う。(1.1-(1)-①-2) 

3-1-⑦ 近隣高専（鳥羽商船、近大高専など）と連携して広報を実施する。(1.1-(1)-

①-1) 

3-1-⑧ 女子志願者を確保するため、オープンカレッジ、高専祭、体験教室等の機会

に機構本部が作成した「KOSEN×GIRLS」を活用し、広報に努める。(1.1-(1)-

②-1) 

3-1-⑨ アドミッションポリシーを反映した学力入試の選抜方法を継続し実施する。

(1.1-(1)-③) 

3-1-⑩ 女子学生の比率向上及びキャリア教育の充実を図る取組を継続して実施す

る。(1.1-(1)-②-1) 

5-⑨ 全国国立高専による私費外国人留学生対象の 3 年次編入学試験の実施に協力

する。(1.3-④-1 再掲) 

5-⑩ 留学生の学習補助や学生生活全般のサポートを行うために、日本人学生によ

るチューター制度を継続して行う。(1.3-④-1 再掲) 

5-⑪ 留学生に対し、日本語を読む・書く・話す・聞く能力を高める授業を継続して

行う。(1.3-④-1 再掲) 
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5-⑫ 専門教育の基礎的な部分を補うために、留学生の個々の学力を確認しながら、

第 2学年までの専門科目の補講を行う。(1.3-④-1 再掲) 

5-⑬ 東海地区 5 高専に在学する外国人留学生に対する研修会に留学生を参加させ

る。(1.3-④-1 再掲) 

5-⑭ 留学生関連行事として、実地研修旅行、校長との懇談会、進路支援相談会、留

学生交流会を引き続き実施する。(1.3-④-1 再掲) 

 

3.1-(2) 教育課程の編成等 

3-2-① 運営会議を中心に高度化の検討を行う。(1.1-(2)-①-1) 

3-2-② KOSEN（高専）4.0 イニシアティブで採択された「産業界が求めるロボット

技術者を育成するためのロボット工学教育」、「卓越したグロ-バルエンジニ

ア育成事業」および「地域の情報セキュリティレベル向上に貢献する人材の

育成」の取組みを継続して実施する。(1.1-(2)-①-1) 

3-2-③ 専門学科を幹にして他の専門分野も幅広く学び、複合・融合領域へ挑戦で

きる人材の育成を行う。(1.1-(2)-①-2) 

3-2-④ 語学力の向上をめざしたネイティブによる少人数英語教育を継続して実施

するとともに、各種海外研修プログラムを継続的に実施する。(1.1-(2)-②-

2、1.1-(2)-③-3) 

3-2-⑤ 実践型エンジニアリングデザイン科目として、低学年向けに導入している

「工学基礎実験」および「デザイン基礎」は授業内容と実施方法を見直して

実施する。また、「創造工学」についても継続して実施する。(1.1-(2)-①-

1) 

3-2-⑥ 国際的に活躍できる人材を育成するため、専攻科に設置されているグロ-

バルエンジニアプログラムの充実を図る。(1.1-(2)-②-1) 

3-2-⑦ 高い専門知識と豊富な実験技術を活用した学科教育の高度化・質保証に努

める。(1.1-(4)-② 再掲) 

3-2-⑧ CBT 型学習到達度試験を実施し、数学・物理等の教授法向上に反映させ

る。(1.1-(2)-①-1) 

3-2-⑨ 英語能力の向上のため、工業英検、TOEIC 受験の支援を継続して行う。

(1.1-(2)-②-2) 

3-2-⑩ 学生による授業評価アンケートを前期と後期の年 2回実施し、その結果を

受けた改善案の公開、その案に基づいて行った改善授業の評価をさらに次の

アンケートで検証し、その結果を公開する。(1.1-(2)-①-1) 

3-2-⑪ ロボコン、プロコン、エコカー、デザコン及び体育大会に参加する。

(1.1-(2)-③-1) 

3-2-⑫ 「豊かな人間性と社会性」の涵養を図るべく、新入生合宿研修等での自然

体験活動を推進する。(1.1-(2)-③-2) 

3-2-⑬ 環境美化意識の涵養を目的とした年 2回の「キャンパス・クリーンデー」

等を実施する。(1.1-(2)-③-2) 

3-2-⑭ 地域主催のイベント等への積極的なボランティア参加を推進する。(1.1-
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(2)-③-2) 

5-④ 機構の海外インターンシップへの参加を推進する。(1.3-③-1 再掲) 

5-⑥ 他高専が主催する海外インターンシップへの参加を支援する。(1.3-③-1 

再掲) 

5-⑦ 専攻科のグローバルエンジニアプログラム学生を対象に国際インターンシ

ップの派遣を実施する。（1.3-③-1 再掲) 

 

3.1-(3) 多様かつ優れた教員の確保 

3-3-① 本校以外の教育機関、研究機関、企業等で勤務経験がある等、多様な背

景を持つ人材の採用に努める。(1.1-(3)-①、1.1-(3)-④) 

3-3-② 産学官協働研究室に配属されている企業技術者を客員教授等に任命し、

企業のノウハウを本校の教育、研究に活用する。(1.1-(3)-②) 

3-3-③ 公募制を堅持し、優れた教員の確保に努める。(1.1-(3)-①) 

3-3-④ 専門科目については博士の学位等の高度な資格をもつ者、理系以外の一

般科目については修士以上の学位をもつ者あるいは高度な実務能力をもつ

者等、優れた教育力を有する者の採用に努める。(1.1-(3)-④) 

3-3-⑤ 女性教職員の就業環境改善のためにイノベーション交流プラザ内の「男

女共同参画エリア」を活用する。(1.1-(3)-③) 

3-3-⑥ 引き続き女性教員の積極的な採用に努める。 (1.1-(3)-③) 

3-3-⑦ 高専・両技科大間教員の交流を図る。(1.1-(3)-⑤) 

3-3-⑧ 本校の教員が国内外の教育研究機関に長期にわたって勤務(研修)できる

制度を活用し、教員交流の推進を検討する。(1.1-(3)-⑥) 

3-3-⑨ 標準人員枠(73 名)を超えての教員配置となる場合は、暫定人員枠を一時

的に措置し、第 4期中期目標・中期計画期間中に計画的な解消に努める。

(1.1-(3)-①) 

3-3-⑩ 三重県教育委員会と連携し、高等学校教員対象の研修会への教員派遣を

検討する。(1.1-(3)-⑥) 

3-3-⑪ 鈴鹿市教育委員会と連携し、中勢地区高等学校生徒指導連絡協議会、中

学、高等学校合同指導会等に参加、活動することを通じて、学生生活の質

及び教員の指導力の向上を図る。(1.1-(3)-⑥) 

3-3-⑫ 全教員対象の FD 講演会を実施する。(1.1-(3)-⑥) 

3-3-⑬ 全国高専フォーラムに参加する。(1.1-(3)-⑥) 

3-3-⑭ 平成 28 年度に作成した教員評価基準に基づいた教員表彰を行う。(1.1-

(3)-⑦) 

3-6-⑯ 高専機構のみならず、三重県等の外部機関が主催するシンポジウムや講

演会等に参加し、教職員の意識向上を図る。(1.1-(3)-⑥) 

 6-② 優秀な活動をした教員に対しては、教育研究奨励賞授与を継続的に行うと

ともに、研究においては各教員の個人研究、共同研究に校長裁量経費より支

援する活動も継続的に実施する。(1.1-(3)-⑦ 再掲) 

6-⑨ 教員の教育業績等に関する評価の取扱い等に基づき、教員に対し評価を行
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い、その結果を賞与等に反映させる。(1.1-(3)-⑦ 再掲) 

6-⑩ 職員についても独立行政法人国立高等専門学校機構職員人事評価実施要領

を基礎として、本校における職員評価制度を実施するとともに、評価結果に基

づき賞与等に反映させる。(1.1-(3)-⑦ 再掲) 

 

3.1-(4) 教育の質の向上及び改善 

3-4-① モデルコアカリキュラム本案に沿った授業内容を継続して実施する。

(1.1-(4)-①-1) 

3-4-② 教務委員会の下に設置されている FD 部会を中心にアクティブラーニン

グを推進する。 (1.1-(4)-①-2) 

3-4-③ ICT を活用した教育を推進する。(1.1-(4)-①-2) 

3-4-④ 鳥羽商船との学生交流を継続して実施する。(1.1-(4)-④) 

3-4-⑤ 他高専の学生寮役員との交流を継続して実施する。(1.1-(4)-④) 

3-4-⑥ 東海地区高専の留学生交流を継続して実施する。(1.1-(4)-④) 

3-4-⑦ 特色ある優れた教育実践として、従来より実施している学科を越えたエ

ンジニアリングデザイン教育の「創造工学」を継続して実施するととも

に、低学年向けに導入している「工学基礎実験」および「デザイン基礎」

を授業内容と実施方法を見直して実施する。(1.1-(4)-①-1) 

3-4-⑧ SUZUKA 産学官交流会、本校を支援する企業団体である鈴鹿高専テクノプ

ラザおよび産学官協働研究室の企業と連携し、効果的なインターンシップ

の実施を推進する。(1.1-(4)-③-2) 

3-4-⑨ SUZUKA 産学官交流会や鈴鹿高専テクノプラザに加盟の企業技術者、産学

官協働研究室等の企業技術者および OB 技術者を講師としたエンジニアリ

ングデザイン教育の充実を図る。(1.1-(4)-③-1、1.1-(4)-③-3) 

3-4-⑩ 自己点検評価および機関別認証評価結果についてホームページによる公

開を行う。(1.1-(4)-②) 

3-4-⑪ 本校の PDCA サイクルが円滑に機能するよう、本校独自に作成した評価

項目に沿った自己点検評価シ-ト及び多角的評価に向けたファイル管理シ

ステムを簡素化した自己点検評価システムを継続する。(1.1-(4)-②) 

3-4-⑫ 毎年度末に運営諮問会議を定期開催し、外部の運営諮問委員の意見を反

映させることで教育の質の向上を図る。(1.1-(4)-②) 

3-4-⑬ 本校ホームページに掲載のある「教員一覧」、研究者データベースであ

る「researchmap」や「国立高専研究情報ポータル」の情報更新を行い、

研究・技術シーズとして情報発信を行う。（1.2-② 再掲) 

3-4-⑭ インターンシップを推進し、卒業までに 8割以上の学生の参加を目指

す。 (1.1-(4)-③-2) 

3-4-⑮ 平成 24 年 11 月に大阪大学大学院工学研究科との間で「教育及び学術研

究推進」を目的として締結した協定書に基づき、インターンシップへの参

加を推進する。(1.1-(4)-③-2) 

3-4-⑯ 連携教育プログラム推奨のため、対象学生に対し、年度当初にプログラ
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ム実施方針に関する周知を行うとともに、専攻科入試募集期間満了日まで

に履修希望者の募集を行う。 

また、実践力強化科目となる地域企業等と本校および大学での共同研究

をテーマとした特別研究指導を実施する。(1.1-(4)-④) 

3-4-⑰ 特に東海地区の大学との連携により、連携教育プログラムの一環とし

て、小中高の教員を育成すべく、教育課程の構築を目指す。(1.1-(4)-④) 

6-① 本校の運営規則に基づき、各種委員会におけるその活動状況について担当

委員長から活動実績を報告させ、効果的な学校運営を行う。(1.1-(4)-② 

再掲) 

6-⑤ 本校独自の評価基準に基づく、自己点検評価及び第三者評価に対応する

「自己点検評価一覧」を活用し、点検評価・改善を継続的に実施する。

(1.1-(4)-② 再掲) 

6-⑥ 点検評価活動に資するため、各種会議等の議事録について、学内ウェブペ

ージへの掲載を継続する。(1.1-(4)-② 再掲) 

 

3.1-(5) 学生支援・生活支援等 

3-5-① 「学校適応感尺度調査」結果を活用するとともに、臨床心理士、カウン

セラ-と連携し、メンタルヘルスに関する取り組みを推進する。 (1.1-

(5)-①) 

3-5-② 体罰、いじめ、ハラスメントに対するアンケートを継続して実施する。 

(1.1-(5)-①) 

3-5-③ オフィスアワーズを継続して実施する。(1.1-(5)-③) 

3-5-④ 高学年学生の TA を採用し、低学年向け補習を継続して実施する。(1.1-

(5)-③) 

3-5-⑤ マルチメディア棟 1階「コノハナラウンジ」、イノベーション交流プラ

ザ 3階「多目的学習室」を時間外学習スペースとし、学生の学習モチベー

ション向上へと導く。(1.1-(5)-③) 

3-5-⑥ 生活・通学指導部会と連携のうえ、朝の通学交通指導を学生に実施す

る。 

3-5-⑦ 通学路の交通指導のない場合は、学生主事の指示のもと教員が学内数カ

所での指導を行うとともに、挨拶運動を実施する。 

3-5-⑧ 生活・通学指導部会による交通指導のない場合は、部会長の指示のもと

学内における交通指導等を実施する。 

3-5-⑨ 各クラブ活動において、教員の業務負担軽減のため、および学生への実

技指導や引率等のために学外指導者を採用し、その活動を支援する。

(1.1-(5)-①) 

3-5-⑩ 課外活動学生向けの救急救命法講習会を実施し、緊急時の対応ができる

よう訓練を行う。(1.1-(5)-①) 

3-5-⑪ 引き続き、Q-U テストを全学年に適用する。 (1.1-(5)-①) 

3-5-⑫ インターンシップの重要性を考慮し、それら業務の担当者間で連携した
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学生指導を行う。(1.1-(5)-③) 

3-5-⑬ 就職・進学した OB・OG を招いたキャリアガイダンスを行う。(1.1-(5)-

③) 

3-5-⑭ 「高専女子フォーラム」を活用して、女子学生のキャリア形成支援につ

いて検討する。(1.1-(5)-③) 

3-5-⑮ 5 年生の就職・進学活動体験を中心とした低学年向けガイダンスを継続

して実施する。(1.1-(5)-③) 

3-5-⑯ 進路ガイドブック等の冊子の作成と学生への配布を継続して実施する。

(1.1-(5)-③) 

3-5-⑰ 進路支援委員会を中心に、学科第 1学年から専攻科 2年次までを対象と

したキャリア教育の計画・実施を継続して行う。(1.1-(5)-③) 

3-5-⑱ メンタルヘルスに関する講習会等に教員を派遣する等、支援のための知

識の獲得に努める。(1.1-(5)-①) 

3-5-⑲ 三重県教育委員会(中勢地区高等学校生徒指導連絡協議会)との連携協力

により学生支援の取組みを強化する。(1.1-(5)-①) 

3-5-⑳ 各教職員の能力を十分発揮できるための就労環境の維持のための研修会

や講演会を実施し、ハラスメント防止及びアンガーマネジメントによるメ

ンタルヘルスの向上に繋げる。(1.1-(5)-①) 

3-5-㉑ 女性教職員による交流会を開催し、支援する。(1.1-(5)-③) 

3-5-㉒ キャリア教育及び就職支援として、女子学生に「高専女子フォーラム」

に参加させる。(1.1-(5)-③) 

3-5-㉓ 試験期間中にあたる日曜日に図書館を開館とする。 

3-5-㉔ 三重県図書館協会の図書館活性化推進事業に参画する。 

3-5-㉕ 学生への図書館の有効利用を目的に、夏期と冬期の 2回、読書キャンペ

ーンを実施する。 

3-5-㉖ 統合図書館システムで蔵書データを整備する。 

3-5-㉗ 外部機関が主催する「読書体験記・エッセイコンクール」に学生を参加

させる。 

3-5-㉘ 学生の購入希望図書調査、ブックハンティングを実施する。 

3-5-㉙ 英語多読図書コーナーの図書を充実させる。 

3-5-㉚ 全教員による当直・指導体制を継続し、寮生の安全確保と効果的な生活

指導を行う。(1.1-(5)-①) 

3-5-㉛ 防災訓練および救急救命法講習会を実施し、非常時の対応を検証して寮

生の安全体制の構築を図る。(1.1-(5)-①) 

3-5-㉜ 寮則について「学寮のしおり」等を利用し学生に周知する。(1.1-(5)-

①) 

3-5-㉝ 鈴鹿高専・鳥羽商船高専の寮役員研修会を行う。(1.1-(5)-①) 

3-5-㉞ A 寮寮監の外部委託を実施しており、これによって生じた課題を検証

し、寮生自身による自主自律的な学寮運営へ繋げる。(1.1-(5)-①) 

3-5-㉟ 技術職員を適正に配置するように前期･後期に分けて業務計画を作成す
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る。 

3-5-㊱ 創造工学の技術プロジェクトへの人員配置を関係部署と調整して行い、

適切に役割を分担する。 

3-5-㊲ 時間割検討時に配置する技術職員の業務計画を鑑み、継続して重複要請

の調整を行う。 

3-5-㊳ 情報セキュリティ推進委員会等と連携し、学内ネットワークサービスの

安全な運用を図る。 

3-5-㊴ 演習室において、授業等に必要なアプリケーションソフト等の整備を行

う。 

3-5-㊵ 演習室の夜間開館を継続的に実施する。 

3-5-㊶ 学内の要望に対応できるネットワーク環境の整備を行う。 

3-5-㊷ 機構本部の指示やサービスを学内ネットワークサービスにおいて利用で

きるようにする。 

3-5-㊸ 工作実習エリアのフライス盤等の更新依頼を継続的に行い、設備整備費

マスタープランにも継続申請する。 

3-5-㊹ 汎用工作機や NC を含む高機能工作機を用いた効果的なエンジニアリン

グデザイン教育が実施されるようにする。 

3-5-㊺ 創造活動実践教育エリアについて、学生の時間外作業の安全面を考慮

し、19 時以降のプロジェクト使用を制限する。また、長期休業中だけでな

く、日曜･祭日の活動制限を行う。 

3-5-㊻ 各エリア内の環境整備のため、外部保管庫の設置依頼を継続的に行う。 

3-5-㊼ 学生の就職・進学活動を支援しつつ、県内就職率の向上に努める。

(1.1-(5)-③) 

3-5-㊽ 日本学生支援機構奨学金および三重県高等学校等修学奨学金の募集並び

に授業免除制度等をクラス掲示および学級担任を通じて周知をするととも

に、HP を通じて保護者へも周知する。(1.1-(5)-②) 

 

3.1-(6) 教育環境の整備・活用 

3-6-① 学寮（第 2・4青峰寮，青峰寮 A）の現状を調査し、入居率を考慮し、維

持管理費の削減を考慮した整備計画案の作成を行う。(8.1-①-1 再掲)  

3-6-② 建物管理として雨漏り等を起こしているところがある場合は、補修等を

行う。(8.1-③ 再掲)  

3-6-③ 光熱水の削減に向けて、教室等の経年劣化した照明を LED 化および空調

機の更新を実施する。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-④ 夜間暗く危険となっているところの屋外環境改善のため、外灯を設置す

る。(8.1-③ 再掲)  

3-6-⑤ 吹付アスベストを保有する居室は、定期にアスベスト粉じん濃度の測定

を実施する。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-⑥ 各棟の空室となった教員室や実験室の調査を行い、産学官協働研究室等

の学内方針に従い、施設の有効利用を図る。(8.1-①-1 再掲) 
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3-6-⑦ 電子情報工学科棟・専攻科棟は、ＥＶの設置、機械工学科棟・マルチメ

ディア棟及び青峰会館等は、階段に昇降装置の設置を検討し、バリアフリ

ー化を図る。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-⑧ 利用率等については、継続的にその向上に向けた検討を実施し、施設の

有効利用に繋げる。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-⑨ 組換え DNA 実験安全管理規則の運用を継続して行う。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑩ 全学科において実験実習科目の実施時の安全教育に「実験実習安全必携」

を活用する。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑪ 排水管理 WG を中心に学生のみならず、教職員に対しても実験用薬液等の

管理方法･教育を徹底させる。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑫ 全レベルに対応したバイオハザード指針に沿って整備した「研究微生物

安全管理規則」の運用を引き続き進める。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑬ 安全衛生委員会内で安全パトロールを定期的に実施し、要改善箇所の対

策を講ずる。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑭ 教職員に対し、救急救命法講習会を実施する。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑮ 細菌の取扱いについての規定を整備していないことから、その規則整備

の必要性を検討のうえ、必要となった場合は対応する。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑯ 高専機構のみならず、三重県等の外部機関が主催するシンポジウムや講

演会等に参加し、教職員の意識向上を図る。(1.1-(3)-⑥ 再掲) 

3-5-㉑ 女性教職員による交流会を開催し、支援する。(1.1-(5)-③ 再掲) 

3-5-㉒ キャリア教育及び就職支援として、女子学生に「高専女子フォーラム」に

参加させる。(1.1-(5)-③ 再掲) 

 

3.2 社会連携に関する目標 

4-① 科研費申請スケジュールの説明会、高専機構主催の科研費講演等、科学研究

費補助金等外部資金獲得のためのサポートを行う。（1.2-②) 

4-② 科学研究費補助金の申請率や採択率を向上させるため、機構本部が実施す

る査読ネットワークの活用および本校が行う申請書の事前レビューを実施す

る。（1.2-②) 

4-③ 産学官協働研究室を活用し、共同研究体制の充実を図る。（1.2-②) 

4-④ 共同研究推進センターの学内研究プロジェクト登録制度を継続して実施す

る。（1.2-②) 

4-⑤ 高専連携プロジェクトによる長岡技術大学、豊橋技術大学との共同研究を

実施する。（1.2-②) 

4-⑥ 高専研究プロジェクトを活用することにより、他高専との研究活動を推進

する。（1.2-②) 

4-⑦ 共同研究、受託研究等の受入れ件数や受入額を向上させるため、地元企業の

みならず、大手企業とのマッチングを図る。また、SUZUKA 産学官交流会、鈴

鹿高専テクノプラザおよび技科大を始めとする連携大学とのマッチング調査

を推進する。（1.2-②) 
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4-⑧ ビジネスマッチングの機会であるイベント等への出展を推奨する。(1.2-

②) 

4-⑨ 鈴鹿医療大学との医工連携により、地域課題解決型の取組みを推進すると

ともに、高専連携プロジェクトによる技大との連携･協働を図る。（1.2-②) 

4-⑩ 本校と鈴鹿高専テクノプラザとの共同活動を活用し、参画企業等からの共

同研究等の受け入れを推進する。（1.2-②) 

4-⑪ SUZUKA 産学官交流会の会員企業との共同研究を模索するため、交流フォー

ラム等を企画し、産学官連携を推進する。（1.2-②) 

4-⑫ 保有特許の棚卸を継続して実施し、不要な知的財産であると判断された場

合は、科学技術振興機構(JST)の知財活用支援事業を活用する。（1.2-②) 

4-⑬ 学内パテントコンテスト(学生向け)の申請指導、弁理士を招へいした知的

所有権の重要性を学ぶ各種講義（学生向け）を共に聴講することで、学内にお

ける知的所有権に関する認識の向上を図る。（1.2-②) 

4-⑭ (独)工業所有権情報•研修館の知的財産に関する創造力・実践力・活用力開

発事業で構築した知的財産教育プログラムに加え、低学年における知的財産

教育を充実させることで、知財教育・学習のなお一層の促進、推進を図る。

（1.2-②) 

4-⑮ 全学科の低学年を対象とした知的財産教育の充実を図る。（1.2-②)  

4-⑯ 紀要巻末に教員の研究活動記録および教育研究実施経費（校長裁量経費）実

施報告書を掲載し研究活動の意識向上を図る。（1.2-③-1) 

4-⑰ 紀要原稿の様式は統一性をより高める。（1.2-③-1) 

4-⑱ 紀要はホームページへの掲載を進める。（1.2-③-1) 

4-⑲ 外部有識者による査読を実施し、研究紀要の質を確保する。（1.2-③-1) 

4-⑳ SUZUKA 産学官交流会において、サロンとフォーラムを企画し実施する。

（1.2-①) 

4-㉑ 毎年度 1回、研究者データベースである「researchmap」の更新と本校ホー

ムページの「教員一覧」の更新を教員に促し、実施する。（1.2-①) 

4-㉒ 毎年度、「技術だより」を発行する。（1.2-①) 

4-㉓ 本校の地域貢献、地域交流活動等をホームページに掲載するとともに、文教

ニュース等に掲載する。(1.2-③-2) 

4-㉔ 本校の地域貢献、地域交流活動等を地元報道機関のみならず、全国紙に掲載

できるよう、地元報道機関以外にも情報提供する。(1.2-③-2) 

4-㉕ 高専機構ホームページの「教育・広報関連情報」に地域連携等による取組み

を掲載する。(1.2-③-2) 

4-㉖ 鈴鹿市教育委員会を通じて、中学校等に出前授業を継続して実施する。

（1.2-③-2) 

4-㉗ 鈴鹿市少年少女発明クラブの活動を積極的に支援し、本校でも小中学生の

発明力向上を支援するイベント等を実施する。（1.2-③-2) 

4-㉘ 公開講座、オープンカレッジ、ものづくり体験教室、鈴鹿市主催のまなベル

などの実施後は、満足度アンケートを継続的に行う。（1.2-③-2) 



 
 

- 10 - 

 

4-㉙ 鈴鹿市以外の県内地域への展開を検討し、実践の可能性を探る。（1.2-③-2) 

4-㉚ 広報誌「鈴風」「ポケットガイド」を発行し、その充実を図る。（1.2-③-1) 

4-㉛ 広報誌等は、各種行事等で積極的に配付し、本校ＰＲに努める。（1.2-③-1) 

4-㉜ 要覧に代わるホームページの作成を継続する。（1.2-③-1) 

4-㉝ 公式 FaceBook の作成を継続し、広報活動に努める。（1.2-③-1) 

4-㉞ 新たな取組みである産学官協働研究室の役割を維持できるよう、誘致企業 

の確保に努める。(1.2-②) 

4-㉟ 高専機構の方針に従い、共同研究推進センターの利用促進のための多方面 

からの整備を行う。(1.2-②) 

4-㊱ 広報活動に努め、技術相談等から研究設備の利用促進に努める。(1.2-②) 

3-4-⑬ 本校ホームページに掲載のある「教員一覧」、研究者データベースである

「researchmap」や「国立高専研究情報ポータル」の情報更新を行い、研究・

技術シーズとして情報発信を行う。（1.2-① 再掲) 

6-③ 科研費説明会の開催、校長裁量経費の有効利用等により、教員が積極的に

競争的資金の獲得を目指す環境づくりを行う。(1.2-② 再掲) 

6-④ 鳥羽商船高専との連携強化推進委員会により、連携を推進する。(1.2-② 

再掲) 

 

3.3 国際交流に関する目標 

5-① 学術交流協定を結んでいる海外の教育機関と交流活動を実施する。（1.3-③

-1)  

 (1)アメリカ・オハイオ州立大学へ教員・学生を派遣する。      

 (2)専攻科学生を語学研修のため、カナダ・ジョージアンカレッジに派遣する。 

 (3)中国・常州信息職業技術学院と教員・学生の派遣または受入を行う。 

5-② テマセク・ポリテクニック技術英語研修等への参加を支援する。（1.3-③-2) 

5-③ 在外研究員制度を利用し教員の海外派遣を推奨する。（1.3-②)  

5-④ 機構の海外インターンシップへの参加を推進する。(1.3-③-1) 

5-⑤ トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム等への学生の応募を推進する。

(1.3-③-3) 

5-⑥ 他高専が主催する海外インターンシップへの参加を支援する。(1.3-③-1) 

5-⑦ 専攻科のグローバルエンジニアプログラム学生を対象に国際インターンシ

ップの派遣を実施する。（1.3-③-1) 

5-⑧ ISTS 2020 および ISATE2020 における技術英語研修・発表等への参加者を募

り、支援を継続する。 （1.3-②) 

5-⑨ 全国国立高専による私費外国人留学生対象の 3 年次編入学試験の実施に協

力する。(1.3-④-1) 

5-⑩ 留学生の学習補助や学生生活全般のサポートを行うために、日本人学生に

よるチューター制度を継続して行う。(1.3-④-1) 

5-⑪ 留学生に対し、日本語を読む・書く・話す・聞く能力を高める授業を継続し

て行う。(1.3-④-1) 
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5-⑫ 専門教育の基礎的な部分を補うために、留学生の個々の学力を確認しなが

ら、第 2学年までの専門科目の補講を行う。(1.3-④-1) 

5-⑬ 東海地区 5 高専に在学する外国人留学生に対する研修会に留学生を参加さ

せる。(1.3-④-1) 

5-⑭ 留学生関連行事として、実地研修旅行、校長との懇談会、進路支援相談会、

留学生交流会を引き続き実施する。(1.3-④-1) 

5-⑮ 本科 3 学年への外国人留学生の受入れのほか、本科 1 年次や専攻科への受

入れを推進する。(1.3-④-1) 

5-⑯ 専攻科への受け入れを推進するため、第 3 学年に編入学してくる留学生に

対して、低学年で学ぶ専門分野を復習するため、学級担任が中心となって、各

学科で週 1 コマ実験実習を含めた多角的な講義を行い、留学生の学力の到達

度を確認しながら、他の同学年学生と同水準になるように努める。（1.3-④-1) 

 

3.4 管理運営に関する目標 

6-① 本校の運営規則に基づき、各種委員会におけるその活動状況について担当

委員長から活動実績を報告させ、効果的な学校運営を行う。(1.1-(4)-② 再

掲) 

6-② 優秀な活動をした教員に対しては、教育研究奨励賞授与を継続的に行うと

ともに、研究においては各教員の個人研究、共同研究に校長裁量経費より支援

する活動も継続的に実施する。(1.1-(3)-⑦ 再掲) 

6-③ 科研費説明会の開催、校長裁量経費の有効利用等により、教員が積極的に

競争的資金の獲得を目指す環境づくりを行う。(1.2-② 再掲) 

6-④ 鳥羽商船高専との連携強化推進委員会により、連携を推進する。(1.2-② 

再掲) 

6-⑤ 本校独自の評価基準に基づく、自己点検評価及び第三者評価に対応する「自

己点検評価一覧」を活用し、点検評価・改善を継続的に実施する。(1.1-(4)-

② 再掲) 

6-⑥ 点検評価活動に資するため、各種会議等の議事録について、学内ウェブペー

ジへの掲載を継続する。(1.1-(4)-② 再掲) 

6-⑦ 高専機構の方針に従い、他高専との相互間監査を通じて、監査の強化を図る。

(8.4-②-3、8.4-③ 再掲) 

6-⑧ 本校の内部監査と特別監査を継続実施し、公的研究費等に関する不正使用

等の防止に努める。(8.4-②-3、8.4-③ 再掲) 

6-⑨ 教員の教育業績等に関する評価の取扱い等に基づき、教員に対し評価を行

い、その結果を賞与等に反映させる。(1.1-(3)-⑦ 再掲) 

6-⑩ 職員についても独立行政法人国立高等専門学校機構職員人事評価実施要領

を基礎として、本校における職員評価制度を実施するとともに、評価結果に基

づき賞与等に反映させる。(1.1-(3)-⑦ 再掲) 

6-⑪ 事務職員及び技術職員の能力向上を図るため、地方自治体、民間等外部団体

主催の研修に積極的に参加する。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 
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6-⑫ 事務職員等の採用・人事交流にあたっては、近隣の国立大学法人等との計画

的な交流を実施することで多様性のある人材の確保に努める。(8.2-(1)-⑤ 

再掲) 

6-⑬ 高専機構制定の「高専間職員交流制度実施要項」に基づき、他高専との人事

交流を実施する。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

6-⑭ 高専機構として実施する新任、中堅、管理職対象の研修や情報系の研修会に

積極的に参加する。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

6-⑮ 再雇用制度を有効活用するため、第 3 ブロック内の定年退職者を再雇用教

員として受入れ、本校教員との交流を推進する。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

6-⑯ 学内ネットワークの円滑かつ安全な利用を目的とした学生・教職員向けの

講習会（セキュリティー講習会等）を継続する。(8.3 再掲) 

6-⑰ 教職員会議等で意識啓発を行うほか、コンプライアンスに関するセルフチ

ェックを実施する。(8.4-②-2、8.4-②-3 再掲) 

6-⑱ 毎月 1回安全衛生委員会を開催し、安全管理、事故防止に関する具体的方策

を必要に応じ検討し、実行する。(8.1-② 再掲) 

6-⑲ 学生向けのネットワークセキュリティ講習会、或いは教職員向けの講習会

を実施する。なお、情報インシデントへの対応については、運営会議及び教職

員会議での注意喚起のほか機会あるごとに情報提供等を行う。(8.3 再掲) 

6-⑳ 定期的に実施される防災訓練中に安否確認訓練も行い、学生の安否確認シ

ステムへの登録率を把握する。 

 

3.5 その他 

6-④ 鳥羽商船高専との連携強化推進委員会により、連携を推進する。(1.2-② 

再掲) 

7-① 第 3ブロック内で人事交流の連携強化に努める。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

7-② 第 3ブロックの校長会議、事務部長会議等を通じて、様々な連携･情報交換

を行う。(8.4-①-2、8.4-①-3 再掲) 

 

【４．業務運営の効率化に関する事項】 

 4.1 一般管理費等の効率化 

8-1-① 教育・研究・管理運営等の業務において、鳥羽商船との連携強化に努めるとと

もに、第 3ブロック内の高専との連携の在り方を探る。(2.1) 

8-1-② 予算の効率的な運用を策定し、運営費交付金の縮減に対応する。(2.1) 

8-1-③ 管理運営に関する各種委員会の再編による効率的運用や事務組織との緊密な

連携により、一般管理費の縮減の節約に努める。(2.1) 

8-1-④ 新規事業の開拓や既存事業の新たな発展に向け教職員の積極的な参画を図る

とともに、外部資金の獲得を推進することで一般管理費からの配分を抑える。

(2.1) 

8-1-⑤ 学内ライフライン整備からの公共下水への接続に伴う下水道料金の増分を考

慮し、本校全体の光熱水の使用量を平成 30 年度を基準としてより一層の節約に
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努める。(2.1) 

9-⑧ 高専機構全体の運営交付金が減少となることに伴い、適切な予算計画を樹立し、

無駄のない予算執行に努める。(3.1 再掲) 

9-⑪ 事務費の削減のため、ペーパレス化、電子化の促進などを推奨する。(3.1 再掲) 

 

4.2 給与水準の適正化 

  ※独立行政法人国立高等専門学校機構に属する全高専に係る事項により、本校では中

期計画として定めない。 

 

 4.3 契約の適正化 

  8-2-① 原則として一般入札で対応することとし、真にやむを得ない場合を除き随意

契約を行わないことを徹底する。(2.3) 

 

【５．財務内容の改善に関する事項】 

5.1 戦略的な予算執行・管理 

9-① 共同研究、受託研究、寄附金、科学研究費助成事業などの外部資金の獲得に積極

的に取組み、自己収入の増加を図る。(3.1) 

9-⑧ 高専機構全体の運営交付金が減少となることに伴い、適切な予算計画を樹立し、

無駄のない予算執行に努める。(3.1) 

9-⑪ 事務費の削減のため、ペーパレス化、電子化の促進などを推奨する。(3.1) 

 

5.2 外部資金、寄付金その他自己収入の増加 

9-② 共同研究・受託研究については、技術相談等を推進することにより、その件数の

増に努める。また、 その件数増については、鈴鹿高専テクノプラザ等を活用する

とともに、SUZUKA 産学官交流会との連携をすることにより、実現へと導く。(3.2) 

9-③ 科学研究費補助金等外部資金への応募のための学内ガイダンスを実施する。

(3.2) 

9-④ 科学研究費補助金への申請率 80％の達成に向けて取組みを強化し、採択件数の

増に努める。(3.2) 

9-⑤ 科研費塾、科研説明会、申請書の事前レビュー等の取組みにより、申請率や採択

率の向上を目指す。(3.2) 

9-⑥ 奨学寄付金については、可能な限り間接経費を徴収することとし、自己収入確保

の一杖とする。(3.2) 

9-⑦ 学生定員を充足し、入学料・授業料等の学納金収入を確保する。(3.2) 

9-⑨ 予算が厳しい状況にあるため、研究費等の外部資金の獲得を推奨するとともに、

対前年度比の予算状況を教職員に提示し、更なる学内予算の節減に努める。(3.2、

3.3) 

9-⑩ 校長裁量経費の活用により、学科横断的な取組み、高等教育機関との連携などか

ら、共同研究を推進する。(3.2) 
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【６．剰余金の使途】 

  9-⑫ 発生した剰余金は、教育研究活動の充実、学生の福利厚生の充実、産学連携の推

進等の充実に充てるように、予算配分計画を樹立する。(7) 

 

【７．その他業務運営に関する事項】 

7.1 施設及び設備に関する計画 

3-1-⑪ 女子学生の受入の推進に伴い、女子寮 1棟だけでは、定員をオーバーすること

も予想されるため、男子寮も含め入寮環境の検討を行い、必要に応じて寮全体の

整備計画の検討を図る。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-① 学寮（第 2・4 青峰寮，青峰寮 A）の現状を調査し、入居率を考慮し、維持管

理費の削減を考慮した整備計画案の作成を行う。(8.1-①-1 再掲)  

3-6-② 建物管理として雨漏り等を起こしているところがある場合は、補修等を行う。

(8.1-①-1 再掲)  

3-6-③ 光熱水の削減に向けて、教室等の経年劣化した照明を LED 化および空調機の

更新を実施する。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-④ 夜間暗く危険となっているところの屋外環境改善のため、外灯を設置する。

(8.1-③ 再掲) 

3-6-⑤ 吹付アスベストを保有する居室は、定期にアスベスト粉じん濃度の測定を実

施する。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-⑥ 各棟の空室となった教員室や実験室の調査を行い、産学官協働研究室等の学

内方針に従い、施設の有効利用を図る。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-⑦ 電子情報工学科棟・専攻科棟は、ＥＶの設置、機械工学科棟・マルチメディア

棟及び青峰会館等は、階段に昇降装置の設置を検討し、バリアフリー化を図る。

(8.1-①-1 再掲) 

3-6-⑧ 利用率等については、継続的にその向上に向けた検討を実施し、施設の有効利

用に繋げる。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-⑨ 組換え DNA 実験安全管理規則の運用を継続して行う。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑩ 全学科において実験実習科目の実施時の安全教育に「実験実習安全必携」を活

用する。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑪ 排水管理 WG を中心に学生のみならず、教職員に対しても実験用薬液等の管理

方法･教育を徹底させる。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑫ 全レベルに対応したバイオハザード指針に沿って整備した「研究微生物安全

管理規則」の運用を引き続き進める。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑬ 安全衛生委員会内で安全パトロールを定期的に実施し、要改善箇所の対策を

講ずる。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑭ 教職員に対し、救命法講習会を実施する。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑮ 細菌の取扱いについての規定を整備していないことから、その規則整備の必

要性を検討のうえ、必要となった場合は対応する。(8.1-② 再掲) 

6-⑱ 毎月 1回安全衛生委員会を開催し、安全管理、事故防止に関する具体的方策を必

要に応じ検討し、実行する。(8.1-② 再掲) 
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7.2 人事に関する計画 

3-3-① 本校以外の教育機関、研究機関、企業等で勤務経験がある等、多様な背景を持

つ人材の採用に努める。(1.1-(3)-①、1.1-(3)-④ 再掲) 

3-3-④ 専門科目については博士の学位等の職業上の高度な資格をもつ者、理系以外

の一般科目については修士以上の学位をもつ者あるいは高度な実務能力をもつ

者等、優れた教育力を有する者の採用に努める。(1.1-(3)-④ 再掲) 

3-3-⑤ 女性教職員の就業環境改善のためにイノベーション交流プラザ内の「男女共

同参画エリア」を活用する。(1.1-(3)-③ 再掲) 

3-5-㉑ 女性教職員による交流会を開催し、支援する。(1.1-(5)-③ 再掲) 

3-5-㉒ キャリア教育及び就職支援として、女子学生に「高専女子フォーラム」に参加

させる。(1.1-(5)-③ 再掲) 

3-6-⑯ 高専機構のみならず、三重県等の外部機関が主催するシンポジウムや講演会

等に参加し、教職員の意識向上を図る。(1.1-(3)-⑥ 再掲) 

6-⑪ 事務職員及び技術職員の能力向上を図るため、地方自治体、民間等外部団体主催

の研修に積極的に参加する。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

6-⑫ 事務職員等の採用・人事交流にあたっては、近隣の国立大学法人等との計画的な

交流を実施することで多様性のある人材の確保に努める。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

6-⑬ 高専機構制定の「高専間職員交流制度実施要項」に基づき、他高専との人事交流

を実施する。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

6-⑭ 高専機構として実施する新任、中堅、管理職対象の研修や情報系の研修会に積極

的に参加する。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

6-⑮ 再雇用制度を有効活用するため、第 3 ブロック内の定年退職者を再雇用教員と

して受入れ、本校教員との交流を推進する。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

7-① 第 3ブロック内で人事交流の連携強化に努める。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

8-1-① 教育・研究・管理運営等の業務において、鳥羽商船との連携強化に努めるとと

もに、第 3ブロック内の高専との連携の在り方を探る。(2.1 再掲) 

9-⑪ 事務費の削減のため、ペーパレス化、電子化の促進などを推奨する。(2.1 再掲) 

10-① 管理運営に関する各種委員会の再編による効率的運用や事務組織との緊密な

連携により、教員の教育研究に対する質の向上に努める。(2.1 再掲) 

10-② 若手教員の人員確保及び教育力強化のために、教員人員枠管理の弾力化を行う。

(8.2-(1)-③) 

 

7.3 情報セキュリティについて 

6-⑯ 学内ネットワークの円滑かつ安全な利用を目的とした学生・教職員向けの講習

会（セキュリティー講習会等）を継続する。(8.3 再掲) 

6-⑲ 学生向けのネットワークセキュリティ講習会、或いは教職員向けの講習会を実

施する。なお、情報インシデントへの対応については、運営会議及び教職員会議で

の注意喚起のほか機会あるごとに情報提供等を行う。(8.3 再掲) 
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7.4 内部統制の充実･強化 

6-① 本校の運営規則に基づき、各種委員会におけるその活動状況について担当委員

長から活動実績を報告させ、効果的な学校運営を行う。(1.1-(4)-② 再掲) 

6-④ 鳥羽商船高専との連携強化推進委員会により、連携を推進する。(1.2-② 再掲) 

6-⑤ 本校独自の評価基準に基づく、自己点検評価及び第三者評価に対応する「自己点

検評価一覧」を活用し、点検評価・改善を継続的に実施する。(8.4-②-3、8.4-③ 

再掲) 

6-⑥ 点検評価活動に資するため、各種会議等の議事録について、学内ウェブページへ

の掲載を継続する。(8.4-②-3、8.4-③ 再掲) 

6-⑦ 高専機構の方針に従い、他高専との相互間監査を通じて、監査の強化を図る。

(8.4-②-3、8.4-③ 再掲) 

6-⑧ 本校の内部監査と特別監査を継続実施し、公的研究費等に関する不正使用等の

防止に努める。(8.4-②-3、8.4-③ 再掲) 

6-⑰ 教職員会議等で意識啓発を行うほか、コンプライアンスに関するセルフチェッ

クを実施する。(8.4-②-2、8.4-②-3 再掲) 

7-② 第 3ブロックの校長会議、事務部長会議等を通じて、様々な連携･情報交換を行

う。(8.4-①-2、8.4-①-3 再掲) 

8-2-① 原則として一般入札で対応することとし、真にやむを得ない場合を除き随意

契約を行わないことを徹底する。(2.3 再掲) 

 

 



　鈴鹿工業高等専門学校は、我が国の工業発展を支える技術者の育成をめざし、昭和37年高専制度第1期校として工業先進地である東海地区鈴鹿市に創設され、以来、知徳体三育
の全人教育を範とする建学の精神にのっとり、優秀な実践的技術者を育成し、広く地域と社会に貢献してきた。21世紀を迎えた今、地球環境保全の観点に立った科学技術の高度
化や国際化の進展により、技術者教育を担う高等専門学校には新たな展開が求められている。
以上を踏まえ、本校の教育理念を定め、養成すべき人材像を掲げる。

教育理念
　(1)　広い視野から価値判断ができ、技術者精神を備えた豊かな人間性を涵養する。
　(2)　科学技術に関する高い専門知識と技術に基づく深い洞察力と実践力を育成する。
　(3)　未知の問題に果敢に挑み、新たな価値を創造する力を育てる。
　(4)　心身を鍛え、己を確立し、自ら未来を切り拓く力を育てる。
養成すべき人材像
　(1)　生涯にわたり継続的に学修し、広い視野と豊かな人間性をもった人を養成する。
　(2)  高い専門知識と技術を有し、深い洞察力と実践力を備えた人を養成する。
　(3)  課題探求能力と問題解決能力を身につけた創造性豊かな人を養成する。
　(4)  コミュニケーション能力に優れ、国際性を備えた人を養成する。

第4期中期目標　Ⅰ　前　文

第4期中期目標　Ⅱ　中期目標期間

　中期目標期間は、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの5年間とする。



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

イ
3-1-①　WEBサイトおよびSNSを活用して情報を発信
する。(1.1-(1)-①-1)

昨年度に本校HPをスマートフォン対応としたこと、及び
FaceBookのアカウントも開設したことから、広く社会に
広報が行える環境を利用し、継続的に本校が取組んだ教
育･研究活動状況等を外部発信した。
(資料3-1-1-1_本校HP_入試情報)

達成度A

イ
3-1-②　ホームページ、地元マスコミ等を通じて広
く本校のPR活動を行う。(1.1-(1)-①-1）

継続してホームページ(特にフォト広報)、地元マスコ
ミ等を通じてPR活動を行った。また、10/21(水)に本校が
年間を通じてどのような学生支援活動等に取組んでいる
のかを知って頂くことを目的として「記者懇談会」を開
催した。
(資料3-1-1-2_本校HP_フォト広報)
(資料3-1-1-3_記者懇談会開催通知)
(資料3-1-1-4_FaceBook広報活動)

達成度A

イ
3-1-③　三重県の各市の広報誌に高専のイベントの
掲載を依頼する。(1.1-(1)-①-1)

今年度はコロナ禍の状況から「ものづくり体験教室」の
開催時期が急遽決定となり、三重県内各市の広報誌に掲
載することができなかったが、三重県内の全中学校へは
募集案内を郵送した。
(資料3-1-1-5_ものづくり体験教室開催チラシ)

達成度A

Ⅲ1　教育に関する目標
　学科においては、5年一貫の教養教育及び実践的工学教育により、創造性豊かな実践的技術者として将来活躍するための基礎的な知識と技術及び生涯にわたり学習する力を育てる。
　また、専攻科においては、より高度で幅広い専門知識や創造力、判断力を身に付け、科学技術の分野でグローバルに活躍できる実践的技術者を育てる。

Ⅲ1(1)　入学者の確保
　本校の特色や魅力について、中学生や地域に広く広報活動を組織的に行うとともにアドミッション・ポリシーに沿った人を確保する。

ア　本校の教育理念を的確に反映したアドミッション・ポリシーを募集要項に明記するとともに、ポリシーに添った学生受入が行われているかどうかを検証し、入試に反映させる。
イ　入試に関する情報収集、入試状況に関する分析と対策、各種広報資料の作成、広報・渉外(地域交流を含む。)活動等を総合的に担うための学内組織（入試広報室）を活用し、社会へ向けた
    体系的で効果的な入試広報活動を行う。
ウ　本校主催の学校説明会・見学会・受験相談等の一層の充実を図り、また中学校主催の説明会等への参加等各種の入試広報活動を積極的に行うとともに、特に女子の志願者増に向けた取組み
　　を推進する。
エ　ものづくりへの関心と適性を有する者など国立高等専門学校の教育にふさわしい優れた資質をもった入学者を安定的に確保するため、継続的な入学者選抜方法の点検と改善を図る。
オ　入学後の学力水準の向上に資するため、入試成績と在学中の成績との相関関係の継続的な追跡調査等を行い、その検証結果を入試システムの改善のためにフィードバックする。
カ　本校の教育・研究資源を活用した中学生向け体験プログラム等を実施し志願者増加対策を推進する。
キ　豊橋技術科学大学との連携教育プログラムを含めた専攻科の魅力・特色・優位性の広報を図り、入学者確保に努める。
ク　女子学生等の受入を推進するとともに、入学志願者の質を維持する。

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ1(1)　入学者の確保



イ
ウ
キ

3-1-④　入試説明会、オープンカレッジ、学習塾対
象説明会の実施、中学校主催の進路指導説明会への
参加を実施するとともに、近隣中学校の校長・進路
担当者を訪問するなど、広報活動を継続して実施す
る。 (1.1-(1)-①-1)

コロナ禍の状況のもと、例年どおりの入試説明会、学習
塾対象説明会の実施、中学校主催の進路指導説明会への
参加等が制限される中で、9/12(土)-9/13(日)に「オープ
ンカレッジ（期間限定オンデマンドによる学校説明･入試
説明、 中学3年生対象個別受験相談会）」を実施すると
ともに、近隣中学校が主催する進路説明会に出席するな
ど、広報活動を継続して実施した。
　参加者
　オープンカレッジ：中学生91名、保護者88名
　中学校主催：中学生981名、保護者792名
また、10/24(土)-10/25(日)に学科見学会を開催し、広報
活動を行った。
　参加者：200組
(資料3-1-1-6_入試広報特設サイト･学科見学会)
(資料3-1-1-7_入試広報一覧)

達成度S
コロナ禍の状況ではあったが、オンデマンド形式で
学校説明･入試説明会等を行うなど、創意工夫をする
ことにより、志願者数確保に努めたことから、達成
度「S」として評価した。

ウ
カ

3-1-⑤　特に三重県北部の各市の教育委員会を通じ
て、中学校への出前授業を行うことを検討し、広報
活動へと繋げる。(1.1-(1)-①-1)

志願者数確保の観点から三重県北部各市への展開が必要
であるとの判断がなされた場合は、その展開による可能
性を探ることとしている。なお、コロナ禍の状況では
あったが、鈴鹿市教育委員会と調整を行い、中学校への
出前授業を実施した。
(資料3-1-1-8_鈴鹿市教育委員会出前授業)

達成度C
三重県北部各市において、出前授業等を実施するこ
とによる志願者数確保の観点からの展開を実施しな
かったことから、達成度「C」として評価した。

ウ
エ
キ

3-1-⑥　三重県内および近隣県の中学を訪問し広報
活動を行う。(1.1-(1)-①-2)

コロナ禍の状況から本年度は本校から積極的に広報活動
を行うことができなかったが、中学校主催による入試説
明会などに参加することにより、広報活動を行った。
(資料3-1-1-7_入試広報一覧)(再掲)

達成度A

ウ
3-1-⑦　近隣高専（鳥羽商船、近大高専など）と連
携して広報を実施する。(1.1-(1)-①-1)

コロナ禍の状況のもと、本年度は近大高専が主催する学
校説明会及び入試説明会に参加することはできなかった
が、主催者側の配慮により、リーフレット等の資料を配
布頂き、広報活動を行った。
(資料3-1-1-7_入試広報一覧)(再掲)

達成度B
コロナ禍の状況のもと、リーフレット等の資料を参
加者に配布したが、参加型の広報活動を行うことは
できなかったことから、達成度「B」として評価し
た。

ウ
ク

3-1-⑧　女子志願者を確保するため、オープンカ
レッジ、高専祭、体験教室等の機会に機構本部が作
成した「KOSEN×GIRLS」を活用し、広報に努める。
(1.1-(1)-②-1)

女子志願者を確保するため、例年はオープンカレッジ、
高専祭、ものづくり体験教室等の機会に機構本部が作成
した「KOSEN×GIRLS」を活用し、広報に努めていたが、
本年度は各中学校が主催する入試説明会等に出向く際
に、「KOSEN×GIRLS」を配布するのみとなった。
(資料3-1-1-9_女子志願者確保「KOSEN×GIRLS」)

達成度C
コロナ禍の状況のもと、女子志願者を確保するため
の広報活動も制限され、昨年度と同様な広報活動は
できなかったことから、達成度「C」として評価し
た。

ア
オ
キ

3-1-⑨　アドミッションポリシーを反映した学力入
試の選抜方法を継続し実施する。(1.1-(1)-③)

平成29年度より策定されたアドミッションポリシーに則
り、調査書の評価や傾斜配点を行い、アドミッションポ
リシーを反映した学力入試の選抜方法を継続して実施し
た。
(資料3-1-1-10_本校HP_アドミッションポリシー)
(資料3-1-1-11_令和3年度学科学生募集要項)

達成度A



ウ
ク

3-1-⑩　女子学生の比率向上及びキャリア教育の充
実を図る取組を継続して実施する。(1.1-(1)-②-1)

コロナ禍の状況により、今年度の「高専女子フォーラム
in関西2020」の開催は中止となった。これにより、高専
女子フォーラムにおけるポスター発表会(専門教育分野、
研究分野、学生生活)及び参加企業人事担当者との交流会
等への参加を支援することはできなかったが、各学科に
おいてキャリアガイダンスやOB･OGによる体験講演を実施
し、女子学生の教育･生活･キャリア教育の充実を図っ
た。
(資料3-1-1-12_高専女子フォーラムin関西2020)
(資料3-1-1-13_10月運営会議 進路支援委員長報告資料)

達成度B
高専女子フォーラムの中止により、例年どおりの
キャリア教育の充実を一部、図ることができなかっ
たが、各学科において、キャリアガイダンスやOB･OG
による体験講演を実施したことから、達成度「B」と
して評価した。

ア
5-⑨　全国国立高専による私費外国人留学生対象の
3年次編入学試験の実施に協力する。(1.3-④-1　再
掲)

計画どおりに実施した。
(資料3-1-1-14_国立高等専門学校編入学試験学生募集
要項[外国人対象]) 達成度A

ア
5-⑩　留学生の学習補助や学生生活全般のサポート
を行うために、日本人学生によるチューター制度を
継続して行う。(1.3-④-1　再掲)

チューター制度は第3学年及び第4学年に在籍する留学生
に対して適用している。また、生物応用化学科の留学生
については、第4学年にコース分けが行われるため、複数
名のチューターを付けて、コース分け後もチューター制
度の利用が可能なように配慮して実施している。
(資料3-1-1-15_留学生チューター推薦依頼)

達成度A

ア
5-⑪　留学生に対し、日本語を読む・書く・話す・
聞く能力を高める授業を継続して行う。(1.3-④-1
再掲)

留学生に対して、日本語教育の授業を最大で週2コマ開講
しており、留学生の日本語能力向上に寄与している。
(資料3-1-1-16_シラバス（日本語教育ⅠA）)

達成度A

ア
5-⑫　専門教育の基礎的な部分を補うために、留学
生の個々の学力を確認しながら、第2学年までの専
門科目の補講を行う。(1.3-④-1　再掲)

第3学年に編入学してくる留学生に対して、低学年で学ぶ
専門分野を復習するため、学級担任が中心となって、各
学科で週１コマ実験実習を含めた多角的な講義を行い、
留学生の学力の到達度を確認しながら、他の同学年学生
と同水準になるよう努めている。
(資料3-1-1-17_学年別時間割(留学生))

達成度A

ア
5-⑬　東海地区5高専に在学する外国人留学生に対
する研修会に留学生を参加させる。(1.3-④-1　再
掲)

機構本部からの予算示達がなされないとのことが決定し
たことから、本年度より東海地区5高専に在学する外国人
留学生に対する研修会は取りやめることとなった。な
お、鳥羽商船高専との留学生交流プログラムは実施し、
留学生が参加する。
(資料3-1-1-18_令和2年度留学生交流会)

達成度B
東海地区5高専の留学生研修会は、機構本部からの予
算示達の関係から本年度より中止とせざるを得ない
状況となったが、鳥羽商船高専との留学生交流プロ
グラムを継続的に実施することとしており、達成度
「B」として評価した。

ア
5-⑭　留学生関連行事として、実地研修旅行、校長
との懇談会、進路支援相談会、留学生交流会を引き
続き実施する。(1.3-④-1　再掲)

鳥羽商船高専と合同実地研修旅行を実施する。また、留
学生交流会は、12/18(金)に日本人学生と留学生が共同し
て当該会の運営等を行った。なお、進路支援相談会･校長
との懇談会については、学年末試験終了後に行う。
(資料3-1-1-18_令和2年度留学生交流会)(再掲)

達成度A



Ⅲ1　教育に関する目標
　学科においては、5年一貫の教養教育及び実践的工学教育により、創造性豊かな実践的技術者として将来活躍するための基礎的な知識と技術及び生涯にわたり学習する力を育てる。
　また、専攻科においては、より高度で幅広い専門知識や創造力、判断力を身に付け、科学技術の分野でグローバルに活躍できる実践的技術者を育てる。

Ⅲ1(2)　教育課程の編成等
　中央教育審議会答申の趣旨や入学志願者の動向を踏まえて本校の将来像を検討・策定し、これに基づき、産業構造の変化、技術の高度化、国際化、社会のニーズ等に対応した教育課程を編成し
 実施するとともに、その自己点検や改善を継続的に進める体制作りを推進する。
  また、産業界のニーズに応える語学力や異分野理解力、リーダーシップ、マネジメント力等を備え、海外で活躍できる技術者を育成する等、高専教育の高度化・国際化がより一層進展するよう、
 教育課程の改善を促すための体制作りを推進する。
  このほか、豊かな人間性や社会性を育むため、全国的な競技会やコンテストへの参加を通して課外活動の充実を図るとともに、社会奉仕体験活動等の機会の充実に努める。

ア　国立高等専門学校としてふさわしい教育成果の達成すべき内容と水準を以下のように設定して、教育課程を編成し実施する。
①学科教育
［教養教育］
    豊かな人間性と社会性を涵養し、広い視野からの問題把握と価値判断ができる力を培う。また、自然科学及び情報処理の知識を習得させるとともに、英語によるコミュニケーション
  能力を育成する。
［専門教育］
   準学士課程および専攻科課程の教育を実施し、高い専門知識と豊富な実験技術を養う。
   ・機械工学科
       機械工学に関する理論と知識（材料と構造、運動と振動、エネルギーと流れ、情報と計測・制御、設計と生産、機械とシステム等）、実験技術を習得させるとともに、応用・展開力、
       創造性を養う。
   ・電気電子工学科
       電気電子工学に関する理論と知識（電気磁気学、電気・電子回路、エネルギー・電気機器、物性・デバイス、計測制御、情報・通信）並びに全学年にわたって系統的に配置した実験・
       実習科目により実践的な技術を習得させ、創造性を養う。
   ・電子情報工学科
       電子情報工学に関する理論と知識（電気磁気学、電子回路、電子工学、電子制御、ソフトウェア工学、計算機工学、情報通信ネットワーク等）及び実験技術並びにそれらの融合化技術
       に関する知識を習得させるとともに、創造性を養う。
   ・生物応用化学科
      化学に関する理論と知識（無機化学系科目、有機化学系科目、分析化学系科目、生物化学系科目、物理化学系科目等）及び応用化学あるいは生物工学に関するコース別専門知識
     （工業化学系科目、化学工学系科目、設計・システム系科目、環境工学系科目、細胞工学系科目、遺伝子工学系科目、生体材料工学系科目等）並びに豊富な実験技術を習得させるとともに、
      創造性を養う。
   ・材料工学科
      材料工学に関する理論と知識（材料の物理と化学、材料の構造・設計・物性・機能、製造プロセス等）及び豊富な実験技術を習得させるとともに、それらを応用して材料に関連する諸問題
      を解決できる創造性を養う。

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ1(2)　教育課程の編成等

イ　高い専門知識と豊富な実験技術を活用した学科教育の高度化・質保証を図る。
ウ　学生の学力、実技技能、創造性、学習・教育到達目標達成度等の適切な評価方法を検討し導入する。
エ　学生の自主的学習を推進するための相談・助言を行う体制を整備し運用する。
オ　卒業生・修了生を含めた学生による適切な授業評価・学校評価の方法を検討し、実施する。
カ　教員間連携の推進により、教科間の授業内容等の整合を図る。
キ　今後の産業構造の変化や技術の進展、社会の要望等を踏まえ、学科・専攻科構成の見直しと改組・再編を検討する。
ク　中学校・高校・大学の教育改革の動向を把握し、教育課程の見直し等に反映させる。
ケ　創造教育を推進するため、ソーラーカーレース、ロボットコンテスト、プログラミングコンテスト、デザインコンペティション等の指導と支援に関し、教職員で構成するプロジェクト活動の
    充実・強化を図る。
コ　学生の豊かな人間性と社会性を涵養するため、高専体育大会等の各種体育大会への参加を促進するとともに、社会奉仕体験活動や自然体験活動を含む課外活動等の充実を図る。
サ 人間の素養を涵養するための教育を検討し推進する。



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

イ
キ

3-2-①　運営会議を中心に高度化の検討を行う。
(1.1-(2)-①-1)

昨年度に教育体制整備タスクフォース(将来計画検討委員会)で
学科及び専攻科における高度化再編を検討したが、現状におい
て再編を行う必要がないとの結論に至っている。本年度におい
ては、コロナ禍の状況のもとで将来の授業の在り方等を校長主
導で組織した「次世代教育推進室」で検討しており、本年度は
高度化再編ではなく、遠隔授業等による教育の質保証に着眼し
て、将来を見据えた教育の在り方を検討した。
(資料3-1-2-1_次世代教育推進室会議議事録)

達成度A

ア

3-2-②　KOSEN（高専）4.0イニシアティブで採択
された「産業界が求めるロボット技術者を育成す
るためのロボット工学教育」、「卓越したグロ-
バルエンジニア育成事業」および「地域の情報セ
キュリティレベル向上に貢献する人材の育成」の
取組みを継続して実施する。(1.1-(2)-①-1)

ロボット技術者の育成については、第3学年で「ロボットデザイ
ン論」、第4学年で「機械要素」、第5学年で「基礎組込みシス
テム」と題した講義を実施している。グロ-バルエンジニア育成
については、専攻科1年次で「グローバル・リーダー論」と「英
語表現論」、専攻科2年次で「国際関係論」と題した講義を実施
している。また、情報セキュリティレベル向上についても、1年
次開講科目「情報処理Ｉ」において「情報の管理とセキュリ
ティ」と題した講義を実施するとともに、情報モラルに関する
e-learningと確認テストを実施している。なお、この3つの取組
みについては、校長裁量経費からの予算配分により継続して実
施した。
(資料3-1-2-2_KOSEN(高専)4.0イニシアティブ継続的取組み)
(資料3-1-2-3_シラバス(情報処理Ⅰ))
(資料3-1-2-4_情報モラルに関する確認テスト)

達成度S
KOSEN(高専)4.0イニシアティブを学内予算で配分するこ
とにより、継続実施していることから、達成度「S」と
して評価した。

ア
イ

3-2-③　専門学科を幹にして他の専門分野も幅広
く学び、複合・融合領域へ挑戦できる人材の育成
を行う。(1.1-(2)-①-2)

専攻科1年次において、出身専門学科によらない幅広い分野の実
験を行っている。実験では、他分野の技術を各自の専門領域に
生かし、より発展させることを目的として、他分野の実践的実
験技術体験を通じて、他分野教育へ挑戦する対応を実施してい
る。また、全学科第1学年における「工学基礎実験」では、自身
の所属学科以外の研究、設備、実験等に関する紹介動画をガイ
ダンスとして見せることで、幅広く工学に対する興味･関心を高
められるようにした。
(資料3-1-2-5_シラバス(総合イノベーション工学実験))

達成度A

ア

3-2-④　語学力の向上をめざしたネイティブによ
る少人数英語教育を継続して実施するとともに、
各種海外研修プログラムを継続的に実施する。
(1.1-(2)-②-2、1.1-(2)-③-3)

平成29年度に採択され、既に事業完了しているKOSEN4.0イニシ
アティブ「グローバルエンジニア人材育成事業」を校長裁量経
費からの予算配分により継続実施することで、年4回のTOEIC-IP
の受験支援、ネイティブスピーカーTAを活用した英語コミュニ
ケーション授業を実施している。
なお、昨年度実施したアメリカ･オハイオ州立大学への研修(対
象は第3-5学年)、カナダ･ジョージアンカレッジでの語学研修
(対象は専攻科1年次)はコロナ禍の状況から、その実施を見送っ
た。
(資料3-1-2-6_令和2年度第1回国際交流室会議議事録)
(資料3-1-2-7_シラバス(英語総合Ⅱ))

達成度C
本校としては海外研修プログラムを推奨しているが、本
年度はコロナ禍の状況で海外渡航が制限され、海外研修
プログラムを実施することができなかったことから、達
成度「C」として評価した。



イ

3-2-⑤　実践型エンジニアリングデザイン科目と
して、低学年向けに導入している「工学基礎実
験」および「デザイン基礎」は授業内容と実施方
法を見直して実施する。また、「創造工学」につ
いても継続して実施する。(1.1-(2)-①-1)

第2学年で選択科目として開講している「デザイン基礎」では、
教員の指導の下で設定されたテーマに沿って研究活動を行って
いる。その活動成果は、年度末にレポートとして提出される。
また、第4学年では「創造工学」と題したエンジニアリングデザ
イン科目を継続して実施している。今年度はコロナ禍のため例
年通り高専祭の学科展示で創造工学の成果を発表することはで
きなかったが、最終発表会において成果が発表、評価された。
(資料3-1-2-8_シラバス(工学基礎実験))

達成度A

ア
3-2-⑥　国際的に活躍できる人材を育成するた
め、専攻科に設置されているグロ-バルエンジニ
アプログラムの充実を図る。(1.1-(2)-②-1)

グローバルエンジニアプログラムでは、グローバルに活躍する
技術者･研究者を育成するために、グローバル言語である英語に
よるコミュニケーション力の向上が重要である。
本年度はコロナ禍の状況の中で、昨年度実施した約2ヶ月間にお
けるカナダ・ジョージアンカレッジでの語学研修
に専攻科1年生を参加させることができなかったことに加え、グ
ローバル展開している企業への国際インターンシップも実施す
ることができなかった。
なお、実際にグローバルに活躍する経営者や研究者に学ぶグ
ローバル･リーダー論は専攻科1年次を対象に実施した。
(資料3-1-2-9_グロ-バルエンジニアプログラム)
(資料3-1-2-10_第2回専攻科分科会議事録 )
(資料3-1-2-11_シラバス(グローバル・リーダー論))

達成度C
本校としては実施可能な範囲でグロ-バルエンジニアプ
ログラムの充実を図ったが、コロナ禍で海外渡航が制限
される中、昨年度と同様な取組みは実施できなかったこ
とから、達成度「C」として評価した。

イ
ク
カ

3-2-⑦　高い専門知識と豊富な実験技術を活用し
た学科教育の高度化・質保証に努める。(1.1-
(4)-②　再掲)

実践型エンジニアリングデザイン科目として、低学年向けに導
入している「工学基礎実験」及び「デザイン基礎」を継続して
実施しており、また、「創造工学」についても継続して実施し
た。
(資料3-1-2-8_シラバス(工学基礎実験))(再掲)

達成度A

ア
イ

3-2-⑧　CBT型学習到達度試験を実施し、数学・
物理等の教授法向上に反映させる。(1.1-(2)-①-
1)

数学については、７月から11月にかけて、第1学年から第3学年
でCBT型達成度試験を実施した。物理については2月に第3学年が
実施することとしている。さらに、化学についても今年度中に
第1学年が実施することとしている。CBT型到達度試験の結果
は、比較的点数の低い項目について関係教員間で共通認識して
いる。
(資料3-1-2-12_CBT型学習到達度試験実施)

達成度A

ア
イ

3-2-⑨　英語能力の向上のため、工業英検、
TOEIC受験の支援を継続して行う。(1.1-(2)-②-
2)

第1学年全員の「工業英検4級」受験を継続して実施した。ま
た、第2学年と第3学年全員のGTEC受験を継続している。さら
に、第4学年においてTOEICのスコアが600点以上だった学生を表
彰している。令和2年11月時点においてTOEIC-IP試験を2回実施
し、600点以上のスコアを獲得した学生数は24名であった。
(資料3-1-2-13_TOEIC-IP試験実施要項)
(資料3-1-2-14_学生の国際性向上のための奨学基金受給者一覧)

達成度A



ウ
エ
オ

3-2-⑩　学生による授業評価アンケートを前期と
後期の年2回実施し、その結果を受けた改善案の
公開、その案に基づいて行った改善授業の評価を
さらに次のアンケートで検証し、その結果を公開
する。(1.1-(2)-①-1)

遠隔授業アンケートを6月8日-19日の間に実施した。
前期授業評価アンケートを8月17日-28日の間に実施した。後期
授業評価アンケートも2月に実施した。
遠隔授業アンケートの結果は、すぐに授業改善にフィードバッ
クし、授業評価アンケートは集計結果が得られ次第、改善方針
を学内専用サイトで公開する。
（資料3-1-2-15_授業評価アンケート）

達成度S
コロナ禍により前期は急遽、遠隔授業を行ったが、その
内容･方法をブラッシュアップするために早い段階で学
生にアンケートを実施し改善を行ったことから、達成度
「S」として評価した。

ケ
コ

3-2-⑪　ロボコン、プロコン、エコカー、デザコ
ン及び体育大会に参加する。(1.1-(2)-③-1)

コロナ禍の状況ではあるが、オンライン開催となったコンテス
ト等に引き続き参加している。
ロボコンは10/25(日)に開催された地区大会で出場した3チーム
全てが特別賞を受賞した。プロコンは10/10(土)-10/11(日)に開
催された全国大会に出場した。なお、全国高等専門学校連合会
が主催である体育大会は中止となったが、一部の競技では代替
大会が実施され参加した。
(資料3-1-2-16_各種コンテスト･大会参加状況)
(資料3-1-2-17_本校HP_新型コロナウイルス感染症対応関連ペー
ジ(体育大会中止))

達成度S
コロナ禍の状況ではあったが、各種コンテストや大会に
参加し、優秀な成績を収めたことから、達成度「S」と
して評価した。

コ
3-2-⑫　「豊かな人間性と社会性」の涵養を図る
べく、新入生合宿研修等での自然体験活動を推進
する。(1.1-(2)-③-2)

4/23(木)-4/24(金)まで、新入生合宿研修を実施することとして
いたが、コロナ禍の状況のもと中止とせざるを得なかった。
(資料3-1-2-18_本校HP_新型コロナウイルス感染症対応関連ペー
ジ(新入生合宿研修中止))

達成度A
新入生オリエンテーションを分散型で開催した際に、本
校の教育理念である「知･徳･体」を周知し、併せて豊か
な人間形成等が重要であることを説明できたことから、
達成度「A」として評価した。

コ
サ

3-2-⑬　環境美化意識の涵養を目的とした年2回
の「キャンパス・クリーンデー」等を実施する。
(1.1-(2)-③-2)

5月と10月に実施予定であった「キャンパス・クリーンデー」に
おいて、周辺道路等の清掃を継続することとしていたが、コロ
ナ禍の状況から中止となった。
(資料3-1-2-19_令和2年度第5回学生委員会議事録)

達成度C
コロナ禍の状況から計画どおりの実施とはならなかった
ことから、達成度「C」として評価した。

コ
サ

3-2-⑭　地域主催のイベント等への積極的なボラ
ンティア参加を推進する。(1.1-(2)-③-2)

電子情報工学科第3学年の女子学生が、国際協力NGOワールド･ビ
ジョンに参加し、「未来ドラフト2020-わたしと難民がつながる
アイデア･コンペティション-」で、グランプリを受賞した。
(URL:https://www.worldvision.jp/children/miraidraft/)
(資料3-1-2-20_グランプリ受賞_アイデア-未来ドラフト2020)

達成度S
「わたしと難民がつながるアイデア・コンペティショ
ン」として、学生自らボランティア活動の重要性を考え
る取組みを行ったことから、達成度「S」として評価し
た。

ア
イ

5-④　機構の海外インターンシップへの参加を推
進する。(1.3-③-1　再掲)

コロナ禍で海外渡航が制限される状況ではあるが、高専機構海
外インターンシッププログラムの募集が開始されれば、Moodle
上で参加を推進することとしている。
(資料3-1-2-21_海外インターンシップ参加推進)

達成度C
募集が開始されれば、積極的に参加をさせることとして
いたが、コロナ禍の状況で参加を推進できなかったこと
から、達成度「C」として評価した。

ア
イ

5-⑥　他高専が主催する海外インターンシップへ
の参加を支援する。(1.3-③-1　再掲)

コロナ禍で海外渡航が制限される状況ではあるが、他高専等が
実施する海外インターンシッププログラム募集が開始されれ
ば、Moodle上で参加を推進することとしている。
(資料3-1-2-21_海外インターンシップ参加推進)(再掲)

達成度C
募集が開始されれば、積極的に参加を支援することとし
ていたが、コロナ禍の状況で実施できなかったことか
ら、達成度「C」として評価した。

ア
イ

5-⑦ 専攻科のグローバルエンジニアプログラム
学生を対象に国際インターンシップの派遣を実施
する。（1.3-③-1　再掲)

コロナ禍で海外渡航が制限される状況ではあるが、鈴鹿高専テ
クノプラザ企業会員の協力が得られれば、専攻科学生を国際イ
ンターンシップ履修学生として受入れて頂けるよう、調整を図
ることとしている。
(資料3-1-2-10_第2回専攻科分科会議事録)(再掲)

達成度C
企業との調整で受入れ可能となれば、積極的に専攻科学
生を参加させることとしていたが、コロナ禍の状況で実
施できなかったことから、達成度「C」として評価し
た。



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
イ

3-3-①　本校以外の教育機関、研究機関、企業等で
勤務経験がある等、多様な背景を持つ人材の採用に
努める。(1.1-(3)-①、1.1-(3)-④)

今年度、電気電子工学科の教員(特命助教)を1名公募した。選
考過程において、左記の項目にも配慮した。
(資料3-1-3-1_本校HP_多様な背景を持つ人材公募)

達成度A

ア
3-3-②　産学官協働研究室に配属されている企業技
術者を客員教授等に任命し、企業のノウハウを本校
の教育、研究に活用する。(1.1-(3)-②)

産学官協働研究室に配属されている企業技術者を客員教授、
客員研究員として採用し、企業のノウハウを本校の教育･研究
に活用した。
(資料3-1-3-2_産学官協働研究室客員教授等)

達成度A

イ
3-3-③　公募制を堅持し、優れた教員の確保に努め
る。(1.1-(3)-①)

今年度、電気電子工学科の教員(特命助教)を1名公募した。公
募にあたっては、将来の教育体制を考慮し、「電気･電子工学
分野全般を専門分野」とするなど、分野ごとに幅広く担当で
きる人材を要件とした。
(資料3-1-3-1_本校HP_多様な背景を持つ人材公募)(再掲)

達成度S
より多様な科目に対応できる人材確保を行っているこ
とから、達成度「S」として評価した。

イ

3-3-④　専門科目については博士の学位等の高度な
資格をもつ者、理系以外の一般科目については修士
以上の学位をもつ者あるいは高度な実務能力をもつ
者等、優れた教育力を有する者の採用に努める。
(1.1-(3)-④)

今年度、電気電子工学科の教員(特命助教)を1名公募した。選
考過程において、左記の項目にも配慮した。
また、左記の項目に配慮し、昨年度公募した結果、本年度、
優れた教育力を有する教員の採用に至った。
(資料3-1-3-1_本校HP_多様な背景を持つ人材公募)(再掲)
(資料3-1-3-3_優れた教育力を有する教員採用)

達成度A

Ⅲ1　教育に関する目標
　学科においては、5年一貫の教養教育及び実践的工学教育により、創造性豊かな実践的技術者として将来活躍するための基礎的な知識と技術及び生涯にわたり学習する力を育てる。
　また、専攻科においては、より高度で幅広い専門知識や創造力、判断力を身に付け、科学技術の分野でグローバルに活躍できる実践的技術者を育てる。

Ⅲ1(3)　多様かつ優れた教員の確保
　公募制を実施することにより、優れた学識と豊かな経験を有する教育研究能力の高い人材の確保に努めるとともに、優れた教育研究力や多様な経験を有する人材を教員として採用するために、
  外部機関との人事交流を進める。
  また、ＦＤ活動を組織的に実施し、優秀な教員の表彰を行うとともに、教員研修や研究会等(国外を含む。)に参加する機会を充実する等、教員の教育力の向上に努める。

ア　教員組織の活性化と流動化を図るため、本校以外の教育機関、研究機関、企業等での勤務経験がある多様な背景をもつ教員を計画的に採用し、その比率の向上に努める。また、正規の教員
    以外の者を客員教授又は客員准教授として、本校の教育又は研究に従事させる。
イ　専門科目及び理系一般科目については博士の学位や技術士等の職業上の高度の資格　をもつ者を、理系以外の一般科目については修士以上の学位を持つ者、高度な実務能力を持つ者等優れた
    教育力を有する者を、それぞれ採用し、その比率の向上に努める。
ウ　女性教員の比率向上を図るため、必要な支援策について引き続き検討を行い、働きやすい職場環境の整備に努める。
エ　教員の個々の力量と学校全体の教育力を高めるため、内地及び外地研究員制度の活用、教員研修、国際研究集会への参加、学術交流、他高専との人事交流等を推進する。
オ　機構本部が示す第4期中期目標・中期計画期間中における教員人枠整理に従い、適切な人員配置を図る。
カ　教員の教育能力の向上を目的としてFD活動を積極的、具体的に促進する。
キ　教員の教育研究活動を客観的に評価するシステムを確立し、独立行政法人国立高等専門学校機構の教員表彰等に活用する。
ク　優れた教育研究成果をあげた教員の顕彰制度を継続実施する。

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ1(3)　多様かつ優れた教員の確保



ウ
3-3-⑤　女性教職員の就業環境改善のためにイノ
ベーション交流プラザ内の「男女共同参画エリア」
を活用する。(1.1-(3)-③)

本年度はコロナ禍の状況から、3密を避ける形で「ビデオ会議
システム」を利用することにより、女性教職員の就業環境改
善等を目的とした情報交換会を実施した。
(資料3-1-3-4_第1回男女共同参画室会議議事要旨)

達成度B
コロナ禍の状況により、イノベーション交流プラザの
「男女共同参画エリア」を利用することはできなかっ
たが、目的に応じた情報交換会を実施したことから、
達成度「B」として評価した。

ウ
3-3-⑥　引き続き女性教員の積極的な採用に努め
る。 (1.1-(3)-③)

今年度の公募においても女性教員の採用に積極的に努めると
ともに、現在の女性教員数18名(24.3%)は維持している。
(資料3-1-3-1_本校HP_多様な背景を持つ人材公募)(再掲) 達成度A

エ
3-3-⑦ 高専・両技科大間教員の交流を図る。(1.1-
(3)-⑤)

機構本部からの高専間･両技科大間の教員交流に関する通知に
対応し、本校内で派遣者の検討を行った。また、本年度は和
歌山高専出身者(昨年度までは再雇用教員)を非常勤講師とし
て受け入れている。
(資料3-1-3-5_高専･両技科大教員交流実施要項等)

達成度A
令和2年度における本校からの派遣はなかったが、当
該制度を利用することによる交流は引続き行うことと
していることから、達成度「A」として評価した。

エ
3-3-⑧　本校の教員が国内外の教育研究機関に長期
にわたって勤務(研修)できる制度を活用し、教員交
流の推進を検討する。(1.1-(3)-⑥)

機構本部からの通知に従い内地研修等、本校の教員が国内外
の教育研究機関に長期にわたって勤務(研修)できるよう、調
整を図り、タイ高専派遣者推薦で1名の教員が申請をした。
(資料3-1-3-6_国内外研修制度活用)

達成度A

オ

3-3-⑨　標準人員枠(73名)を超えての教員配置とな
る場合は、暫定人員枠を一時的に措置し、第4期中
期目標・中期計画期間中に計画的な解消に努める。
(1.1-(3)-①)

標準人員枠(73名)を超えての教員配置となる場合は、暫定人
員枠を一時的に措置し、第4期中期目標･中期計画期間中に計
画的な解消に努めることとしている。
(資料3-1-3-7_教員人員枠整理方針)

達成度A

カ
3-3-⑩　三重県教育委員会と連携し、高等学校教員
対象の研修会への教員派遣を検討する。(1.1-(3)-
⑥)

三重県教育委員会が主催する高等学校教員を対象とする研修
講座一覧を教職員に周知し、教職員の参加を促した。また、3
月までに実施が予定されている中勢地区高等学校生徒指導連
絡協議会講演会に参加することとしている。
(資料3-1-3-8_三重県教育委員会研修会)

達成度C
今年度はコロナ禍の状況により、オンラインで実施し
ている研修の情報を提供し、参加を促しただけであっ
たことから、達成度「C」として評価した。

カ

3-3-⑪　鈴鹿市教育委員会と連携し、中勢地区高等
学校生徒指導連絡協議会、中学、高等学校合同指導
会等に参加、活動することを通じて、学生生活の質
及び教員の指導力の向上を図る。(1.1-(3)-⑥)

鈴鹿市教育委員会と連携し、中勢地区高等学校生徒指導連絡
協議会へほぼ毎月教員を派遣し、中学･高等学校合同指導会に
も参加･活動しており、学生生活の質及び教員の指導力の向上
を図った。
(資料3-1-3-9_中勢地区高等学校生徒指導連絡協議会)

達成度A

カ
3-3-⑫　全教員対象のFD講演会を実施する。(1.1-
(3)-⑥)

6/17(水)に全教員対象の遠隔授業内容紹介に関するFD講演会
を実施した。また、3月までに外部講師をお呼びして、全教員
対象のFD講演会を実施することとしている。
(資料3-1-3-10_ビデオ会議システムを利用したFD講演会)

達成度A

カ
3-3-⑬　全国高専フォーラムに参加する。(1.1-
(3)-⑥)

3/3(水)-3/4(木)に開催されたKOSENフォーラムに参加した。
(資料3-1-3-11_令和2年度KOSENフォーラム実施要領) 達成度A

キ
ク

3-3-⑭　平成28年度に作成した教員評価基準に基づ
いた教員表彰を行う。(1.1-(3)-⑦)

平成28年度に作成した教員評価基準に基づき、令和2年度「教
員表彰のための評価ガイドラインの作成」及び「令和2年度教
員による相互評価の提出について」を依頼し、それらの結果
に基づいて、運営会議において審議され、表彰教員が決定さ
れた。
(資料3-1-3-12_教育研究奨励賞推薦者選考･表彰)

達成度A



カ
3-6-⑯　高専機構のみならず、三重県等の外部機関
が主催するシンポジウムや講演会等に参加し、教職
員の意識向上を図る。(1.1-(3)-⑥)

三重県教育委員会が主催する高等学校教員を対象とする研修
講座一覧を教職員に周知し、教職員の参加を促した。
(資料3-1-3-8_三重県教育委員会研修会)(再掲)

達成度C
教員への参加を促したが、三重県教育委員会が主催す
る講座への派遣には至らなかったことから、達成度
「C」として評価した。

キ
ク

6-②　優秀な活動をした教員に対しては、教育研究
奨励賞授与を継続的に行うとともに、研究において
は各教員の個人研究、共同研究に校長裁量経費より
支援する活動も継続的に実施する。(1.1-(3)-⑦
再掲)

優秀な活動をした教員に対しては、教育研究奨励賞授与を継
続的に行うとともに、研究においては各教員の個人研究、共
同研究に校長裁量経費より支援する活動も継続的に実施し
た。
(資料3-1-3-13_教育研究奨励賞･校長裁量経費)

達成度A

キ
ク

6-⑨　教員の教育業績等に関する評価の取扱い等に
基づき、教員に対し評価を行い、その結果を賞与等
に反映させる。(1.1-(3)-⑦　再掲)

教員の教育業績等に関する評価の取扱い等に基づき、教員に
対し評価を行い、その結果を賞与等に反映させた。
(資料3-1-3-14_教員による教育研究報告) 達成度A

キ
ク

6-⑩　職員についても独立行政法人国立高等専門学
校機構職員人事評価実施要領を基礎として、本校に
おける職員評価制度を実施するとともに、評価結果
に基づき賞与等に反映させる。(1.1-(3)-⑦　再掲)

職員についても独立行政法人国立高等専門学校機構職員人事
評価実施要領を基礎として、本校における職員評価制度を実
施するとともに、評価結果に基づき賞与等に反映させてい
る。
(資料3-1-3-15_職員人事評価の実施)

達成度A



中期
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ク
3-4-①　モデルコアカリキュラム本案に沿った授業
内容を継続して実施する。(1.1-(4)-①-1)

モデルコアカリキュラム本案に沿った授業内容を継続して
実施した。
(資料3-1-4-1_令和2年度「目標」及び「重点項目」)

達成度A

ア
ソ

3-4-②　教務委員会の下に設置されているFD部会を
中心にアクティブラーニングを推進する。 (1.1-
(4)-①-2)

第3ブロックAL推進研究会に参加し、アクティブラーニング
の推進について意見交換を行った。
(資料3-1-4-2_第21回第3ブロックAL推進研究会議事録)

達成度A

Ⅲ1　教育に関する目標
　学科においては、5年一貫の教養教育及び実践的工学教育により、創造性豊かな実践的技術者として将来活躍するための基礎的な知識と技術及び生涯にわたり学習する力を育てる。
　また、専攻科においては、より高度で幅広い専門知識や創造力、判断力を身に付け、科学技術の分野でグローバルに活躍できる実践的技術者を育てる。

Ⅲ1(4)　教育の質の向上及び改善
　高専教育の特色である「くさび型教育」を踏まえた教育方法の改善を進めるとともに、準学士課程および専攻科課程の教育を実施し、社会が求める教育内容・水準の維持向上を図るため、
  継続的な点検・評価・改善を図る。
  また、実践的技術者を養成するため、産業界等との連携体制の強化を進めるほか、実践的・創造的・指導的な技術者の養成を推進している技術科学大学などとの有機的連携を深めるなど、
  外部機関との連携により本校教育の高度化を推進する。
　

ア　インターネットなどを活用したICT活用教育の取組みを継続し、充実させる。
イ　多様な方法で学校の枠を超えた学生の交流活動を推進する。
ウ　教育目標を達成するため、特に英語教育、情報教育、創造教育の評価を行い改善を進める。
エ　産学官協働研究室を含む企業の現役技術者および退職技術者や外部の専門家等、意欲ある企業人材を活用した教育体制を構築する。
オ　本校独自の評価項目に沿った自己点検評価・改善および外部評価、認証評価等の第三者評価に積極的に取組み、教育研究の質の向上と組織の活性化・効率化を図る。
カ　本校独自の評価項目に沿った自己点検評価・改善および外部評価、認証評価等の第三者評価に継続的に取組み、持続的な教育改善を図る。
キ　外部の意見を学校運営に反映させる。
ク　技術革新を担うことができる高度で幅広い専門知識を習得させるとともに、研究開発能力、課題探求・問題解決能力、技術者倫理を含む総合的判断力、英語によるコミュニケーション
    能力の育成を図り、不断に教育の質の向上を図る。
ケ　本校独自の評価項目に沿った自己点検評価・改善および外部評価、認証評価等の第三者評価に継続的に取組み、持続的な教育改善を図る。
コ　教員の教育、研究、社会貢献等の活動に関するデータベースを充実し、教育の質の改善に活用する。
サ　インターンシップの内容と方法を見直し、その一層の充実を図る。
シ　豊橋技術科学大学との連携教育プログラムにおける先端融合テクノロジー連携教育プログラムを推奨するとともに、大学との共同研究指導体制を構築する。
ス　その他の大学との連携により、連携教育プログラムを構築することにより、教育課程の充実を図る。
セ　学生の学力、実技技能、創造性、学習・教育到達目標達成度等の適切な評価方法を検討し導入する。(3.1-(2)教育課程の編成等　再掲)
ソ　学生の自主的学習を推進するための相談・助言を行う体制を整備し運用する。　(3.1-(2)教育課程の編成等　再掲)
サ　卒業生・修了生を含めた学生による適切な授業評価・学校評価の方法を検討し、実施する。(3.1-(2)教育課程の編成等　再掲)

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ1(4)　教育の質の向上及び改善



ア
ソ

3-4-③　ICTを活用した教育を推進する。(1.1-(4)-
①-2)

講義にパワーポイントを使い、そのデータのダウンロード
や課題の提出をMoodleからできるようにするなど、多くの
教員がICTを活用した教育を推進した。また、コロナ禍の状
況で前期はOffice365 Teamsを活用することによる遠隔授業
となり、授業の進め方等に創意工夫しながら、ICTを活用し
た教育に取組んだ。
(資料3-1-4-3_ICTを活用した教育推進)

達成度S
コロナ禍の状況において、いち早く遠隔授業にお
ける授業等を推進し、ICTを活用した教育推進に
取組んだことから、達成度「S」として評価し
た。

イ
3-4-④　鳥羽商船との学生交流を継続して実施す
る。(1.1-(4)-④)

本校留学生が3月までに実施される鳥羽商船主催の研修会に
参加する。
(資料3-1-4-4_鳥羽商船高専との留学生実地見学旅行実施要
領)

達成度B
留学生の実地見学旅行を3月までに実施すること
で、鳥羽商船高専と調整中である現状から、達成
度「B」として評価した。

イ
3-4-⑤　他高専の学生寮役員との交流を継続して実
施する。(1.1-(4)-④)

鳥羽商船高専との寮生交流会を3月までに実施することとし
ている。
(資料3-1-4-5_鳥羽商船高専との寮生交流会)

達成度B
寮生交流会を3月までに実施することで、鳥羽商
船高専と調整中である現状から、達成度「B」と
して評価した。

イ
3-4-⑥　東海地区高専の留学生交流を継続して実施
する。(1.1-(4)-④)

機構本部からの予算示達がなされないとのことが決定した
ことから、本年度より東海地区5高専に在学する外国人留学
生に対する研修会は取りやめることとなった。なお、鳥羽
商船高専との留学生交流会を3月までに実施することとして
いる。
(資料3-1-1-18_令和2年度留学生交流会)(再掲)
(資料3-1-4-4_鳥羽商船高専との留学生実地見学旅行実施要
領)(再掲)

達成度B
東海地区5高専の留学生研修会は、機構本部から
の予算示達の関係から本年度より中止とせざるを
得ない状況となったが、鳥羽商船高専との留学生
交流会を継続的に実施することとしており、達成
度「B」として評価した。

ウ
セ

3-4-⑦　特色ある優れた教育実践として、従来より
実施している学科を越えたエンジニアリングデザイ
ン教育の「創造工学」を継続して実施するととも
に、低学年向けに導入している「工学基礎実験」お
よび「デザイン基礎」を授業内容と実施方法を見直
して実施する。(1.1-(4)-①-1)

特色ある優れた教育実践として従来より実施している学科
を越えたエンジニアリングデザイン教育の「創造工学」(第
4学年、半期)を継続して実施し、低学年向けに導入してい
る「工学基礎実験」(第1学年、半期)及び「デザイン基礎」
(第2学年、後期)についても継続して実施し、実践的科目と
しての有効性を検証した。
(資料3-1-2-8_シラバス(工学基礎実験))(再掲)
(資料3-1-4-6_実践的科目としての有効性の検証)

達成度A

エ
サ

3-4-⑧　SUZUKA産学官交流会、本校を支援する企業
団体である鈴鹿高専テクノプラザおよび産学官協働
研究室の企業と連携し、効果的なインターンシップ
の実施を推進する。(1.1-(4)-③-2)

コロナ禍で海外渡航が制限される状況ではあるが、鈴鹿高
専テクノプラザ企業会員の協力が得られれば、専攻科学生
を国際インターンシップ履修学生として受入れて頂けるよ
う、調整を図ることとしている。
(資料3-1-2-10_第2回専攻科分科会議事録)(再掲)

達成度C
企業との調整で受入れ可能となれば、積極的に専
攻科学生を参加させることとしていたが、コロナ
禍の状況で実施できなかったことから、達成度
「C」として評価した。



エ
セ

3-4-⑨　SUZUKA産学官交流会や鈴鹿高専テクノプラ
ザに加盟の企業技術者、産学官協働研究室等の企業
技術者およびOB技術者を講師としたエンジニアリン
グデザイン教育の充実を図る。(1.1-(4)-③-1、
1.1-(4)-③-3)

総合イノベーション工学実験(専攻科1年次対象)に講師とし
て2人の企業技術者･OB技術者を招き、学生の指導をして頂
くことでエンジニアリングデザイン教育を行っている。
(資料3-1-4-7_総合イノベーション工学実験教育課程表) 達成度A

キ
3-4-⑩　自己点検評価および機関別認証評価結果に
ついてホームページによる公開を行う。(1.1-(4)-
②)

運営諮問会議の報告書及び機関別認証評価結果について
は、ホームページで公開している。
(資料3-1-4-8_自己点検評価及び機関別認証評価結果公表)

達成度A

オ
カ
ケ

3-4-⑪　本校のPDCAサイクルが円滑に機能するよ
う、本校独自に作成した評価項目に沿った自己点検
評価シ-ト及び多角的評価に向けたファイル管理シ
ステムを簡素化した自己点検評価システムを継続す
る。(1.1-(4)-②)

本校独自に作成した評価項目に沿った自己点検評価シート
を継続的に使用し、多角的評価に向けたファイル管理シス
テムを簡素化した自己点検評価システムを継続的に運用し
ている。また、年度計画に沿った年度末活動報告会を3月に
実施し、あわせて運営諮問会議を開催している。
(資料3-1-4-9_令和2年度自己点検評価シート)

達成度A

カ
キ

3-4-⑫　毎年度末に運営諮問会議を定期開催し、外
部の運営諮問委員の意見を反映させることで教育の
質の向上を図る。(1.1-(4)-②)

令和元年度末の3/6(金)に運営諮問会議を開催し、外部諮問
委員の意見を聴取した。令和2年度末も3/12(金)に開催する
ことが決定している。
(資料3-1-4-10_令和2年度運営諮問会議開催通知)

達成度A

コ

3-4-⑬　本校ホームページに掲載のある「教員一
覧」、研究者データベースである「researchmap」
や「国立高専研究情報ポータル」の情報更新を行
い、研究・技術シーズとして情報発信を行う。
（1.2-②　再掲)

研究者データベースである「researchmap」の更新を6月末
を締切として実施した。また、研究･技術シーズを分かりや
すく外部発信するため、昨年度から「教員紹介」をホーム
ページに掲載している。
(資料3-1-4-11_研究者データベース情報発信)

達成度A

サ
3-4-⑭　インターンシップを推進し、卒業までに8
割以上の学生の参加を目指す。 (1.1-(4)-③-2)

コロナ禍で外出が制限される状況のため、令和2年度につい
てはインターンシップを実施しないこととした。ただし、
単位認定を行わないリモート型のインターンシップに参加
する学生はいた。
(資料3-1-4-12_インターンシップ実施状況)

達成度B
例年のようなインターンシップは実施できなかっ
たが、リモート型のインターンシップに参加した
学生がいたことから、達成度「B」として評価し
た。

サ

3-4-⑮　平成24年11月に大阪大学大学院工学研究科
との間で「教育及び学術研究推進」を目的として締
結した協定書に基づき、インターンシップへの参加
を推進する。(1.1-(4)-③-2)

令和元年度の春季(3月)はコロナ禍で専攻科学生の参加者は
いなかった。令和2年度の夏季はコロナ禍で中止となり、春
季はインターンシップの案内が届き次第、専攻科学生に周
知し、参加申請を行う予定である。
(資料3-1-4-13_令和元年度大阪大学大学院工学研究科イン
ターンシップ)

達成度B
実際にインターンシップが実施されるのは、3月
中旬となっているが、協定書に基づき専攻科生に
その情報を促すこととしていることから、達成度
「B」として評価した。



シ

3-4-⑯　連携教育プログラム推奨のため、対象学生
に対し、年度当初にプログラム実施方針に関する周
知を行うとともに、専攻科入試募集期間満了日まで
に履修希望者の募集を行う。また、実践力強化科目
となる地域企業等と本校および大学での共同研究を
テーマとした特別研究指導を実施する。(1.1-(4)-
④)

昨年度に引続き、連携教育プログラム推奨のため、専攻科
推薦入試を受験する学生を対象にプログラム実施方針に関
する周知を行ったが、本年度は希望学生はいない状況と
なった。昨年度は1名の学生が本プログラムを履修すること
となったが、次年度以降も引続き、専攻科推薦入試を受験
する学生を対象に連携教育プログラムの実施方針等を周知
することとする。
(資料3-1-4-14_連携教育プログラム概要･協定書等)

達成度B
本年度は希望学生がいない状況となったが、次年
度以降、専攻科推薦入試希望者に配付するリーフ
レットを作成し、更なるPR活動に資することとし
たことから、達成度「B」として評価した。

ス
3-4-⑰　特に東海地区の大学との連携により、連携
教育プログラムの一環として、小中高の教員を育成
すべく、教育課程の構築を目指す。(1.1-(4)-④)

昨年度に引続き、三重大学教育学部と小中高の教員を育成
すべく、第二種免許取得を念頭においた教育課程の構築を
目指しており、三重大学教育学部の意向としては、継続審
議としたいとのことから、遅くとも次年度には結論を見出
すこととしている。
(資料3-1-4-15_三重大学との連携教育プログラム打合せ記
録)

達成度C
昨年度からの継続的に検討を行っており、三重大
学教育学部としても次年度には連携できるか否か
の結論を見出すとのことではあるが、未だ継続審
議であることから、達成度「C」として評価し
た。

オ
カ
サ
ソ

6-①　本校の運営規則に基づき、各種委員会におけ
るその活動状況について担当委員長から活動実績を
報告させ、効果的な学校運営を行う。(1.1-(4)-②
再掲)

本校の運営規則に基づき、各種委員会等における活動状況
を中間時点でPDCA推進会議(10/22(木)開催)にてチェック
し、効果的な学校運営へ反映させた。
(資料3-1-4-16_令和2年度第1回PDCA推進会議議事録)

達成度A

オ
カ
ケ

6-⑤　本校独自の評価基準に基づく、自己点検評価
及び第三者評価に対応する「自己点検評価一覧」を
活用し、点検評価・改善を継続的に実施する。
(1.1-(4)-②　再掲)

本校独自の評価基準に基づく自己点検評価及び第三者評価
に対応する「自己点検評価一覧」を活用し、点検評価･改善
を継続的に実施するとともに、自己点検あるいは第三者評
価の際の書類作成を円滑とするため、5/29(金)までに年度
計画の確認、10/9(金)までに中間報告、2/12(金)までに年
度末報告としてPlanシートとCheckシートの作成を各委員会
等で行った。
(資料3-1-4-17_自己点検評価一覧等)

達成度A

ケ
6-⑥　点検評価活動に資するため、各種会議等の議
事録について、学内ウェブページへの掲載を継続す
る。(1.1-(4)-②　再掲)

点検評価活動に資するため、各種会議等の議事要旨につい
て、学内ウェブページ(教職員ページ)への掲載を継続して
いる。
(資料3-1-4-18_各種会議等の議事録学内Webページ掲載)

達成度A



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

キ
ケ
コ

3-5-①　「学校適応感尺度調査」結果を活用すると
ともに、臨床心理士、カウンセラ-と連携し、メン
タルヘルスに関する取り組みを推進する。(1.1-
(5)-①)

5/25(月)-6/30(火)の間に担任を通じて「学校適応感尺度調査(資
料では高専生生活に関するアンケート)」が実施され、6/22(月)-
7/31(金)において調査書の回収と結果分析を行い、その結果を
もって担任を中心として必要な学生と面談を行った。
(資料3-1-5-1_令和2年度アンケート実施計画)

達成度A

キ
コ

3-5-②　体罰、いじめ、ハラスメントに対するアン
ケートを継続して実施する。(1.1-(5)-①)

11/2(月)-11/6(金)に全学年全学科において、アンケートを行なっ
た。
(資料3-1-5-2_体罰・いじめ・ハラスメントの実態把握)

達成度A

ケ
3-5-③　オフィスアワーズを継続して実施する。
(1.1-(5)-③)

各科において、週1日授業終了後に教員が研究室等に在室し、学生
からの質問･相談を受ける時間として継続させている。
(資料3-1-5-3_オフィスアワーズ対応状況)

達成度A

イ
ケ

3-5-④　高学年学生のTAを採用し、低学年向け補習
を継続して実施する。(1.1-(5)-③)

高学年学生のTAを採用し、低学年向け補習を継続して実施してい
る。
(資料3-1-5-4_令和2年度TA(教育補助員)を必要とする授業に関す
る依頼)

達成度A

Ⅲ1　教育に関する目標
　学科においては、5年一貫の教養教育及び実践的工学教育により、創造性豊かな実践的技術者として将来活躍するための基礎的な知識と技術及び生涯にわたり学習する力を育てる。
　また、専攻科においては、より高度で幅広い専門知識や創造力、判断力を身に付け、科学技術の分野でグローバルに活躍できる実践的技術者を育てる。

Ⅲ1(5)　学生支援・生活支援等
　豊かな人間性、健全な心身及び確かな自己実現を図るため、学生の学習活動や課外活動等への参加を促進し、未来を自ら切り拓く力を引き出せるよう修学上及び生活上の支援を行うとともに、
  学生の進路指導支援体制の充実を図る。
  また、各種奨学金制度など学生支援に係る情報の提供体制を充実させ、さらに、学生の就職活動を支援する体制を充実し、学生一人ひとりの適性と希望にあった指導を行う。

ア　学生の人間形成支援のため、教員指導体制に頼ることなく、クラブ活動への学外指導者の登用など、課外活動への支援体制を構築する。
イ　学習情報システムを整備し、学習支援体制を強化する。
ウ　自転車通学マナーの向上に向けて、生活・通学指導部会と連携のうえ、通学路の交通指導を徹底する。
エ　キャンパスクリーンデーを実施し、日常清掃だけでない校内美化意識の向上への取組みも継続する。
オ　身だしなみ指導として、生活・通学指導部会員である学年主任等からの指導を継続する。
カ　課外活動等を通し、学生の創造設計力向上の支援を進める。
キ　学生支援室相談員や学級担任の資質の向上を図るための研修会、講演会等を実施する。
ク　学生の適正や希望に応じた進路選択を支援するため、企業情報、就職・進学情報等の提供体制や専門家による相談体制を含めたキャリア形成支援を充実させる。
ケ　学生・教職員間のコミュニケーションの円滑化を図る。
コ　教職員及び学生に対しセクシャルハラスメント防止のための研修会や講演会を実施する。
サ　男女共同参画を推進するため、情報の収集・提供について充実させるとともに、必要な取組みに関する普及を図る。
シ　教育寮としての学生寮を効果的に運営し、継続的な寮生への学習支援と生活支援を図るとともに、自主・自律と相互扶助の精神を養う。
ス　各種奨学金制度の積極的な活用を促進し、奨学金を希望する学生の貸与率の向上を図る。

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ1(5)　学生支援・生活支援等



イ
ケ

3-5-⑤　マルチメディア棟1階「コノハナラウン
ジ」、イノベーション交流プラザ3階「多目的学習
室」を時間外学習スペースとし、学生の学習モチ
ベーション向上へと導く。(1.1-(5)-③)

コノハナラウンジ及び多目的学習室を時間外学習スペースとし、
学生の学習モチベーション向上へと導いている。
(資料3-1-5-5_イノベーション交流プラザ多目的学習室利用内規) 達成度A

ウ
3-5-⑥　生活・通学指導部会と連携のうえ、朝の通
学交通指導を学生に実施する。

学生主事補が中心となり、適宜、朝の通学交通指導を学生に実施
している。
(資料3-1-5-6_通学交通指導実施)

達成度A

ウ
3-5-⑦　通学路の交通指導のない場合は、学生主事
の指示のもと教員が学内数カ所での指導を行うとと
もに、挨拶運動を実施する。

学生主事及び学生主事補を中心に学内数カ所での指導を行うとと
もに、挨拶運動をほぼ毎日実施している。
(資料3-1-5-6_通学交通指導実施)(再掲)

達成度A

オ
3-5-⑧　生活・通学指導部会による交通指導のない
場合は、部会長の指示のもと学内における交通指導
等を実施する。

学生主事及び学生主事補を中心に学内数カ所での交通指導等をほ
ぼ毎日実施している。
(資料3-1-5-6_通学交通指導実施)(再掲) 達成度A

ア
カ

3-5-⑨　各クラブ活動において、教員の業務負担軽
減のため、および学生への実技指導や引率等のため
に学外指導者を採用し、その活動を支援する。
(1.1-(5)-①)

コロナ禍の状況をみて、9月下旬から感染症拡大防止対策を講じた
クラブから徐々に活動を再開し、昨年度に引続き外部指導者を採
用し、活動を支援している。
(資料3-1-5-7_課外活動指導員の採用に関する取扱い)

達成度A

カ
3-5-⑩　課外活動学生向けの救急救命法講習会を実
施し、緊急時の対応ができるよう訓練を行う。
(1.1-(5)-①)

コロナ禍の状況により、各クラブの活動時期が相違したこともあ
り、今年度の実施は見合わせることとした。
(資料3-1-5-8_2020年度課外活動部会年度方針)

達成度C
本年度は「新型コロナウイルス感染症防止に
関する課外活動ガイドライン」を作成し、コ
ロナ禍における緊急時の対応を定めたが、コ
ロナ禍により緊急時の対応訓練を実施できな
かったことから、達成度「C」として評価し
た。

イ
カ
キ
ケ

3-5-⑪　引き続き、Q-Uテストを全学年に適用す
る。(1.1-(5)-①)

9/30(水)-10/28(水)の間に全学年全学科においてQ-Uテストを行
なった。12月末までに学生支援室を中心に結果分析を行い、1月末
までに担任を中心として、必要な学生に面談を行う。
(資料3-1-5-1_令和2年度アンケート実施計画)(再掲) 達成度A

ク
3-5-⑫　インターンシップの重要性を考慮し、それ
ら業務の担当者間で連携した学生指導を行う。
(1.1-(5)-③)

本年度も平成28年に策定されたインターンシップ実施要項に基づ
いて計画をし、インターンシップ説明会を第4学年、専攻科イン
ターンシップ履修希望者において実施する予定ではあったが、コ
ロナ禍の状況により、実施することができなかった。なお、進路
支援委員会においてもインターンシップの状況について報告がな
されており、関係者間で情報共有が行われている。
(資料3-1-4-12_インターンシップ実施状況)(再掲)

達成度B
実施要項に基づくインターンシップ説明会を
実施することはできなかったが、Web上で行
われたインターンシップによる支援を実施す
るなどしたことから、達成度「B」として評
価した。



ク
3-5-⑬　就職・進学したOB・OGを招いたキャリアガ
イダンスを行う。(1.1-(5)-③)

各学科の第4学年において、OB･OGを招いてのキャリアガイダンス
を、11月-2月にかけて開催している。
(資料3-1-5-9_キャリアガイダンス実施要領)

達成度A

ク
サ

3-5-⑭　「高専女子フォーラム」を活用して、女子
学生のキャリア形成支援について検討する。(1.1-
(5)-③)

コロナ禍の状況により、今年度の「高専女子フォーラムin関西
2020」の開催は中止となった。これにより、高専女子フォーラム
におけるポスター発表会(専門教育分野、研究分野、学生生活)及
び参加企業人事担当者との交流会等への参加を支援することはで
きなかったが、各学科においてキャリアガイダンスやOB･OGによる
体験講演を実施し、女子学生のキャリア形成支援の充実を図っ
た。
(資料3-1-1-12_高専女子フォーラムin関西2020)(再掲)
(資料3-1-1-13_10月運営会議 進路支援委員長報告資料)(再掲)

達成度B
高専女子フォーラムの中止により、例年どお
りのキャリア形成支援を一部、図ることがで
きなかったが、各学科においてキャリアガイ
ダンスやOB･OGによる体験講演を実施したこ
とから、達成度「B」として評価した。

ク
3-5-⑮　5年生の就職・進学活動体験を中心とした
低学年向けガイダンスを継続して実施する。(1.1-
(5)-③)

第5学年の就職･進学活動体験を中心としたガイダンスを12月-1月
にかけて、第4学年以下の各学年で学科毎に全学生を対象に実施し
た。
(資料3-1-5-10_進路ガイダンスの実施について)

達成度A

ク
3-5-⑯　進路ガイドブック等の冊子の作成と学生へ
の配布を継続して実施する。(1.1-(5)-③)

令和2年度進路状況を記載した進路ガイドブックを12月に作成し、
冬季休業前に全学生に配布した。
(資料3-1-5-11_進路ガイドブック作成及び配布)

達成度A

ク
3-5-⑰　進路支援委員会を中心に、学科第1学年か
ら専攻科2年次までを対象としたキャリア教育の計
画・実施を継続して行う。(1.1-(5)-③)

毎年キャリア教育の計画を行い、12月-1月に第5学年による低学年
へのキャリアガイダンスを各学科において実施した。
(資料3-1-5-12_令和2年度進路支援計画)

達成度A

キ
3-5-⑱　メンタルヘルスに関する講習会等に教員を
派遣する等、支援のための知識の獲得に努める。
(1.1-(5)-①)

第17回全国国立高等専門学校学生支援担当教職員研修が12/7(月)
までのオンライン配信により開催され、本校教員が参加した。
(資料3-1-5-13_全国国立高等専門学校学生支援担当教職員研修開
催要項)

達成度A

キ
3-5-⑲　三重県教育委員会(中勢地区高等学校生徒
指導連絡協議会)との連携協力により学生支援の取
組みを強化する。(1.1-(5)-①)

中勢地区高等学校生徒指導連絡協議会へほぼ毎月教員を派遣し、
中学･高等学校合同指導会にも参加･活動しており、学生生活の質
の向上を図った。
(資料3-1-3-9_中勢地区高等学校生徒指導連絡協議会)(再掲)

達成度A

コ

3-5-⑳　各教職員の能力を十分発揮できるための就
労環境の維持のための研修会や講演会を実施し、ハ
ラスメント防止及びアンガーマネジメントによるメ
ンタルヘルスの向上に繋げる。(1.1-(5)-①)

各教職員の能力を十分発揮できるための就労環境維持のために研
修会や講演会を12/9(水)に実施し、ハラスメント防止及びアン
ガーマネジメントによるメンタルヘルスの向上に繋げるととも
に、8月にストレスチェックのアンケートを実施した。
(資料3-1-5-14_就労環境維持のための講演会等実施)

達成度A



ケ
サ

3-5-㉑　女性教職員による交流会を開催し、支援す
る。(1.1-(5)-③)

本年度はコロナ禍の状況から、3密を避ける形で「ビデオ会議シス
テム」を利用することにより、女性教職員の就業環境改善等を目
的とした情報交換会(交流会)を3月までに実施することとしてい
る。
(資料3-1-3-4_第1回男女共同参画室会議議事要旨)(再掲)

達成度A

サ
3-5-㉒　キャリア教育及び就職支援として、女子学
生に「高専女子フォーラム」に参加させる。(1.1-
(5)-③)

コロナ禍の状況により、今年度の「高専女子フォーラムin関西
2020」の開催は中止となったが、各学科においてキャリアガイダ
ンスやOB･OGによる体験講演を実施し、女子学生のキャリア形成支
援の充実を図った。
(資料3-1-1-12_高専女子フォーラムin関西2020)(再掲)
(資料3-1-1-13_10月運営会議 進路支援委員長報告資料)(再掲)

達成度B
高専女子フォーラムの中止により、例年どお
りのキャリア教育の充実を一部、図ることが
できなかったが、各学科においてキャリアガ
イダンスやOB･OGによる体験講演を実施した
ことから、達成度「B」として評価した。

カ
3-5-㉓　試験期間中にあたる日曜日に図書館を開館
とする。

試験期間中にあたる日曜日は図書館を開館する予定であったが、
コロナ禍の状況により、前期定期試験期間中にあたる日曜日は開
館することができなかった。後期授業からは全面登校による面接
授業を実施したが、当面の間平日のみの開館となり、後期中間試
験期間中にあたる日曜日も開館できなかった。学年末試験ではコ
ロナ禍の状況に応じて開館することとしている。
(資料3-1-5-15_図書館カレンダー)

達成度C
コロナ禍の状況で、試験期間中の日曜日に図
書館を開館することができなかったことか
ら、達成度「C」として評価した。

キ
3-5-㉔　三重県図書館協会の図書館活性化推進事業
に参画する。

コロナ禍の状況により、本年度は外部発信となる図書館活性化推
進事業を実施することができなかったが、学内における図書館活
動としての読書体験記及びエッセイコンテスト等を実施した。
(資料3-1-5-16_第2回図書･分科委員会議事録)

達成度B
集客等を伴う活性化推進事業は実施できな
かったが、学内における図書館活動をコロナ
禍の状況であっても充実させたことから、達
成度「B」として評価した。

イ
3-5-㉕　学生への図書館の有効利用を目的に、夏期
と冬期の2回、読書キャンペーンを実施する。

図書館の貸出利用促進のために、読書キャンペーンを行い、4月-1
月末日までの図書貸出者一覧の中から貸出回数の多い学生で上位
10名に表彰状及び副賞として賞品を渡し、図書館利用における学
生利用率の向上を図った。また、7月-9月にコロナ禍で登校できな
い学生が自宅でも図書館の本を借りられるように、図書を郵送に
て貸し出すサービスを実施した。
(資料3-1-5-17_図書館読書キャンペーン実施要項)

達成度S
図書館の有効利用を目的に、自宅でも図書館
の本が借りられる「図書貸し出しサービス」
を実施したことから、達成度「S」として評
価した。

イ
3-5-㉖　統合図書館システムで蔵書データを整備す
る。

統合図書館システムで蔵書データを整備した。
(資料3-1-5-18_図書･視聴覚資料蔵書数) 達成度A

イ
3-5-㉗　外部機関が主催する「読書体験記・エッセ
イコンクール」に学生を参加させる。

第1学年～第3学年の学生を対象に読書体験記の学外公募は
8/31(月)まで、エッセイコンテストの学外公募は7/20(月)までと
し、エッセイコンテストに40名の応募があった。
(資料3-1-5-19_鈴鹿高専読書体験記コンクール等作品募集要項)

達成度S
コロナ禍の状況ではあったが、コンクール等
において、多数の応募があり、また入賞する
学生もいたことから、達成度「S」として評
価した。



イ
3-5-㉘　学生の購入希望図書調査、ブックハンティ
ングを実施する。

図書館利用における学生利用率の向上を図ることを目的として、
ブックハンティングを実施する予定であったが、コロナ禍の状況
により中止となった。その代替策として、各クラスの図書文化学
生委員に希望図書の募集を行った。
(資料3-1-5-16_第2回図書･分科委員会議事録)(再掲)

達成度A
コロナ禍の状況により中止となったが、その
代替策が実施されたことから、達成度「A」
として評価した。

イ
3-5-㉙　英語多読図書コーナーの図書を充実させ
る。

英語多読図書コーナーを特設し充実させた。
(資料3-1-5-20_英語多読図書コーナー設置状況) 達成度A

シ
3-5-㉚　全教員による当直・指導体制を継続し、寮
生の安全確保と効果的な生活指導を行う。(1.1-
(5)-①)

コロナ禍における業務体制の見直しから、専従寮監2名(17時から
翌朝8時30分までの勤務)と教員1名(17時から21時30分までの勤務)
の当直勤務(宿直･日直)としたが、寮生の安全確保と効果的な生活
指導を行うことができた。
(資料3-1-5-21_寮監の宿直･日直体制等について)

達成度A

シ
3-5-㉛　防災訓練および救急救命法講習会を実施
し、非常時の対応を検証して寮生の安全体制の構築
を図る。(1.1-(5)-①)

防災訓練および救急救命法講習会を当初予定していたが、コロナ
禍により、中止となった。
(資料3-1-5-22_学寮防災訓練の実施について)

達成度C
本年度の実施を検討したが、コロナ禍の状況
により中止となったことから、達成度「C」
として評価した。

シ
3-5-㉜　寮則について「学寮のしおり」等を利用し
学生に周知する。(1.1-(5)-①)

入寮前に学寮のしおりを配布し、学生に周知した。
（資料3-1-5-23_令和2年度学寮のしおり） 達成度A

シ
3-5-㉝　鈴鹿高専・鳥羽商船高専の寮役員研修会を
行う。(1.1-(5)-①)

鳥羽商船高専との研修会を3月までに実施することとしている。
(資料3-1-4-5_鳥羽商船高専等との寮生交流会)(再掲)

達成度B
研修会を3月までに実施することで、鳥羽商
船高専と調整中である現状から、達成度
「B」として評価した。

シ
3-5-㉞　A寮寮監の外部委託を実施しており、これ
によって生じた課題を検証し、寮生自身による自主
自律的な学寮運営へ繋げる。(1.1-(5)-①)

コロナ禍における業務体制の見直しから、専従寮監2名(17時から
翌朝8時30分までの勤務)と教員1名(17時から21時30分までの勤務)
の当直勤務(宿直･日直)とした。また、問題が生じた場合、毎月開
催している月例役員会で議題を検証している。
(資料3-1-5-24_寮監外部委託契約書)

達成度A

イ
カ

3-5-㉟　技術職員を適正に配置するように前期･後
期に分けて業務計画を作成する。

コロナ禍の状況ではあったが、技術職員を適正に配置するように
前期･後期に分けて業務計画を作成した。
(資料3-1-5-25_技術職員業務計画表)

達成度A

イ
カ

3-5-㊱　創造工学の技術プロジェクトへの人員配置
を関係部署と調整して行い、適切に役割を分担す
る。

創造工学の技術プロジェクトへの人員配置を関係部署と調整し、
適切な役割分担とした。
(資料3-1-5-26_創造工学プロジェクト人員配置)

達成度A

カ
3-5-㊲　時間割検討時に配置する技術職員の業務計
画を鑑み、継続して重複要請の調整を行う。

時間割検討時に配置する技術職員の業務計画を考慮し、仕事の偏
りがないように重複要請の調整を行った。
(資料3-1-5-25_技術職員業務計画表)(再掲)

達成度A



イ
3-5-㊳　情報セキュリティ推進委員会等と連携し、
学内ネットワークサービスの安全な運用を図る。

情報セキュリティ管理・推進委員会である情報処理センター運営
担当・情報セキュリティ推進担当は、学内ネットワークサービス
の安全を図るため毎月会議を実施している。学内へのアナウンス
が必要な場合には、全教職員及び学生宛にメール等にて周知して
いる。
(資料3-1-5-27_情報処理センター運営人員配置及び学内通知メー
ル)

達成度A

イ
3-5-㊴　演習室において、授業等に必要なアプリ
ケーションソフト等の整備を行う。

年度末に次年度の授業において演習室で使用するアプリケーショ
ンを調査し、動作確認の後、新規導入やバージョンアップを行っ
ている。
(資料3-1-5-28_演習室ソフトウェア管理表)

達成度A

イ 3-5-㊵　演習室の夜間開館を継続的に実施する。

コロナ禍の状況で、前期は遠隔授業を取入れた分散登校を実施
し、衛生面においても3密を避けた教室の配置としていたことか
ら、演習室の夜間開館を行うことが困難であったが、後期は衛生
面に配慮しながら、全面登校による面接授業を進めており、演習
室の夜間開館を行った。ただし、コロナ禍の状況に変化が生じた
場合は、前期に引続き夜間開館をしないこととしていた。
(資料3-1-5-29_情報処理センター演習室・開館カレンダー2020)

達成度A

イ
3-5-㊶　学内の要望に対応できるネットワーク環境
の整備を行う。

学内の要望を受け、無線AP設置場所を11箇所追加し、校内無線LAN
接続可能エリアを拡大した。
(資料3-1-5-30_学内無線AP追加設置一覧及び設置場所)

達成度A

イ
3-5-㊷　機構本部の指示やサービスを学内ネット
ワークサービスにおいて利用できるようにする。

機構本部から提供されるサービスを学内ネットワークで利用でき
るよう日常的に保守を行っている。最近では情報セキュリティに
関する事項が多いが、それらにすべて対応している。
(資料3-1-5-31_情報処理センター_サービス提供)

達成度A

イ
3-5-㊸　工作実習エリアのフライス盤等の更新依頼
を継続的に行い、設備整備費マスタープランにも継
続申請する。

工作実習エリアの充実及び効果的なエンジニアリングデザイン教
育が実施されるよう、金属用切断機やベンダーといった工作機械
等を設備整備費マスタープランに継続申請した。
(資料3-1-5-32_令和2年度設備整備マスタープラン導入希望設備記
入票)

達成度A

イ
3-5-㊹　汎用工作機やNCを含む高機能工作機を用い
た効果的なエンジニアリングデザイン教育が実施さ
れるようにする。

実習時間及び放課後等において、汎用工作機やNCを含む高機能工
作機を用いたエンジニアリングデザイン教育が実施されている。
その際、学生の技能に応じた適切な課題を与えるなど、学生のモ
チベーションを上げる工夫もなされている。
(資料3-1-5-33_1M機械工作実習計画表)

達成度A



イ

3-5-㊺　創造活動実践教育エリアについて、学生の
時間外作業の安全面を考慮し、19時以降のプロジェ
クト使用を制限する。また、長期休業中だけでな
く、日曜･祭日の活動制限を行う。

創造活動実践教育エリアについて、学生の時間外作業の安全面を
考慮し、19時以降のプロジェクト使用を制限した。また、長期休
業中だけでなく、日曜･祭日の活動制限を行った。
(資料3-1-5-34_クリエーションセンター利用規則)

達成度A

イ
3-5-㊻　各エリア内の環境整備のため、外部保管庫
の設置依頼を継続的に行う。

各エリア内の環境整備に資するため、クリエーションセンターに
おける保管庫の設置を依頼した。
(資料3-1-5-35_令和2年度校長裁量経費(要望事項)要望書)

達成度A

ク
3-5-㊼　学生の就職・進学活動を支援しつつ、県内
就職率の向上に努める。(1.1-(5)-③)

例年10月末に第3学年希望学生、第4学年全員を対象とした合同業
界説明会(鈴鹿高専テクノプラザ企業会員)を開催していたが、今
年度はコロナ禍の状況から進路支援委員会で検討した結果、中止
とした。しかし、鈴鹿高専テクノプラザが作成している「企業ガ
イドブック」を第3学年、第4学年及び専攻科1年次の全員を対象に
配付し、県内就職率の向上に努めた。
(資料3-1-5-36_鈴鹿高専テクノプラザ「企業ガイドブック」)

達成度A

ス

3-5-㊽　日本学生支援機構奨学金および三重県高等
学校等修学奨学金の募集並びに授業免除制度等をク
ラス掲示および学級担任を通じて周知をするととも
に、HPを通じて保護者へも周知する。(1.1-(5)-②)

授業料等免除･奨学制度等について、クラス掲示及び学級担任を通
じて周知をするとともに、本校ホームページにも掲示した。
(資料3-1-5-37_本校HP_授業料等免除・奨学制度掲載) 達成度A



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ウ
3-6-①　学寮（第2・4青峰寮，青峰寮A）の現状を
調査し、入居率を考慮し、維持管理費の削減を考慮
した整備計画案の作成を行う。(8.1-①-1　再掲)

既に昨年度の補正予算(施設計画(改修予定事業等)年次
計画)において、学寮(第2・4青峰寮，青峰寮A)の維持管
理費の削減を考慮した整備計画(案)の作成済みであり、
令和3年度予算要求書に反映されている。
(資料3-1-6-1_学寮整備計画(案))

達成度A

ア
イ

3-6-②　建物管理として雨漏り等を起こしていると
ころがある場合は、補修等を行う。(8.1-③　再掲)

電子情報工学科棟第4教員研究室で雨漏りを起こしてい
ることから、補修を行った。
(資料3-1-6-2_校内教員室等配置図)

達成度A

ア
イ

3-6-③　光熱水の削減に向けて、教室等の経年劣化
した照明をLED化および空調機の更新を実施する。
(8.1-①-1　再掲)

教室等の経年劣化した照明を順次、LED化とした。ま
た、生物応用化学科棟(教室棟)2階と3階(実験室、クラ
スルーム)の空調機を更新した。
(資料3-1-6-3_光熱水削減教室LED･空調機更新)

達成度A

ア
イ

3-6-④　夜間暗く危険となっているところの屋外環
境改善のため、外灯を設置する。(8.1-③　再掲)

経年劣化した野外外灯を順次、LED化にすることとして
いたが、本年度は実績がなかった。
(資料3-1-6-4_屋外環境改善のための外灯LED化)

達成度C
本年度は屋外外灯の経年劣化による不具合が見当たら
ず、LED化への対応はしていないことから、達成度
「C」として評価した。

ウ
エ

3-6-⑤　吹付アスベストを保有する居室は、定期に
アスベスト粉じん濃度の測定を実施する。(8.1-①-
1　再掲)

機構本部が主体となって行う平成30年度に実施した内部
監査時に依頼があり、継続的に吹付アスベストを保有す
る居室の測定を行った。
(資料3-1-6-5_アスベスト粉塵濃度測定)

達成度A

Ⅲ1　教育に関する目標
　学科においては、5年一貫の教養教育及び実践的工学教育により、創造性豊かな実践的技術者として将来活躍するための基礎的な知識と技術及び生涯にわたり学習する力を育てる。
　また、専攻科においては、より高度で幅広い専門知識や創造力、判断力を身に付け、科学技術の分野でグローバルに活躍できる実践的技術者を育てる。

Ⅲ1(6)　教育環境の整備・活用
　施設設備は本校の教育研究活動の基盤であるとの観点から、長期的な教育環境整備構想を策定し、整備に当たっては、環境保全等の社会的要請に十分配慮(障害者への配慮も含む。)する
　とともに、地球環境や都市環境の保全のため、省エネルギー対策を推進する。
　また、教職員・学生の健康・安全を確保するため、安全衛生管理体制の整備・充実を図る。

ア　教育の質の向上、健康的な学生生活の保障、地震等災害防止、ユニバーサルデザイン導入等のために必要な施設・設備の整備を図る。
イ　施設設備のきめ細やかなメンテナンス、校内の環境保全等を目的とした施設整備等を行う。
ウ　「施設の利用状況及び施設実態の自己点検・評価」、「施設の有効利用計画」を実施策定し、施設の有効利用を促進する。
エ　労働安全衛生法等を踏まえた安全管理・事故防止に関する具体的方策を立て、実施する。
オ　男女共同参画を推進するため、情報の収集・提供について充実させるとともに、必要な取組みに関する普及を図る。(3.1-(4)教育の質の向上及び改善　再掲)

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ1(6)　教育環境の整備・活用



ウ
3-6-⑥　各棟の空室となった教員室や実験室の調査
を行い、産学官協働研究室等の学内方針に従い、施
設の有効利用を図る。(8.1-①-1　再掲)

共同研究推進センター改築に伴い、産学官協働研究室を
仮移設する必要が生じたことから、令和元年度末をもっ
て退職された教員室を有効利用した。
(資料3-1-6-6_産学官協働研究室空室有効利用)

達成度A

ア

3-6-⑦　電子情報工学科棟・専攻科棟は、ＥＶの設
置、機械工学科棟・マルチメディア棟及び青峰会館
等は、階段に昇降装置の設置を検討し、バリアフ
リー化を図る。(8.1-①-1　再掲)

電子情報工学科棟･専攻科棟は、建物全面改修時に併せ
てEV設置をすることとしている。また、機械工学科棟･
マルチメディア棟及び青峰会館等は、各年度の当初予算
の配分状況により、階段に昇降装置を設置することとし
ている。
(資料3-1-6-7_EV･昇降機設置検討)

達成度B
EV設置、昇降機設置は、補正予算(施設計画(改修予定
事業等)年次計画)等で改修が実現すれば、その設置が
可能となることから、達成度「B」として評価した。

ウ
3-6-⑧　利用率等については、継続的にその向上に
向けた検討を実施し、施設の有効利用に繋げる。
(8.1-①-1　再掲)

本校として数年に一度、施設利用状況調査を行ってお
り、昨年度がその調査時期であった。その結果から稼働
率の低い居室については、産学官協働研究室の事務室等
として利用した。
(資料3-1-6-6_産学官協働研究室空室有効利用)(再掲)
(資料3-1-6-8_施設利用状況調査)

達成度A

エ
3-6-⑨　組換えDNA実験安全管理規則の運用を継続
して行う。(8.1-②　再掲)

組換えDNA実験安全管理規則の運用を継続して行った。
令和元年度実験実施報告は6件であり、令和2年度の組換
えDNA実験及び動物実験を審査し、許可した件数は4件で
あった。
(資料3-1-6-9_組換えDNA実験計画書)

達成度A

エ
3-6-⑩　全学科において実験実習科目の実施時の安
全教育に「実験実習安全必携」を活用する。(8.1-
②　再掲)

全学科において実験実習科目の実施時の安全教育に「実
験実習安全必携」を活用した。
(資料3-1-6-10_実験実習安全必携) 達成度A

エ
3-6-⑪　排水管理WGを中心に学生のみならず、教職
員に対しても実験用薬液等の管理方法･教育を徹底
させる。(8.1-②　再掲)

面接授業が開始された後期(10/1(木))に排水管理マニュ
アル等の徹底を図るため、教職員に対してメール通知
(学生指導を含む)を行い、実験用薬液等の管理方法･教
育を徹底した。
(資料3-1-6-11_排水管理WG管理方法･教育)

達成度A

エ
3-6-⑫　全レベルに対応したバイオハザード指針に
沿って整備した「研究微生物安全管理規則」の運用
を引き続き進める。(8.1-②　再掲)

全レベルに対応したバイオハザード指針に沿って整備し
た「研究微生物安全管理規則」の運用を引き続き進め
た。
(資料3-1-6-12_研究微生物安全管理規則)

達成度A

エ
3-6-⑬　安全衛生委員会内で安全パトロールを定期
的に実施し、要改善箇所の対策を講ずる。(8.1-②
再掲)

毎月1回、安全衛生委員会で安全パトロールを定期的に
実施し、要改善箇所があった場合は、その対策を講じ
た。
(資料3-1-6-13_安全衛生委員会議事録)

達成度A



エ
3-6-⑭　教職員に対し、救急救命法講習会を実施す
る。(8.1-②　再掲)

教職員に対し、救急救命法講習会を実施することとして
いたが、コロナ禍の状況の中で、本年度の開催は中止し
た。教職員は提示された応急手当に関する動画を参考に
して、各自で応急手当の習得に努めた。
（資料3-1-6-14_救急救命法講習会）

達成度B
教職員に応急手当に関する参考動画を提示して、各自
で応急手当の習得に努めるようにしたが、救急救命法
講習会を実施することはできなかったことから、達成
度「B」として評価した。

エ
3-6-⑮　細菌の取扱いについての規定を整備してい
ないことから、その規則整備の必要性を検討のう
え、必要となった場合は対応する。(8.1-②　再掲)

細菌の取扱いに関する規則を整備していないことから、
その整備の必要性を検討のうえ、必要となった場合は対
応することとした。
(資料3-1-6-15_他機関細菌取扱要領)

達成度C
規則制定に至らなかったことから、達成度「C」として
評価した。

オ
3-6-⑯　高専機構のみならず、三重県等の外部機関
が主催するシンポジウムや講演会等に参加し、教職
員の意識向上を図る。(1.1-(3)-⑥　再掲)

三重県教育委員会が主催する高等学校教員を対象とする
研修講座一覧を教職員に周知し、教職員の参加を促し
た。また、3月までに実施が予定されている中勢地区高
等学校生徒指導連絡協議会講演会に参加することとして
いる。
(資料3-1-3-8_三重県教育委員会研修会)(再掲)

達成度C
教員への参加を促したが、三重県教育委員会が主催す
る講座への派遣には至らなかったことから、達成度
「C」として評価した。

オ
3-5-㉑　女性教職員による交流会を開催し、支援す
る。(1.1-(5)-③　再掲)

イノベーション交流プラザ内の男女共同参画エリアを活
用し、「女性教職員の就業環境改善」を議題として、3
月中旬に交流会を実施することとしている。
(資料3-1-3-4_第1回男女共同参画室会議議事要旨)(再
掲)

達成度A

オ
3-5-㉒　キャリア教育及び就職支援として、女子学
生に「高専女子フォーラム」に参加させる。(1.1-
(5)-③　再掲)

コロナ禍の状況により、今年度の「高専女子フォーラム
in関西2020」の開催は中止となっが、各学科において
キャリアガイダンスやOB･OGによる体験講演を実施し、
女子学生のキャリア形成支援の充実を図った。
(資料3-1-1-12_高専女子フォーラムin関西2020)(再掲)
(資料3-1-1-13_10月運営会議 進路支援委員長報告資
料)(再掲)

達成度B
高専女子フォーラムの中止により、例年どおりのキャ
リア教育の充実を一部、図ることができなかったが、
各学科においてキャリアガイダンスやOB･OGによる体験
講演を実施したことから、達成度「B」として評価し
た。



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
ウ

4-①　科研費申請スケジュールの説明会、高専機
構主催の科研費講演等、科学研究費補助金等外部
資金獲得のためのサポートを行う。(1.2-②)

科研費等外部資金獲得のためのサポートとして、富山高専が
主査を務める第三ブロック研究推進ボード主催の「研究力向
上と科研費獲得のための研究発表会」に教員を参加させた
(8/27(木)開催)。また、9/23(水)にTV会議システムで開催さ
れた機構本部が主催する科研費申請の説明会に教員を参加さ
せた。
(資料3-2-1_科研費説明会)

達成度S
機構本部が主催する科研費申請説明会等の他に、他高専
主催の研究発表会へも参加する等、外部資金獲得に積極
的に取組んだことから、達成度「S」として評価した。

エ

4-②　科学研究費補助金の申請率や採択率を向上
させるため、機構本部が実施する査読ネットワー
クの活用および本校が行う申請書の事前レビュー
を実施する。(1.2-②)

科学研究費補助金の申請率や採択率を向上させるため、第三
ブロック(富山高専主幹)と機構本部が実施する査読ネット
ワークの活用及び本校が行う事前レビューを実施した。
(資料3-2-2_科研費査読ネットワークの活用)

達成度S
第三ブロック主催の査読ネットワークを活用するなど、
採択率向上に努めたことから、達成度「S」として評価し
た。

Ⅲ2　社会連携に関する目標
　教育内容を学術の発展に即応させるため、継続して研究を行う。そのために必要な学術的研究のみならず先進的な研究、学科間を超えた複合・融合領域研究、産学官連携による共同研究・
　受託研究も推進する。これらの研究成果を発表や知的財産化等で広く社会に提供し、人材育成及び地域・産業界に貢献する。
　地域交流・地域連携・産学官連携等を通じて本校の教育研究の成果を社会に還元し、その連携協力に努める。

ア　競争的研究資金の導入等を通して学内研究活動の一層の活性化を図る。また、研究費助成事業の獲得に向けたガイダンスを実施する。
イ　教育内容を学術の発展に応じたものとするため、教員各自の専門的研究を推進する。
ウ　校長裁量経費の活用により、学科横断的な取組み、高等教育機関との連携などから、共同研究を推進する。
エ　本学の研究費獲得の、高専機構全体における位置付けは中位であり、また、安定した研究費獲得とはなっていない現状があることから、特に企業等とのマッチングを図るべく、
　　教員における情報発信に努めるとともに、連携する大学との研究推進に努める。
オ　教育研究フォーラムやシンポジウム等に積極的に参加し、研究成果を発表するとともに他校との教員交流を促進する。
カ　技術者教育等の地域における共通の問題を解決するため、近隣の大学等との連携・協働を推進する。
キ　産学官連携協力を積極的に推進するため、自治体、商工会議所、企業等と連携する共同研究プロジェクトや地域産業・社会に貢献できる研究テーマを創出し、実施する。
ク　SUZUKA産学官交流会が開催する交流フォーラムとサロンへの主体的取組み等、地域における産学官連携協力を積極的に推進する。
ケ　特許取得を奨励・支援するため、学内における知的財産権に関する認識の向上を図る。
コ　研究紀要の質の向上を図るため、査読制度を継続する。
サ　本校の地域貢献活動を企業や社会に明解に伝達できるよう、多様な媒体を用いた広報活動を展開する。
シ　本校の地域交流活動等を社会に明解に伝達できるよう、多様な媒体を用いた広報活動を展開する。
ス　地域の生涯学習機関としての役割を果たすため、公開講座、授業開放、オープンキャンパス事業、出前授業、図書館蔵書等を充実する。
セ　小中学校に対する理科教育支援活動を積極的に推進する。
ソ　広報活動を担うための学内組織である入試広報室を活用し、社会へ向けた体系的で効果的な広報活動を行う。
タ　産学官協働研究室を核とする教育･研究の活性化の拠点とする。
チ　高専機構において構想段階である「地域創生に貢献する全国高専地域イノベーション」に貢献する一拠点としての位置付けを確保する。
ツ　集約された研究設備の利用促進に貢献するセンターとしての役割を担う。
テ　教員の教育、研究、社会貢献等の活動に関するデータベースを充実し、教育の質の改善に活用する。(3.1-(4)教育の質の向上及び改善　再掲)

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ2　社会連携に関する目標



タ
4-③　産学官協働研究室を活用し、共同研究体制
の充実を図る。(1.2-②)

本年度は中小企業1社と大手企業2社に対し、産学官協働研究
室設立に向けて交渉を行い、中小企業1社については、本年
度からの研究室設立となった。また、GEAR5.0 未来技術の社
会実装教育の高度化(高専発！「Society5.0型未来技術人
財」育成事業)の採択を受け、協力校(4校)や連携校(9校)と
の協働･連携により、産学官協働研究室の全国展開を目指い
している。
(資料3-2-3_産学官協働研究室及びGEAR5.0の取組み)

達成度S
産学官協働研究室4社に加え、新たに地域企業1社が参画
することになったこと、及びGERA5.0の動きとして産学官
協働研究室(K-Team)を協力校、連携校を通じて全国展開
させることとしていることから、達成度「S」として評価
した。

ツ
4-④　共同研究推進センターの学内研究プロジェ
クト登録制度を継続して実施する。(1.2-②)

本年度、共同研究推進センターは、産学官連携や研究設備の
共同利用等を強化することを目的として改修が行われ、昨年
度までに実施してきた学科横断型の学内研究プロジェクト登
録制度は見直して、関係規則を廃止することとした。
(資料3-2-3_産学官協働研究室及びGEAR5.0の取組み)(再掲)
(資料3-2-4_共同研究推進センター改修図面)

達成度A
改修の目的が産学官連携強化やGEAR5.0の事業遂行等にあ
り、本校の運営方針に即した流れで現状の制度を見直し
たことから、達成度「A」として評価した。

エ
カ

4-⑤　高専連携プロジェクトによる長岡技術大
学、豊橋技術大学との共同研究を実施する。(1.2-
②)

高専連携プロジェクトによる長岡技術科学大学(2件採択)、
豊橋技術科学大学(3件採択)との共同研究を実施した。
(資料3-2-5_高専連携教育研究プロジェクト)

達成度A
豊橋技術科学大学ならびに長岡技術科学大学の高専連携
プロジェクトにあわせて8件申請し、5件の採択となった
ことから達成度「A」として評価した。

オ
カ

4-⑥　高専研究プロジェクトを活用することによ
り、他高専との研究活動を推進する。(1.2-②)

高専研究プロジェクトに関し、昨年度の研究ネットワークプ
ロジェクトで採択された「KOSENから非破壊検査規格を変え
る革新的センシング技術ネットワーク」が本年度の継続プロ
ジェクトに選定された。このプロジェクト活動を通して、鳥
羽商船高専や豊田高専等との共同研究活動を推進した。
(資料3-2-6_研究ネットワーク形成事業)

達成度A
継続プロジェクトに選定された「KOSENから非破壊検査規
格を変える革新的センシング技術ネットワーク」のプロ
ジェクト活動を通して、昨年度と同様に鳥羽商船高専や
豊田高専等との共同研究活動を推進したことから達成度
「A」として評価した。

ウ
キ
ク

4-⑦　共同研究、受託研究等の受入れ件数や受入
額を向上させるため、地元企業のみならず、大手
企業とのマッチングを図る。また、SUZUKA産学官
交流会、鈴鹿高専テクノプラザおよび技科大を始
めとする連携大学とのマッチング調査を推進す
る。(1.2-②)

共同研究、受託研究等の受入れ件数や受入額を向上させるた
め、地元企業のみならず、大手企業とのマッチングを図っ
た。また、鈴鹿高専テクノプラザ主催の技術者育成(実践的
技術者育成)、ランチミーティング(技術相談)及び連携教育
プログラムを通じた豊橋技科大とのマッチングを推進させて
いる。なお、近隣の鈴鹿医療科学大学とも医工連携を通じて
マッチングを推進させた。さらに、GEAR5.0 未来技術の社会
実装教育の高度化(高専発！「Society5.0型未来技術人財」
育成事業)の採択を受け、協力校(4校)や連携校(9校)との連
携により、共同研究、受託研究等の受入れ件数や受入額の向
上に努めた。
(資料3-2-3_産学官協働研究室及びGEAR5.0の取組み)(再掲)
(資料3-2-7_共同研究等受入れマッチングに関する取組み)

達成度A
GEAR5.0 未来技術の社会実装教育の高度化(高専発！
「Society5.0型未来技術人財」育成事業)の採択を受け、
協力校(4校)や連携校(9校)との連携により共同研究、受
託研究等の受入れ件数や受入額の向上に努めるととも
に、技術相談を通じた鈴鹿高専テクノプラザへの新規企
業の勧誘、大手企業との共同研究、受託研究等の受入れ
件数や受け入れ額の向上にも努めた。また、10月6日には
自動車関連大手企業とのランチミーティングを実施し、
技術マッチングを進めるなどの活動も促進したことか
ら、達成度「A」として評価した。

サ
シ

4-⑧　ビジネスマッチングの機会であるイベント
等への出展を推奨する。(1.2-②)

ビジネスマッチングの機会であるイノベーションジャパン
2020に1件採択され、出展した。
(資料3-2-8_イノベーション・ジャパン2020)

達成度A
本年度もイノベーションジャパン2020に1件採択され出展
したことから、達成度「A」として評価した。

エ
カ

4-⑨　鈴鹿医療大学との医工連携により、地域課
題解決型の取組みを推進するとともに、高専連携
プロジェクトによる技大との連携･協働を図る。
(1.2-②)

鈴鹿医療科学大学との医工連携による研究会を9/25(金)に開
催するなど、地域課題解決型の取組みを推進している。ま
た、高専連携プロジェクトによる豊橋技科大(3件採択)と長
岡技科大(2件採択)との連携を図っている。
(資料3-2-5_高専連携教育研究プロジェクト)(再掲)
(資料3-2-9_SUMS‐NITS医工連携研究会)

達成度S
医工連携による研究会を開催し、今後の研究連携等に関
する方針を継続的に議論したことを加味し、達成度「S」
として評価した。



キ
4-⑩　本校と鈴鹿高専テクノプラザとの共同活動
を活用し、参画企業等からの共同研究等の受け入
れを推進する。(1.2-②)

技術相談等を活用した結果として、鈴鹿高専テクノプラザの
企業会員と6件の共同研究を実施した。
(資料3-2-10_鈴鹿高専テクノプラザ共同研究)

達成度A

キ
ク

4-⑪　SUZUKA産学官交流会の会員企業との共同研
究を模索するため、交流フォーラム等を企画し、
産学官連携を推進する。(1.2-②)

7/9(木)に開催されたSUZUKA産学官交流会第1回役員会におい
て、コロナウイルス対策事業等を新設し、これまで実施して
きた事業を見直すことが提言された。これにより、これまで
実施してきたSUZUKA産学官交流会の会員企業との共同研究等
を実現するための根幹となるサロンや交流フォーラムが開催
されない状況となった。
(資料3-2-11_SUZUKA産学官交流会第1回役員会資料)

達成度C
SUZUKA産学官交流会の動向に合わせて協力しているが、
本年度はコロナ禍の状況により、SUZUKA産学官交流会と
の連携によるサロンや交流フォーラムを実施することが
できなかったことから、達成度「C」として評価した。

ケ

4-⑫　保有特許の棚卸を継続して実施し、不要な
知的財産であると判断された場合は、科学技術振
興機構(JST)の知財活用支援事業を活用する。
(1.2-②)

保有特許の棚卸を継続して実施し、不要な知的財産であると
判断された場合は、科学技術振興機構(JST)の知財活用支援
事業を活用することとしている。
(資料3-2-12_知的財産の棚卸と適正管理)

達成度A

ケ

4-⑬　学内パテントコンテスト(学生向け)の申請
指導、弁理士を招へいした知的所有権の重要性を
学ぶ各種講義（学生向け）を共に聴講すること
で、学内における知的所有権に関する認識の向上
を図る。(1.2-②)

6月下旬から7月上旬に審査を行った学内パテントコンテスト
(学生向け)の指導を行った。コロナ禍の状況から今年度は弁
理士を招へいした各種講義(講演、セミナー等)は開催できな
い状況にあった。
(資料3-2-13_学内パテントコンテスト実施要項)

達成度A

ケ

4-⑭　(独)工業所有権情報•研修館の知的財産に関
する創造力・実践力・活用力開発事業で構築した
知的財産教育プログラムに加え、低学年における
知的財産教育を充実させることで、知財教育・学
習のなお一層の促進、推進を図る。(1.2-②)

学内パテントコンテストを実施し、優秀な作品を選出した。
低学年の優秀作品について令和3年度INPITパテントコンテス
トの応募に向け学生指導を行った。また、学科第2学年が履
修するデザイン基礎を活用して、工業所有権協力センターが
主催する特許検索競技大会をサテライト校として開催するこ
とで、低学年における知的財産教育を充実させ、知財教育･
学習のなお一層の促進、推進を図った（3名の学生がス
チューデントコースで認定された）。
(資料3-2-14_知的財産教育充実)
(資料3-2-15_知的財産低学年教育)

達成度A

ケ
4-⑮　全学科の低学年を対象とした知的財産教育
の充実を図る。(1.2-②)

学内パテントコンテストを実施し、優秀な作品を選出するこ
とにより、全学科の特に低学年を対象とした知的財産教育の
充実を図った。
(資料3-2-15_知的財産低学年教育)(再掲)

達成度A

サ
シ
テ

4-⑯　紀要巻末に教員の研究活動記録および教育
研究実施経費（校長裁量経費）実施報告書を掲載
し研究活動の意識向上を図る。(1.2-③-1)

紀要巻末に教員の研究活動記録及び教育研究実施経費(校長
裁量経費)実施報告書を掲載し、研究活動の意識向上に努め
た。
(資料3-2-16_紀要第53巻(抜粋))

達成度A

サ
シ

4-⑰　紀要原稿の様式は統一性をより高める。
(1.2-③-1)

読者の視点に立ち、より読みやすい紀要となるよう、原稿の
様式を統一している。
(資料3-2-17_紀要執筆要領等)

達成度A

サ
シ

4-⑱　紀要はホームページへの掲載を進める。
(1.2-③-1)

紀要はホームページへの掲載を継続して行った。
(資料3-2-18_本校HP_紀要掲載) 達成度A



コ
4-⑲　外部有識者による査読を実施し、研究紀要
の質を確保する。(1.2-③-1)

外部有識者による査読を実施し、研究紀要の質の向上に努め
た。
(資料3-2-19_紀要査読要項)

達成度A

ク
4-⑳　SUZUKA産学官交流会において、サロンと
フォーラムを企画し実施する。(1.2-①)

7/9(木)に開催されたSUZUKA産学官交流会第1回役員会におい
て、コロナウイルス対策事業等を新設し、これまで実施して
きた事業を見直すことが提言された。これにより、これまで
実施してきたSUZUKA産学官交流会の会員企業との共同研究等
を実現するための根幹となるサロンや交流フォーラムが開催
されない状況となった。
(資料3-2-11_SUZUKA産学官交流会第1回役員会資料)(再掲)

達成度C
SUZUKA産学官交流会の動向に合わせて協力しているが、
本年度はコロナ禍の状況により、SUZUKA産学官交流会と
の連携によるサロンや交流フォーラムを実施することが
できなかったことから、達成度「C」として評価した。

サ
シ
ソ

4-㉑　毎年度1回、研究者データベースである
「researchmap」の更新と本校ホームページの「教
員一覧」の更新を教員に促し、実施する。(1.2-
①)

本年度は4月中旬を期限として、研究者データベースである
「researchmap」の更新と本校ホームページの「教員一覧」
の更新を実施した。
(資料3-2-20_研究者データーベース更新依頼)
(資料3-1-4-11_研究者データベース情報発信)(再掲)

達成度A
科学研究費補助金申請件数向上にあわせて、研究者デー
タベースである「researchmap」の更新と本校ホームペー
ジの「教員一覧」の更新を全教員に通知し、新任教員も
含めて更新を完了したことから、達成度「A」として評価
した。

サ
シ

4-㉒　毎年度、「技術だより」を発行する。(1.2-
①)

研究推進委員会の担当者で「技術だより」の企画をし、発行
した。
(資料3-2-21_技術だより)

達成度A
例年通りに「技術だより」を発行している。また、本年
度はコロナ禍における本学の遠隔授業に係る記事を企画
し、編集作業を進めたことから、達成度「A」として評価
した。

サ
シ
ソ

4-㉓　本校の地域貢献、地域交流活動等をホーム
ページに掲載するとともに、文教ニュース等に掲
載する。(1.2-③-2)

本校のホームページに掲載するとともに、文教ニュース等に
掲載した。
(資料3-1-1-2_本校HP_フォト広報)(再掲)
(資料3-1-1-4_FaceBook広報活動)(再掲)

達成度A

サ
シ

4-㉔ 　本校の地域貢献、地域交流活動等を地元報
道機関のみならず、全国紙に掲載できるよう、地
元報道機関以外にも情報提供する。(1.2-③-2)

鈴鹿市記者クラブを通じて地方紙への広報活動を行うととも
に、その他、東海地区の各種報道機関に情報提供を行い、広
報活動に努めた。また、10/21(水)に本校が年間を通じてど
のような学生支援活動等に取組んでいるのかを知って頂くこ
とを目的として「記者懇談会」を開催した。
(資料3-2-22_地域連携等の取組み事例新聞掲載)

達成度A
GEAR5.0 未来技術の社会実装教育の高度化(高専発！
「Society5.0型未来技術人財」育成事業)の採択、鈴鹿高
専テクノプラザ会員企業との協働研究室の設置、地場産
業の伊勢型紙とレーザー加工をテーマとしたオンライン
講座などの取り組みが日刊工業新聞、中日新聞などに掲
載されたことから、達成度「A」として評価した。

サ
シ
ソ

4-㉕　高専機構ホームページの「教育・広報関連
情報」に地域連携等による取組みを掲載する。
(1.2-③-2)

高専機構ホームページの「教育・広報関連情報」に地域連携
等による取組みをその都度、掲載した。
(資料3-2-23_機構本部ホームページ掲載)

達成度A

ス
セ

4-㉖　鈴鹿市教育委員会を通じて、中学校等に出
前授業を継続して実施する。(1.2-③-2)

本校から対応可能となる公開講座一覧を鈴鹿市教育委員会へ
提示し、教育委員会が鈴鹿市内の中学校と調整することで、
高校授業体験等を継続して実施した。
(資料3-1-1-8_鈴鹿市教育委員会出前授業)(再掲)

達成度A

セ
4-㉗　鈴鹿市少年少女発明クラブの活動を積極的
に支援し、本校でも小中学生の発明力向上を支援
するイベント等を実施する。(1.2-③-2)

鈴鹿市少年少女発明クラブの活動を積極的に支援し、本校で
も小中学生の発明力向上を支援するイベントを11/14(土)に
開催予定だったが、コロナ禍のため中止となった。
(資料3-2-24_鈴鹿市少年少女発明クラブ)

達成度C
支援は継続して実施していくが、コロナ禍の状況により
イベントが中止となったことから、達成度「C」として評
価した。



ス

4-㉘　公開講座、オープンカレッジ、ものづくり
体験教室、鈴鹿市主催のまなベルなどの実施後
は、満足度アンケートを継続的に行う。(1.2-③-
2)

公開講座、オープンカレッジ、ものづくり体験教室、鈴鹿市
主催のまなベルなどの実施後は、満足度アンケートを継続的
に行っており、実施した各科へ来年度の改善点等を検討頂く
ため、そのデータをフィードバックしている。
(資料3-2-25_公開講座等アンケート)

達成度A

ス
セ

4-㉙　鈴鹿市以外の県内地域への展開を検討し、
実践の可能性を探る。(1.2-③-2)

志願者数確保の観点から鈴鹿市以外の県内地域への展開が必
要であるとの判断がなされた場合は、その展開による可能性
を探ることとした。
(資料3-2-26_ものづくり体験教室資料送付通知文等)

達成度C
鈴鹿市以外の県内地域への展開が必要である場合、その
展開に対応することとしているが、本年度は実績がな
かったことから、達成度「C」として評価した。

シ
ソ

4-㉚　広報誌「鈴風」「ポケットガイド」を発行
し、その充実を図る。(1.2-③-1)

広報誌「鈴風」「ポケットガイド」を発行し、その充実を
図った。
(資料3-2-27_鈴鹿高専ポケットガイド2020)

達成度A

サ
シ
ソ

4-㉛　広報誌等は、各種行事等で積極的に配付
し、本校ＰＲに努める。(1.2-③-1)

広報誌等は、各種行事等で積極的に配付し、本校PRに努め
た。
(資料3-2-27_鈴鹿高専ポケットガイド2020)(再掲)

達成度A

サ
シ

4-㉜　要覧に代わるホームページの作成を継続す
る。(1.2-③-1)

要覧に代わるホームページの作成・対応を継続して行ってい
る。
(資料3-2-28_本校HP_要覧掲載)

達成度A

サ
シ
ソ

4-㉝　公式FaceBookの作成を継続し、広報活動に
努める。(1.2-③-1)

公式FaceBookの作成を継続し、広報活動に努めた。
(資料3-1-1-4_FaceBook広報活動)(再掲) 達成度A

キ
タ
チ

4-㉞　新たな取組みである産学官協働研究室の役
割を維持できるよう、誘致企業の確保に努める。
(1.2-②)

本年度は中小企業1社と大手企業2社に対し、産学官協働研究
室設立に向けて交渉を行い、中小企業1社については、本年
度からの研究室設立となった。また、GEAR5.0 未来技術の社
会実装教育の高度化(高専発！「Society5.0型未来技術人
財」育成事業)の採択を受け、協力校(4校)や連携校(9校)と
の協働･連携により、産学官協働研究室の全国展開を目指し
ている。
(資料3-2-3_産学官協働研究室及びGEAR5.0の取組み)(再掲)
(資料3-2-7_共同研究等受入れマッチングに関する取組
み)(再掲)
(資料3-2-22_地域連携等の取組み事例新聞掲載)(再掲)

達成度S
産学官協働研究室4社に加え、新たに地域企業1社が参画
することになったこと、及びGERA5.0の動きとして産学官
協働研究室(K-Team)を協力校、連携校を通じて全国展開
させることとしていることから、達成度「S」として評価
した。

タ
チ
ツ

4-㉟　高専機構の方針に従い、共同研究推進セン
ターの利用促進のための多方面からの整備を行
う。(1.2-②)

機構本部が示す概算要求(施設整備計画)の方針に従い、共同
研究推進センター(材料分析室含む)の利用促進に向けた整備
を行うことが決定しており、その改修工事が9月中旬から開
始され、2月末に完了した。
(資料3-2-3_産学官協働研究室及びGEAR5.0の取組み)(再掲)
(資料3-2-4_共同研究推進センター改修図面)(再掲)

達成度A

サ
ツ

4-㊱　広報活動に努め、技術相談等から研究設備
の利用促進に努める。(1.2-②)

産学連携強化における広報活動を常に行っており、技術相談
からの研究設備利用促進にも努めた。
(資料3-2-29_研究設備利用促進)

達成度A



サ
シ
テ

3-4-⑬　本校ホームページに掲載のある「教員一
覧」、研究者データベースである「researchmap」
や「国立高専研究情報ポータル」の情報更新を行
い、研究・技術シーズとして情報発信を行う。
(1.2-①　再掲)

研究者データベースである「researchmap」の更新を6月末を
締切として実施した。また、研究･技術シーズを分かりやす
く外部発信するため、昨年度から「教員紹介」をホームペー
ジに掲載している。
(資料3-1-4-11_研究者データベース情報発信)(再掲)

達成度A

ア
イ
ウ

6-③　科研費説明会の開催、校長裁量経費の有効
利用等により、教員が積極的に競争的資金の獲得
を目指す環境づくりを行う。(1.2-②　再掲)

第三ブロック研究推進ボード(事務担当：富山高専)主催の
「研究力向上と科研費獲得のための研究発表会」(8/27(木)
開催)へ参加し、また、9/23(水)に開催された機構本部主催
の科研費説明会(TV会議システム)にも参加し、積極的な外部
資金獲得に取組んだ。なお、校長裁量経費を教員へ配分する
に際し、外部資金への申請を念頭とした公募型で対応した。
(資料3-2-1_科研費説明会)(再掲)
(資料3-2-30_令和2年度学内教育研究推進費(校長裁量経費))

達成度A

オ
カ

6-④　鳥羽商船高専との連携強化推進委員会によ
り、連携を推進する。(1.2-②　再掲)

本年度はコロナ禍の状況により、連携強化推進委員会の開催
は中止となったが、コロナ禍における授業等の学生支援に関
する情報交換を行った。
(資料3-2-31_鳥羽商船高専連携強化推進委員会協定書)

達成度B
連携強化推進委員会は中止となったが、コロナ禍におけ
る授業や寮の学生支援の在り方等に関する情報交換を
行ったことから、達成度「B」として評価した。



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア

5-①　学術交流協定を結んでいる海外の教育機関
と交流活動を実施する。(1.3-③-1)
　(1)アメリカ・オハイオ州立大学へ
　　 教員・学生を派遣する。
　(2)専攻科学生を語学研修のため、カナダ・
     ジョージアンカレッジに派遣する。
　(3)中国・常州信息職業技術学院と
　　 教員・学生の派遣または受入を行う。

学術交流協定を結んでいる海外の教育機関と交流活動を計画し
ていたが、コロナ禍の状況の中で海外渡航が制限され、交流活
動を実施することができなかった。
なお、本年度から学術交流協定を締結している海外の教育機関
との調整により、長期･短期留学生受入れなどを念頭においた
協定書の内容見直しを検討した。
また、トゥルク応用科学大学(フィンランド)との交流を促進す
るために、学術交流協定書締結に向けた調整を本年度から行っ
ている。
(資料3-3-1_国際交流在り方WG議事録及び学術交流協定書)

達成度B
学術協定を締結している海外の教育機関との交流
活動はできなかったが、長期･短期留学生受入れ
などを前提とした協定書の見直しを検討したこと
と、海外交流機関の新規開拓に関する検討を始め
たことから、達成度「B」として評価した。

ウ
5-②　テマセク・ポリテクニック技術英語研修等
への参加を支援する。(1.3-③-2)

コロナ禍の状況で海外渡航が制限される中、本年度の募集はな
かったが、平成29年度に学生1名が採用され、9/10(日)～
9/19(火)の期間にシンガポールへ派遣した実績がある。
なお、奈良高専からの協力依頼により、テクノプレナーシップ
(対象国:シンガポール)としての受入れを予定していたが、コ
ロナ禍の状況により中止となった。
(資料3-3-2_テマセク･ポリテクニック技術英語研修募集要項
等)
(資料3-3-3_テクノプレナーシップ受入れ調整メール)

達成度C
コロナ禍の状況から募集がなく、技術英語研修等
への参加を支援することができなかったことか
ら、達成度「C」として評価した。

エ
5-③　在外研究員制度を利用し教員の海外派遣を
推奨する。(1.3-②)

機構本部から在外研究員制度に関する通知があり、本校として
その制度を推奨すべく内部調整をしたが、本年度は海外派遣を
見送ることとなった。
（資料3-3-4_在外研究員制度活用）

達成度C
本年度は海外派遣を見送ることとなったことか
ら、達成度「C」として評価した。

イ
5-④　機構の海外インターンシップへの参加を推
進する。(1.3-③-1)

コロナ禍で海外渡航が制限される状況ではあるが、高専機構海
外インターンシッププログラムの募集が開始されれば、Moodle
上で参加を推進することとしている。
(資料3-1-2-21_海外インターンシップ参加推進)(再掲)

達成度C
募集が開始されれば、積極的に参加をさせること
としていたが、コロナ禍の状況で参加を推進でき
なかったことから、達成度「C」として評価し
た。

Ⅲ3　国際交流に関する目標
　外国の高等教育機関との協定に基づく学生の国際交流を継続発展させ、国際的な視野と知見を備えた技術者の育成を図るとともに、留学生の受入れを積極的に行う。
　また、学生が積極的に海外へ飛び立つ機会を拡充するとともに、教員や学生の国際交流活動を推進する。

ア　学生や教職員の国際交流を促進するため、米国・オハイオ州立大学への学生交流派遣を継続実施するとともに、カナダ・ジョージアンカレッジと中国・常州信息職業技術学院等
　　との国際交流を強化する。
イ　高専機構主催の海外インターンシップにも積極的に学生を派遣する。
ウ　留学生と日本人学生および地域社会、ならびに他高専留学生との交流活動を積極的に支援する。
エ　国際交流センターの取組みを積極的に活用する。
オ　高専機構の受け入れ方針に従い、本校の実態を踏まえたうえで、比率向上に努める。

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ3　国際交流に関する目標



イ
5-⑤ トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム
等への学生の応募を推進する。(1.3-③-3)

「トビタテ！留学JAPAN」への応募及び採択の促進を図ること
を目的として、12/21(月)に開催された機構本部主催の学生向
け説明会に参加した。昨年度実績として、学生1名がドイツの
ハノーファー大学で8/19(月)～9/30(月)の期間にインターン
シップを行っている。
(資料3-3-5_トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム)

達成度A

イ
5-⑥　他高専が主催する海外インターンシップへ
の参加を支援する。(1.1-(2)-②-1、1.3-③-1)

コロナ禍の状況から海外渡航が制限され、他高専が主催するイ
ンターンシップも中止となった。昨年度実績としては、富山高
専主催の「北アイルランドインターンシップ」に8/18(日)～
9/16(月)の期間で学生2名を派遣したこと、及び熊本高専主催
の「高専生のための英語キャンプ2019」でシンガポールに
8/19(月)～8/31(土)の期間で学生1名を派遣した。
(資料3-1-2-9_グロ-バルエンジニアプログラム)(再掲)

達成度C
募集が開始されれば、積極的に参加を支援するこ
ととしていたが、コロナ禍の状況で実施できな
かったことから、達成度「C」として評価した。

イ
5-⑦　専攻科のグローバルエンジニアプログラム
学生を対象に国際インターンシップの派遣を実施
する。(1.1-(2)-①-2、1.3-③-1)

コロナ禍の状況から海外渡航が制限されたこともあり、本年度
の専攻科生対象における国際インターンシップは中止とした。
なお、昨年度は鈴鹿高専テクノプラザ会員企業のベトナム生産
法人にインターンシップ履修学生として派遣した。
(資料3-1-2-10_第２回専攻科分科会議事録)(再掲)
(資料3-3-6_本年度国際インターンシップ派遣中止連絡)

達成度C
企業との調整で受入れ可能となれば、積極的に専
攻科学生を参加させることとしていたが、コロナ
禍の状況で実施できなかったことから、達成度
「C」として評価した。

エ
5-⑧　ISTS 2020およびISATE2020における技術英
語研修・発表等への参加者を募り、支援を継続す
る。(1.3-②)

コロナ禍の状況からISTS 2020は開催中止、ISATE2020は2021年
に開催を延期し、 ISATE2021として開催されることが決定して
いることから、本年度の支援は見送ることとなった。
(資料3-3-7_第14回国際工学教育研究集会(ISATE2020)の開催延
期等)

達成度B
コロナ禍の状況により本年度は中止･延期となっ
たが、2021年度開催に参加することを決定してい
ることから、達成度「B」として評価した。

オ
5-⑨　全国国立高専による私費外国人留学生対象
の3年次編入学試験の実施に協力する。(1.3-④-
1)

機構本部の通知に従い、私費外国人留学生の3年次編入学試験
を実施した。
(資料3-3-8_私費外国人留学生対象3年次編入学試験実施)

達成度A

ウ
5-⑩　留学生の学習補助や学生生活全般のサポー
トを行うために、日本人学生によるチューター制
度を継続して行う。(1.3-④-1)

チューター制度は第3学年及び第4学年に在籍する留学生に対し
て適用している。また、生物応用化学科の留学生については、
第4学年にコース分けが行われるため、複数名のチューターを
付けて、コース分け後もチューター制度の利用が可能なように
配慮して実施している。
(資料3-1-1-15_留学生チューター推薦依頼)(再掲)

達成度A

ウ
5-⑪　留学生に対し、日本語を読む・書く・話
す・聞く能力を高める授業を継続して行う。
(1.3-④-1)

留学生に対して、日本語教育の授業を最大で週2コマ開講して
おり、留学生の日本語能力向上に寄与した。
(資料3-1-1-16_シラバス(日本語教育ⅠA))(再掲)

達成度A

ウ
5-⑫　専門教育の基礎的な部分を補うために、留
学生の個々の学力を確認しながら、第2学年まで
の専門科目の補講を行う。(1.3-④-1)

第3学年に編入学してくる留学生に対して、低学年で学ぶ専門
分野を復習するため、学級担任が中心となって各学科で週1コ
マ実験実習を含めた多角的な講義を行い、留学生の学力の到達
度を確認しながら、他の同学年学生と同水準になるよう努めて
いる。
(資料3-1-1-17_学年別時間割(留学生))(再掲)

達成度A



ウ
5-⑬　東海地区5高専に在学する外国人留学生に
対する研修会に留学生を参加させる。(1.3-④-1)

機構本部からの予算示達がなされないとのことが決定したこと
から、本年度より東海地区5高専に在学する外国人留学生に対
する研修会は取りやめることとなった。なお、鳥羽商船高専と
の留学生交流プログラムは実施し、留学生が参加する。
(資料3-1-1-18_令和2年度留学生交流会)(再掲)

達成度B
東海地区5高専の留学生研修会は、機構本部から
の予算示達の関係から本年度より中止とせざるを
得ない状況となったが、鳥羽商船高専との留学生
交流プログラムを継続して実施することとしてお
り、達成度「B」として評価した。

ウ
5-⑭　留学生関連行事として、実地研修旅行、校
長との懇談会、進路支援相談会、留学生交流会を
引き続き実施する。(1.3-④-1)

鳥羽商船高専と合同で実地研修旅行を実施する。また、留学生
交流会は、12/18(金)に日本人学生と留学生が共同して当該会
の運営等を行った。なお、進路支援相談会･校長との懇談会に
ついては、学年末試験終了後に行う。
(資料3-1-1-18_令和2年度留学生交流会)(再掲)

達成度A

オ
5-⑮　本科3学年への外国人留学生の受入れのほ
か、本科1年次や専攻科への受入れを推進する。
(1.3-④-1)

機械工学科に1名(マレーシア)、生物応用化学科に2名(モンゴ
ル、カンボジア)受入れている。
(資料3-1-1-14_国立高等専門学校編入学試験学生募集要項[外
国人対象])(再掲)

達成度A

オ

5-⑯　専攻科への受け入れを推進するため、第3
学年に編入学してくる留学生に対して、低学年で
学ぶ専門分野を復習するため、学級担任が中心と
なって、各学科で週1コマ実験実習を含めた多角
的な講義を行い、留学生の学力の到達度を確認し
ながら、他の同学年学生と同水準になるように努
める。(1.3-④-1)

第3学年に編入学してくる留学生に対して、低学年で学ぶ専門
分野を復習するため、学級担任が中心となって各学科で週1コ
マ実験実習を含めた多角的な講義を行い、留学生の学力の到達
度を確認しながら、他の同学年学生と同水準になるように努め
ている。クラス内順位の結果から一部の対象学生を除き、ほぼ
同学年学生と同水準に到達していると判断できる。
(資料3-1-1-17_学年別時間割(留学生))(再掲)
(資料3-3-9_留学生学力の到達度確認)

達成度A



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
イ

6-①　本校の運営規則に基づき、各種委員会におけ
るその活動状況について担当委員長から活動実績を
報告させ、効果的な学校運営を行う。(1.1-(4)-②
再掲)

本校の運営規則に基づき、各種委員会等における活動状況を中間時点
でPDCA推進会議(10/22開催)にてチェックし、効果的な学校運営へ反映
させた。
(資料3-1-4-16_令和2年度第1回PDCA推進会議議事録)(再掲)

達成度A

ア

6-②　優秀な活動をした教員に対しては、教育研究
奨励賞授与を継続的に行うとともに、研究において
は各教員の個人研究、共同研究に校長裁量経費より
支援する活動も継続的に実施する。(1.1-(3)-⑦
再掲)

優秀な活動をした教員に対しては、教育研究奨励賞授与を継続的に行
うとともに、研究においては各教員の個人研究、共同研究に校長裁量
経費より支援する活動も継続的に実施した。
(資料3-1-3-13_教育研究奨励賞･校長裁量経費)(再掲)

達成度A

ア
6-③　科研費説明会の開催、校長裁量経費の有効利
用等により、教員が積極的に競争的資金の獲得を目
指す環境づくりを行う。(1.2-②　再掲)

第三ブロック研究推進ボード(事務担当：富山高専)主催の「研究力向
上と科研費獲得のための研究発表会」(8/27(木)開催)へ参加し、ま
た、9/23(水)に開催された機構本部主催の科研費説明会(TV会議システ
ム)にも参加し、積極的な外部資金獲得に取組んだ。なお、校長裁量経
費を教員へ配分するに際し、外部資金への申請を念頭とした公募型で
対応した。
(資料3-2-1_科研費説明会)(再掲)
(資料3-2-30_令和2年度学内教育研究推進費(校長裁量経費))(再掲)

達成度A

Ⅲ4　管理運営に関する目標
　校長のリーダーシップの下に、運営会議を中心とした施策立案、審議執行及び評価監査のサイクルを確立するとともに、迅速かつ効率的な運営を図るため、運営会議及び各種委員会
　の位置付け、機能及び審議・協議事項の明確化を図る。
　また、本校における教育研究等の活動全般について自己点検・評価を行うとともに、広く外部からの意見を取り入れ、開かれた学校運営を行う。
　さらには、限られた各種資源を戦略的に配分するため、本校の運営方針に基づき、重点的に資源配分する仕組みを整備するとともに、教職員が行う業務の改善に努める。また、事務
  処理の効率化・簡素化並びに事務職員及び技術職員の資質の向上にも努める。
　業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、政府の方針を踏まえ、情報システム環境を整備する。

ア　校長のリーダーシップのもと迅速かつ効率的な学校運営を図る。
イ　各種委員会の位置付け、機能及び審議事項を明確にし、効果的かつ効率的な学校運営を行うとともに、本校のPDCAサイクルシステムに基づいて委員会活動の成果・効果を評価
    しつつ改善を図る。
ウ　学校の管理運営に関する不断の点検評価と継続的な改善を行う。
エ　内部監査体制を構築し、また他高専等と連携して、監査の強化を図る。
オ　機構本部策定の「公的研究費等に関する不正使用の再発防止策」を確実に実施する。
カ　教職員の職務状況を客観的に評価し、その評価を全教職員の資質の向上と業務運営の効率化に反映させる。また、学校経営の観点から業務内容と業務量の見直しを行い、適正な
    人員配置（アウトソーシングを含む。）と業務の合理化・効率化を図る。
キ　職員の能力開発と専門性の向上のため、民間等で行う研修を含めた研修会に積極的に参加させる。
ク　学校の課題やリスクに対し、研修や倫理教育等を通じて全教職員の意識向上に取り組む。
ケ　職員の採用・人事交流に当たっては、専門的知識や技能を有する人材を確保する。
コ　再雇用等定年後の雇用について、合理的･効果的な方法を検討し実施する。
サ　業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、規則や手順等を整備する。
シ　コンプライアンス意識向上に関し、学内における意識啓発を行う。
ス　安全衛生委員会によるパトロールの実施等により、学内の安全管理に取組む。
セ　学生向けのネットワークセキュリティ講習会、或いは教職員向けの講習会を実施する。
ソ　安否確認システムについて、学生および教職員に対して適切に連絡が行くように登録・更新を周知する。

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ4　管理運営に関する目標



ア
6-④　鳥羽商船高専との連携強化推進委員会によ
り、連携を推進する。(1.2-②　再掲)

本年度はコロナ禍の状況により、連携強化推進委員会の開催が中止と
なったが、コロナ禍における授業等の学生支援に関する情報交換を
行った。
(資料3-2-31_鳥羽商船高専連携強化推進委員会協定書)(再掲)

達成度B
連携強化推進委員会は中止となったが、コロ
ナ禍における授業や寮の学生支援の在り方等
に関する情報交換を行ったことから、達成度
「B」として評価した。

ウ

6-⑤　本校独自の評価基準に基づく、自己点検評価
及び第三者評価に対応する「自己点検評価一覧」を
活用し、点検評価・改善を継続的に実施する。
(1.1-(4)-②　再掲)

本校独自の評価基準に基づく自己点検評価及び第三者評価に対応する
「自己点検評価一覧」を活用し、点検評価･改善を継続的に実施すると
ともに、自己点検あるいは第三者評価の際の書類作成を円滑とするた
め、5/29(金)までに年度計画の確認、10/9(金)までに中間報告、
2/12(金)までに年度末報告としてPlanシートとCheckシートの作成を各
委員会等で行った。
(資料3-1-4-17_自己点検評価一覧等)(再掲)

達成度A

ウ
6-⑥　点検評価活動に資するため、各種会議等の議
事録について、学内ウェブページへの掲載を継続す
る。(1.1-(4)-②　再掲)

点検評価活動に資するため、各種会議等の議事要旨について、学内
ウェブページ(教職員ページ)への掲載を継続している。
(資料3-1-4-18_各種会議等の議事録学内Webページ掲載)(再掲)

達成度A

エ
6-⑦　高専機構の方針に従い、他高専との相互間監
査を通じて、監査の強化を図る。(8.4-②-3、8.4-
③　再掲)

高専機構の通知に従い、本年度は豊田高専における相互監査(本校受
審)を11/27(金)に実施した。その監査にて指摘を受けた事項は、改善
策を樹立したうえで実行した。
(資料3-4-1_高専相互会計内部監査)

達成度A

エ
オ

6-⑧　本校の内部監査と特別監査を継続実施し、公
的研究費等に関する不正使用等の防止に努める。
(8.4-②-3、8.4-③　再掲)

本校の内部監査と特別監査を6/29(月)-6/30(火)に実施し、特に公的研
究費等に関する不正使用等の有無について、重点的に確認をした。
(資料3-4-2_内部監査及び特別監査) 達成度A

カ
6-⑨　教員の教育業績等に関する評価の取扱い等に
基づき、教員に対し評価を行い、その結果を賞与等
に反映させる。(1.1-(3)-⑦　再掲)

教員の教育業績等に関する評価の取扱い等に基づき、教員に対し評価
を行い、その結果を賞与等に反映させた。
(資料3-1-3-14_教員による教育研究報告)(再掲)

達成度A

カ

6-⑩　職員についても独立行政法人国立高等専門学
校機構職員人事評価実施要領を基礎として、本校に
おける職員評価制度を実施するとともに、評価結果
に基づき賞与等に反映させる。(1.1-(3)-⑦　再掲)

職員についても独立行政法人国立高等専門学校機構職員人事評価実施
要領を基礎として、本校における職員評価制度を実施するとともに、
評価結果に基づき賞与等に反映させている。
(資料3-1-3-15_職員人事評価の実施)(再掲)

達成度A

キ
6-⑪　事務職員及び技術職員の能力向上を図るた
め、地方自治体、民間等外部団体主催の研修に積極
的に参加する。(8.2-(1)-⑤　再掲)

財務省主催の政府関係法人会計事務職員研修や総務省主催の情報シス
テム統一研修等に参加した。
(資料3-4-3_事務職員及び技術職員研修)

達成度A

ケ

6-⑫　事務職員等の採用・人事交流にあたっては、
近隣の国立大学法人等との計画的な交流を実施する
ことで多様性のある人材の確保に努める。(8.2-
(1)-⑤　再掲)

事務職員の人事交流として、三重大学から4名、名古屋大学から1名を
受入れており、計画的な交流を実施することで多様性のある人材の確
保に努めている。
(資料3-4-4_事務職員採用･人事交流)

達成度A

ケ
6-⑬　高専機構制定の「高専間職員交流制度実施要
項」に基づき、他高専との人事交流を実施する。
(8.2-(1)-⑤　再掲)

高専機構制定の「高専間職員交流制度実施要項」に基づき、鳥羽商船
高専及び鈴鹿高専における職員の人事交流に関する覚書を交わし、双
方で職員1名を交流させている。
(資料3-4-5_高専間職員人事交流)

達成度A



キ
6-⑭　高専機構として実施する新任、中堅、管理職
対象の研修や情報系の研修会に積極的に参加する。
(8.2-(1)-⑤　再掲)

高専機構主催で開催される人事事務担当者説明会や若手職員研修会な
ど、積極的に参加している。また、オンデマンド形式で開催される国
立大学法人等情報化発表会にも情報系の研修会として参加している。
(資料3-4-6_高専機構主催研修会)

達成度A

コ
6-⑮　再雇用制度を有効活用するため、第3ブロッ
ク内の定年退職者を再雇用教員として受入れ、本校
教員との交流を推進する。(8.2-(1)-⑤　再掲)

昨年度までは和歌山高専を定年退職された教員1名を教養教育科再雇用
教員(嘱託教授)として受入れていたが、任期である2年を経過したこと
から、引続き非常勤講師として採用し、これまで和歌山高専で培って
きた経験をもとに本校教員との交流を推進している。
(資料3-4-7_再雇用制度(定年退職者人事交流)有効活用)

達成度A

セ
6-⑯　学内ネットワークの円滑かつ安全な利用を目
的とした学生・教職員向けの講習会（セキュリ
ティー講習会等）を継続する。(8.3　再掲)

学内ネットワークの円滑かつ安全な利用を目的とした学生･教職員向け
の講習会(セキュリティー講習会等)を実施した。
(資料3-4-8_研究室・クラブ等の学生向け情報セキュリティ講習会)

達成度A

ク
シ

6-⑰　教職員会議等で意識啓発を行うほか、コンプ
ライアンスに関するセルフチェックを実施する。
(8.4-②-2、8.4-②-3　再掲)

10/14(水)に開催した教職員会議で研究者倫理、研究費の不正使用防止
に関する研修会を開催し、コンプライアンスに関する意識啓発を図っ
た。また、4/22(水)を期限として、情報セキュリティ強化に関するセ
ルフチェックをOffice365 Teams上で行った。
(資料3-4-9_意識啓発及び情報セキュリティ強化意識向上)

達成度A

ス
6-⑱　毎月1回安全衛生委員会を開催し、安全管
理、事故防止に関する具体的方策を必要に応じ検討
し、実行する。(8.1-②　再掲)

毎月1回、安全衛生委員会を開催し、安全管理･事故防止に関する具体
的方策を必要に応じ検討し実行した。
(資料3-4-10_安全衛生委員会議事録)

達成度A

サ
セ

6-⑲　学生向けのネットワークセキュリティ講習
会、或いは教職員向けの講習会を実施する。なお、
情報インシデントへの対応については、運営会議及
び教職員会議での注意喚起のほか機会あるごとに情
報提供等を行う。(8.3　再掲)

10/30(金)を視聴期限として、学内LANを使用する研究室やクラブ･プロ
ジェクト等の所属学生を対象に情報セキュリティ講習会をOffice365
Teams上で実施した。なお、情報インシデントへの対応については、発
生した段階で教職員に対するメールによる注意喚起、運営会議におけ
る報告をすることにより、その都度の情報提供を行った。
(資料3-4-8_研究室・クラブ等の学生向け情報セキュリティ講習会)(再
掲)
(資料3-4-11_情報セキュリティインシデント発生時対応等)

達成度A

ソ
6-⑳　定期的に実施される防災訓練中に安否確認訓
練も行い、学生の安否確認システムへの登録率を把
握する。

コロナ禍の状況の中で、7月上旬に予定していた防災訓練を実施できな
かったため、安否確認訓練は行っていない。なお、学生･教職員の安否
確認システム（「すぐメール」）への登録は、コロナウイルス感染症
に関する本校からの通知を情報発信する必要が生じたことから、その
際に登録を学生･保護者及び教職員に対し促した。
(資料3-4-12_鈴鹿高専「すぐメール」の再登録のお願い)

達成度B
コロナ禍の状況の中で安否確認訓練は実施で
きなかったが、安否確認システムへの登録率
向上に努めたことから、達成度「B」として評
価した。



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
6-④　鳥羽商船高専との連携強化推進委員会によ
り、連携を推進する。(1.2-②　再掲)

本年度はコロナ禍の状況により、連携強化推進委員会
の開催は中止となったが、コロナ禍における授業等の
学生支援に関する情報交換を行った。
(資料3-2-31_鳥羽商船高専連携強化推進委員会協定
書)(再掲)

達成度B
連携強化推進委員会は中止となったが、コロナ禍にお
ける授業や寮の学生支援の在り方等に関する情報交換
を行ったことから、達成度「B」として評価した。

ア
7-①　第3ブロック内で人事交流の連携強化に努め
る。(8.2-(1)-⑤　再掲)

鳥羽商船高専及び鈴鹿高専における職員の人事交流に
関する覚書により、双方で職員1名を交流させている。
(資料3-4-5_高専間職員人事交流)(再掲)

達成度A

ア
7-②　第3ブロックの校長会議、事務部長会議等を
通じて、様々な連携･情報交換を行う。(8.4-①-2、
8.4-①-3　再掲)

5/1(金)と9/28(月)に開催された機構本部主催の校長･
事務部長会議、6/11(木)に開催された第3ブロック校長
会議等を通じて、様々な情報交換を行った。また、5月
から毎週月曜日に第3ブロックの校長がビデオ会議シス
テムを利用することにより、コロナ禍における学生支
援の在り方等に関する情報交換を行ってきた。
(資料3-5-1_校長会議･事務部長会議連携･情報交換)

達成度A

Ⅲ5　その他
　校長のリーダーシップのもとで近隣高専との連携を考慮しながら、本校の将来像を構築する。

ア　校長のリーダーシップのもとで近隣高専との連携を考慮しながら、本校の将来像を検討し将来構想計画を策定する。

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ5　その他



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
イ

8-1-①　教育・研究・管理運営等の業務において、
鳥羽商船との連携強化に努めるとともに、第3ブ
ロック内の高専との連携の在り方を探る。(2.1)

本年度はコロナ禍の状況により、連携強化推進委員会の開催
を中止となったが、5/1(金)と9/28(月)に開催された機構本部
主催の校長･事務部長会議、6/11(木)に開催された第3ブロッ
ク校長会議等を通じて、様々な情報交換を行った。また、5月
から毎週月曜日に第3ブロックの校長がビデオ会議システムを
利用することにより、コロナ禍における学生支援の在り方等
に関する情報交換を行ってきた。
(資料3-2-31_鳥羽商船高専連携強化推進委員会協定書)(再掲)
(資料3-5-1_校長会議･事務部長会議連携･情報交換)(再掲)

達成度B
連携強化推進委員会は中止となったが、コロナ禍
における授業や寮の学生支援の在り方等に関する
情報交換を行ったことから、達成度「B」として
評価した。

ア
ウ

8-1-②　予算の効率的な運用を策定し、運営費交付
金の縮減に対応する。(2.1)

運営費交付金の縮減に対応(効率化係数による予算配分減少に
対応)するため、予算配分構成を見直し、教育･研究に重みを
おいた予算配分とした。また、校長裁量経費も教育･研究に重
みをおいた効率的な配分計画へと見直しを行った。
(資料4-1-1_効率的予算策定)

達成度A

ア
イ

8-1-③　管理運営に関する各種委員会の再編による
効率的運用や事務組織との緊密な連携により、一般
管理費の縮減の節約に努める。(2.1)

昨年度検討した学内組織(校務分担)を本年度当初から実行し
たが、昨年度に引続き、更なる管理運営の効率化へと繋げる
ため、各種委員会の再編を行った。また、1-2年後を目途に教
育体制整備における教員数削減に耐えうるべく、各種委員会
等のスリム化を図ることとしている。
(資料3-1-3-7_教員人員枠整理方針)(再掲)
(資料4-1-2_各種委員会再編･効率的運用)

達成度A

Ⅳ1　一般管理費等の効率化
　運営費交付金の減額による支障が発生しないように業務の効率化を図る。

ア　中長期的な観点に立った適切な人員管理を策定するとともに、本校全体の人事方針に基づく運用・調整を行う。
イ　管理業務を全般的に見直し、業務の合理化と効率的運用を図る等、運営費交付金の減額による支障の発生しないよう継続的な努力をする。
ウ　教職員の職務状況を客観的に評価し、その評価を全教職員の資質の向上と業務運営の効率化に反映させる。また、学校経営の観点から業務内容と業務量の見直しを行い、適正な人員
　　配置（アウトソーシングを含む。）と業務の合理化・効率化を図る。(3.4　管理運営に関する目標　再掲)

第4期中期目標　Ⅳ　業務運営の効率化に関する事項

第4期中期計画　Ⅳ1　一般管理費等の効率化



イ

8-1-④　新規事業の開拓や既存事業の新たな発展に
向け教職員の積極的な参画を図るとともに、外部資
金の獲得を推進することで一般管理費からの配分を
抑える。(2.1)

文部科学省、経済産業省、科学技術振興機構等が公募してい
る事業に対し、新たな発展に向けた積極的な公募を推進して
おり、また、科研費の申請率向上に向けた取組みや共同研究
等(産学官協働研究室含む)の受入れ件数を増やすことへの取
組みを強化し、外部資金を獲得することによる一般管理費か
らの配分(支出)を押さえるように努めた。なお、GEAR5.0 未
来技術の社会実装教育の高度化(高専発！「Society5.0型未来
技術人財」育成事業)の採択を受け、協力校(4校)や連携校(9
校)との連携により、産学官協働研究室の全国展開をはじめ、
多種多様な外部資金の獲得に努めた。
(資料3-2-3_産学官協働研究室及びGEAR5.0の取組み)(再掲)
(資料3-2-7_共同研究等受入れマッチングに関する取組み)(再
掲)
(資料4-1-3 外部資金獲得推進)

達成度A

イ

8-1-⑤　学内ライフライン整備からの公共下水への
接続に伴う下水道料金の増分を考慮し、本校全体の
光熱水の使用量を平成30年度を基準としてより一層
の節約に努める。(2.1)

本年度からの公共下水への接続に伴う下水道料金の増分を考
慮し、本校全体の光熱水量の使用量を平成30年度を基準とし
て一層の節約に努めた。
(資料4-1-4_光熱水使用量)

達成度A

イ
9-⑧　高専機構全体の運営交付金が減少となること
に伴い、適切な予算計画を樹立し、無駄のない予算
執行に努める。(3.1　再掲)

高専機構全体の運営費交付金が減少となることに伴い、昨年
度までの運営費交付金における予算配分構成を見直し、教育･
研究に重みをおいた予算配分とした。また、校長裁量経費も
教育･研究に重みをおいた効率的な配分計画へと見直しを行っ
た。
(資料4-1-5_適切な予算計画樹立)

達成度A

イ
9-⑪　事務費の削減のため、ペーパレス化、電子化
の促進などを推奨する。(3.1　再掲)

情報共有を必要としない通知文書については、決裁(供閲等)
に付さず、関係者へメール通知するなどして、ペーパレス化
に取組んでいる。なお、電子化の促進については、昨年度に
引続き、費用面を考慮し、本校としての取り決めを定めたう
えで、実情に応じて実施するか否かの判断することとした。
(資料4-1-6_電子化促進、決裁を簡素化したメール通知)

達成度A
電子化の促進については、各係の業務の実情に合
わせてOffice365 Teams(ビデオ会議システム)を
活用するなどしたことから、達成度「A」として
評価した。



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
8-2-①　原則として一般入札で対応することとし、
真にやむを得ない場合を除き随意契約を行わないこ
とを徹底する。(2.3)

原則として一般入札で対応しており、真にやむを得ない場合を除き随
意契約を行わないことを徹底している。なお、10月の教職員会議の場
において、公的研究費使用に関する研修会を開催した。
(資料3-4-9_意識啓発及び情報セキュリティ強化意識向上)(再掲)
(資料4-3-1_機構会計規則及び公的研究費使用マニュアル)

達成度A

Ⅳ3　契約の適正化
　随意契約の適正化を推進し、契約は原則として一般競争入札等によることとする。さらに、引き続き「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について
（平成27年5月25日総務大臣決定）」に基づく取組みを着実に実施することとし、「調達等合理化計画」の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施に努める。

第4期中期計画　Ⅳ3　契約の適正化

ア　高専機構の規程および規則等を遵守のうえ、契約は原則として一般競争入札等によることとし、入札及び契約の適正な実施に努める。

Ⅳ2　給与水準の適正化
　※独立行政法人国立高等専門学校機構に属する全高専に係る事項により、本校では中期目標として定めない。

※独立行政法人国立高等専門学校機構に属する全高専に係る事項により、本校では中期目標として定めない。

第4期中期目標　Ⅳ　業務運営の効率化に関する事項

第4期中期計画　Ⅳ2　給与水準の適正化

※独立行政法人国立高等専門学校機構に属する全高専に係る事項により、本校では中期計画として定めない。

第4期中期目標　Ⅳ　業務運営の効率化に関する事項



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
イ

9-①　共同研究、受託研究、寄附金、科学研究費助
成事業などの外部資金の獲得に積極的に取組み、自
己収入の増加を図る。(3.1)

鈴鹿高専テクノプラザ企業会員との技術相談からのマッチング、イ
ノベーションジャパン2020などを通じて、共同研究、受託研究、寄
附金の獲得に積極的に取組んだ。また、GEAR5.0 未来技術の社会実
装教育の高度化(高専発！「Society5.0型未来技術人財」育成事業)
の採択を受け、協力校(4校)や連携校(9校)との連携により、共同研
究、受託研究等の受入れ件数や受入額の向上に努めた。なお、第三
ブロック研究推進ボード(事務担当：富山高専)主催の「研究力向上
と科研費獲得のための研究発表会」への参加、9/23(水)に開催され
た機構本部主催の科研費説明会(TV会議システム)にも参加し、科学
研究費助成事業のみならず、その他外部資金の獲得にも鋭意取組
み、自己収入の増加に努めた。
(資料3-2-1_科研費説明会)(再掲)
(資料3-2-3_産学官協働研究室及びGEAR5.0の取組み)(再掲)
(資料3-2-7_共同研究等受入れマッチングに関する取組み)(再掲)
(資料3-2-8_イノベーション・ジャパン2020)(再掲)

達成度A

ア
9-⑧　高専機構全体の運営交付金が減少となる
ことに伴い、適切な予算計画を樹立し、無駄の
ない予算執行に努める。(3.1)

高専機構全体の運営費交付金が減少となることに伴い、昨年度まで
の運営費交付金における予算配分構成を見直し、教育･研究に重みを
おいた予算配分とした。また、校長裁量経費も教育･研究に重みをお
いた効率的な配分計画へと見直しを行った。
(資料4-1-5_適切な予算計画樹立)(再掲)

達成度A

イ
9-⑪　事務費の削減のため、ペーパレス化、電
子化の促進などを推奨する。(3.1)

情報共有を必要としない通知文書については、決裁(供閲等)に付さ
ず、関係者へメール通知するなどして、ペーパレス化に取組んでい
る。なお、電子化の促進については、昨年度に引続き、費用面を考
慮し、本校としての取り決めを定めたうえで、実情に応じて実施す
るか否かの判断することとした。
(資料4-1-6_電子化促進、決裁を簡素化したメール通知)(再掲)

達成度A
電子化の促進については、各係の業務の実情に合
わせてOffice365 Teams(ビデオ会議システム)を
活用するなどしたことから、達成度「A」として
評価した。

Ⅴ1　戦略的な予算執行・管理
　管理業務の合理化に努めるとともに、本校の財務運営を適切に行い、教職員の意識改革を図って、固定的経費の節減に努める。

ア　運営費交付金である人件費、物件費等の効率的な執行を行うとともに、適切な財務管理を行う。
イ　教職員の意識改革を図り、事務費、光熱水料費等固定的経費の節減に努める。

第4期中期目標　Ⅴ　財務内容の改善に関する事項

第4期中期計画　Ⅴ1　戦略的な予算執行・管理



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
ウ

9-②　共同研究・受託研究については、技術相談等
を推進することにより、その件数の増に努める。ま
た、 その件数増については、鈴鹿高専テクノプラザ
等を活用するとともに、SUZUKA産学官交流会との連
携をすることにより、実現へと導く。(3.2)

共同研究、受託研究等の受入れ件数や受入額を向上させる
ため、地元企業のみならず、大手企業とのマッチングを
図った。また、鈴鹿高専テクノプラザ主催の技術者育成(実
践的技術者育成)、ランチミーティング(技術相談)等を推進
することにより、外部資金受入れ件数等の増に努めた。さ
らに、GEAR5.0 未来技術の社会実装教育の高度化(高専発！
「Society5.0型未来技術人財」育成事業)の採択を受け、協
力校(4校)や連携校(9校)との連携により、外部資金の受入
れ件数等の向上に努めた。
(資料3-2-3_産学官協働研究室及びGEAR5.0の取組み)(再掲)
(資料3-2-7_共同研究等受入れマッチングに関する取組
み)(再掲)

達成度A

ア
イ

9-③　科学研究費補助金等外部資金への応募のため
の学内ガイダンスを実施する。(3.2)

学内ガイダンスを実施する代わりに、第三ブロック研究推
進ボード(事務担当：富山高専)主催の「研究力向上と科研
費獲得のための研究発表会」へ参加し、また、9/23(水)に
開催された機構本部主催の科研費説明会(TV会議システム)
にも参加し、申請率の向上に努めた。
(資料3-2-1_科研費説明会)(再掲)
(資料3-2-30_令和2年度学内教育研究推進費(校長裁量経
費))(再掲)

達成度S
機構本部が主催する科研費申請説明会等の他に、他
高専主催の研究発表会へも参加する等、外部資金獲
得に積極的に取組んだことから、達成度「S」とし
て評価した。

イ
9-④　科学研究費補助金への申請率80％の達成に向
けて取組みを強化し、採択件数の増に努める。(3.2)

第三ブロック研究推進ボード主催の「研究力向上と科研費
獲得のための研究発表会」や機構本部が主催する科研費申
請の説明会に積極的に参加し、申請率(80%達成)の向上に努
めるとともに、機構本部が実施する査読ネットワーク及び
本校が行う事前レビューを活用することにより、採択件数
の増にも努めた。
(資料3-2-1_科研費説明会)(再掲)
(資料3-2-2_科研費査読ネットワークの活用)(再掲)

達成度S
査読ネットワークを活用するなど、採択率向上に努
めた結果として、申請率にあっては80.6％となり、
目標とした申請率80%を達成したことから、達成度
「S」として評価した。

Ⅴ2　外部資金、寄付金その他自己収入の増加
　員の研究活動や産学連携活動等を活性化させることにより、科学研究費助成事業、科学技術振興助成金等の外部研究資金の獲得に積極的に取り組み、その他の自己収入の増加を図る。

ア　共同研究、受託研究、寄附金、科学研究費助成事業などの外部資金の獲得に積極的に取組み、自己収入の増加を図る。
イ　教員の研究活動や産学連携活動等を活性化させることにより、科学研究費助成事業、科学技術振興助成金等外部研究資金の獲得に積極的に取り組むと共に、その他の自己収入についても
　　増加を図る。
ウ　企業との共同研究等を推進し、助成金申請件数の増大を図る。
エ　高専機構全体の運営費交付金の減少に伴い、効果的、並びに効率的な予算執行に努める。
オ　校長裁量経費を活用して、予算の戦略的重点配分を行う。

第4期中期目標　Ⅴ　財務内容の改善に関する事項

第4期中期計画　Ⅴ2　外部資金、寄付金その他自己収入の増加



ア
イ

9-⑤　科研費塾、科研説明会、申請書の事前レ
ビュー等の取組みにより、申請率や採択率の向上を
目指す。(3.2)

第三ブロック研究推進ボード(事務担当：富山高専)主催の
「研究力向上と科研費獲得のための研究発表会」や機構本
部主催の科研費説明会(TV会議システム)にも参加し、申請
率の向上に努めるとともに、申請書の学内事前レビュー(査
読)への取組みにより、申請率や採択率の向上を目指した。
(資料3-2-1_科研費説明会)(再掲)
(資料3-2-2_科研費査読ネットワークの活用)(再掲)

達成度S
機構本部が主催する科研費説明会などの活用、及び
査読ネットワークを活用するなどし、採択率向上に
も努めたことから、達成度「S」として評価した。

ア
9-⑥　奨学寄付金については、可能な限り間接経費
を徴収することとし、自己収入確保の一杖とする。
(3.2)

奨学寄付金については、学生支援に係るもの以外は、引続
き間接経費を徴収し、自己収入確保に努めた。
(資料5-2-1_寄附取扱規則)

達成度A

ア
9-⑦　学生定員を充足し、入学料・授業料等の学納
金収入を確保する。(3.2)

コロナ禍の状況のもと、昨年度実施した中学校教員対象の
説明会に保護者、生徒も参加できるような取組み等が制限
され状況の中で、学生定員を充足するため、9/12(土)-
9/13(日)に「オープンカレッジ（期間限定オンデマンドに
よる学校説明･入試説明 中学3年生対象個別受験相談会）」
を実施し、また、近隣中学校主催する進路説明会に出席す
るなど、広報活動を継続することにより、入学料･授業料等
の学納金収入の確保(授業料収入の確保)に努めた。
(資料3-1-1-6_入試広報特設サイト･学科見学会)(再掲)

達成度A

エ

9-⑨　予算が厳しい状況にあるため、研究費等の外
部資金の獲得を推奨するとともに、対前年度比の予
算状況を教職員に提示し、更なる学内予算の節減に
努める。(3.2、3.3)

高専機構全体の運営費交付金が減少となることに伴い、昨
年度までの運営費交付金における予算配分構成を見直し、
教育･研究に重みをおいた予算配分とした。また、校長裁量
経費も教育･研究に重みをおいた効率的な配分計画へと見直
しを行った。なお、教職員に対しては、昨年度に引続き予
算が厳しい状況であることを学内会議等で周知し、更なる
節減に協力を求めた。
(資料4-1-1_効率的予算策定)(再掲)
(資料4-1-5_適切な予算計画樹立)(再掲)

達成度A

オ
9-⑩　校長裁量経費の活用により、学科横断的な取
組み、高等教育機関との連携などから、共同研究を
推進する。(3.2)

教育研究推進費としての校長裁量経費を活用し、本校教員
の学科横断的な取組みだけではなく、医工連携協定を締結
している鈴鹿医療科学大学など、他の高等教育機関との共
同研究を推進した。また、校長裁量経費の活用にあって
は、科研費など、外部資金への取組み強化を念頭において
採否を決定し、各教員に予算配分を行った。
(資料3-2-30_令和2年度学内教育研究推進費(校長裁量経
費))(再掲)

達成度A



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
9-⑫　発生した剰余金は、教育研究活動の充実、学生
の福利厚生の充実、産学連携の推進等の充実に充てる
ように、予算配分計画を樹立する。(7)

剰余金が発生した場合には、教育研究活動の充実、学生の
福利厚生の充実、産学連携の推進等の充実に充てるよう
に、引き続き予算配分計画を樹立していくが、コロナ禍の
状況の中で、学校衛生管理の面から感染症拡大防止対策等
を必要とする場合は、その防止対策を優先し、年度当初の
予算配分計画を再編成することとした。
(資料4-1-1_効率的予算策定)(再掲)
(資料4-1-5_適切な予算計画樹立)(再掲)

達成度A

　経費の節減等で発生した余剰金については、次年度に向けた教育研究活動、学生支援並びに公開講座・産学官連携の推進等の準備に充てる。

ア　経費の節減等で発生した余剰金については、次年度に向けた教育研究活動、学生支援並びに公開講座・産学官連携の推進等の準備に充てる。

第4期中期目標　Ⅵ　余剰金の使途

第4期中期計画　Ⅵ　剰余金の使途



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア

3-1-⑪　女子学生の受入の推進に伴い、女子寮1棟
だけでは、定員をオーバーすることも予想されるた
め、男子寮も含め入寮環境の検討を行い、必要に応
じて寮全体の整備計画の検討を図る。(8.1-①-1
再掲)

女子学生の受入推進に伴い、女子寮1棟だけでは定員をオーバーす
ることも将来予想されるため、昨年度の概算要求における施設整備
計画の中で、男子寮を含めた入寮環境の検討を既に行っており、令
和3年度予算要求書に反映されている。
(資料7-1-1_寮全体整備計画検討)

達成度A

ア
3-6-①　学寮（第2・4青峰寮，青峰寮A）の現状を
調査し、入居率を考慮し、維持管理費の削減を考慮
した整備計画案の作成を行う。(8.1-①-1　再掲)

既に昨年度の補正予算(施設計画(改修予定事業等)年次計画)におい
て、学寮(第2・4青峰寮，青峰寮A)の維持管理費の削減を考慮した
整備計画(案)の作成済みであり、令和3年度予算要求書に反映され
ている。
(資料3-1-6-1_学寮整備計画(案))(再掲)

達成度A

ア
3-6-②　建物管理として雨漏り等を起こしていると
ころがある場合は、補修等を行う。(8.1-①-1　再
掲)

電子情報工学科棟第4教員研究室で雨漏りを起こしていたことか
ら、補修を行った。
(資料3-1-6-2_校内教員室等配置図)(再掲)

達成度A

ア
3-6-③　光熱水の削減に向けて、教室等の経年劣化
した照明をLED化および空調機の更新を実施する。
(8.1-①-1　再掲)

教室等の経年劣化した照明を順次、LED化とした。また、生物応用
化学科棟(教室棟)2階と3階(実験室、クラスルーム)の空調機を更新
した。
(資料3-1-6-3_光熱水削減教室LED･空調機更新)(再掲)

達成度A

ア
3-6-④ 夜間暗く危険となっているところの屋外環
境改善のため、外灯を設置する。(8.1-③　再掲)

経年劣化した野外外灯を順次、LED化にすることとしていたが、本
年度は実績がなかった。
(資料3-1-6-4_屋外環境改善のための外灯LED化)(再掲)

達成度C
本年度は屋外外灯の経年劣化による不具合が見
当たらず、LED化への対応はしていないことか
ら、達成度「C」として評価した。

ア
3-6-⑤　吹付アスベストを保有する居室は、定期に
アスベスト粉じん濃度の測定を実施する。(8.1-①-
1　再掲)

機構本部が主体となって行う平成30年度に実施した内部監査時に依
頼があり、継続的に吹付アスベストを保有する居室の測定を行っ
た。
(資料3-1-6-5_アスベスト粉塵濃度測定)(再掲)

達成度A

ア
3-6-⑥　各棟の空室となった教員室や実験室の調査
を行い、産学官協働研究室等の学内方針に従い、施
設の有効利用を図る。(8.1-①-1　再掲)

共同研究推進センター改築に伴い、産学官協働研究室を仮移設する
必要が生じたことから、令和元年度末をもって退職された教員室を
有効利用した。
(資料3-1-6-6_産学官協働研究室空室有効利用)(再掲)

達成度A

Ⅶ1　施設及び設備に関する計画
　施設設備は本校の教育研究活動の基盤であるとの観点から、長期的な教育環境整備構想を策定し、整備に当たっては、環境保全等の社会的要請に十分配慮(障害者への配慮も含む。)
　するとともに、地球環境や都市環境の保全のため、省エネルギー対策を推進する。(3.1-(6)教育環境の整備・活用　再掲)
　また、教職員･学生の健康･安全を確保するため、実験・実習・実技に当たっての安全管理体制の整備を図る。

ア　長期的な教育環境整備構想を策定し、環境保全等の社会的要請に十分配慮(障害者への配慮も含む。)するとともに、省エネルギー対策を図る。

第4期中期目標　Ⅶ　その他業務運営に関する事項

第4期中期計画　Ⅶ1　施設及び設備に関する計画



ア

3-6-⑦　電子情報工学科棟・専攻科棟は、ＥＶの設
置、機械工学科棟・マルチメディア棟及び青峰会館
等は、階段に昇降装置の設置を検討し、バリアフ
リー化を図る。(8.1-①-1　再掲)

電子情報工学科棟･専攻科棟は、建物全面改修時に併せてEV設置を
することとしている。また、機械工学科棟･マルチメディア棟及び
青峰会館等は、各年度の当初予算の配分状況により、階段に昇降装
置を設置することとしている。
(資料3-1-6-7_EV･昇降機設置検討)(再掲)

達成度B
EV設置、昇降機設置は、補正予算(施設計画(改
修予定事業等)年次計画)等で改修が実現すれ
ば、その設置が可能となることから、達成度
「B」として評価した。

ア
3-6-⑧　利用率等については、継続的にその向上に
向けた検討を実施し、施設の有効利用に繋げる。
(8.1-①-1　再掲)

本校として数年に一度、施設利用状況調査を行っており、昨年度が
その調査時期であった。その結果から稼働率の低い居室について
は、産学官協働研究室の事務室等として利用した。
(資料3-1-6-6_産学官協働研究室空室有効利用)(再掲)
(資料3-1-6-8_施設利用状況調査)(再掲)

達成度A

ア
3-6-⑨　組換えDNA実験安全管理規則の運用を継続
して行う。(8.1-②　再掲)

組換えDNA実験安全管理規則の運用を継続して行った。令和元年度
実験実施報告は6件であり、令和2年度の組換えDNA実験及び動物実
験を審査し、許可した件数は4件であった。
(資料3-1-6-9_組換えDNA実験計画書)(再掲)

達成度A

ア
3-6-⑩　全学科において実験実習科目の実施時の安
全教育に「実験実習安全必携」を活用する。(8.1-
②　再掲)

全学科において実験実習科目の実施時の安全教育に「実験実習安全
必携」を活用した。
(資料3-1-6-10_実験実習安全必携)(再掲) 達成度A

ア
3-6-⑪　排水管理WGを中心に学生のみならず、教職
員に対しても実験用薬液等の管理方法･教育を徹底
させる。(8.1-②　再掲)

面接授業が開始された後期(10/1(木))に排水管理マニュアル等の徹
底を図るため、教職員に対してメール通知(学生指導を含む)を行
い、実験用薬液等の管理方法･教育を徹底した。
(資料3-1-6-11_排水管理WG管理方法･教育)(再掲)

達成度A

ア
3-6-⑫　全レベルに対応したバイオハザード指針に
沿って整備した「研究微生物安全管理規則」の運用
を引き続き進める。(8.1-②　再掲)

全レベルに対応したバイオハザード指針に沿って整備した「研究微
生物安全管理規則」の運用を引き続き進めた。
(資料3-1-6-12_研究微生物安全管理規則)(再掲)

達成度A

ア
3-6-⑬　安全衛生委員会内で安全パトロールを定期
的に実施し、要改善箇所の対策を講ずる。(8.1-②
再掲)

毎月1回、安全衛生委員会で安全パトロールを定期的に実施し、要
改善箇所があった場合は、その対策を講じた。
(資料3-1-6-13_安全衛生委員会議事録)(再掲)

達成度A

ア
3-6-⑭　教職員に対し、救命法講習会を実施する。
(8.1-②　再掲)

教職員に対し、救急救命法講習会を実施することとしていたが、コ
ロナ禍の状況の中で、本年度の開催は中止した。教職員は提示され
た応急手当に関する動画を参考にして、各自で応急手当の習得に努
めた。
(資料3-1-6-14_救急救命法講習会)(再掲)

達成度B
教職員に応急手当に関する参考動画を提示し
て、各自で応急手当の習得に努めるようにした
が、救急救命法講習会を実施することはできな
かったことから、達成度「B」として評価した。

ア
3-6-⑮　細菌の取扱いについての規定を整備してい
ないことから、その規則整備の必要性を検討のう
え、必要となった場合は対応する。(8.1-②　再掲)

細菌の取扱いに関する規則を整備していないことから、その整備の
必要性を検討のうえ、必要となった場合は対応することとした。
(資料3-1-6-15_他機関細菌取扱要領)(再掲)

達成度C
規則制定に至らなかったことから、達成度「C」
として評価した。

ア
6-⑱　毎月1回安全衛生委員会を開催し、安全管
理、事故防止に関する具体的方策を必要に応じ検討
し、実行する。(8.1-②　再掲)

毎月1回、安全衛生委員会を開催し、安全管理･事故防止に関する具
体的方策を必要に応じ検討し実行した。
(資料3-4-10_安全衛生委員会議事録)(再掲)

達成度A



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
3-3-①　本校以外の教育機関、研究機関、企業等
で勤務経験がある等、多様な背景を持つ人材の採
用に努める。(1.1-(3)-①、1.1-(3)-④　再掲)

今年度、電気電子工学科の教員(特命助教)を1名公募した。選考過程にお
いて、左記の項目にも配慮した。
(資料3-1-3-1_本校HP_多様な背景を持つ人材公募)(再掲)

達成度A

ア

3-3-④　専門科目については博士の学位等の職業
上の高度な資格をもつ者、理系以外の一般科目に
ついては修士以上の学位をもつ者あるいは高度な
実務能力をもつ者等、優れた教育力を有する者の
採用に努める。(1.1-(3)-④　再掲)

今年度、電気電子工学科の教員(特命助教)を1名公募した。選考過程にお
いて、左記の項目にも配慮した。
また、左記の項目に配慮し昨年度公募した結果、本年度は優れた教育力を
有する教員の採用に至った。
(資料3-1-3-1_本校HP_多様な背景を持つ人材公募)(再掲)
(資料3-1-3-3_優れた教育力を有する教員採用)(再掲)

達成度A

ア
3-3-⑤　女性教職員の就業環境改善のためにイノ
ベーション交流プラザ内の「男女共同参画エリ
ア」を活用する。(1.1-(3)-③　再掲)

本年度はコロナ禍の状況から、3密を避ける形で「ビデオ会議システム」
を利用することにより、女性教職員の就業環境改善等を目的とした情報交
換会を実施した。
(資料3-1-3-4_第1回男女共同参画室会議議事要旨)(再掲)

達成度B
コロナ禍の状況からイノベーション交流プラザ
の「男女共同参画エリア」を利用することはで
きなかったが、目的に応じた情報交換会を実施
したことから、達成度「B」として評価した。

ア
3-5-㉑　女性教職員による交流会を開催し、支援
する。(1.1-(5)-③　再掲)

イノベーション交流プラザ内の男女共同参画エリアを活用し、「女性教職
員の就業環境改善」を議題として、3月中旬に交流会を実施することとし
ている。
(資料3-1-3-4_第1回男女共同参画室会議議事要旨)(再掲)

達成度A

ウ
3-5-㉒　キャリア教育及び就職支援として、女子
学生に「高専女子フォーラム」に参加させる。
(1.1-(5)-③　再掲)

コロナ禍の状況により、今年度の「高専女子フォーラムin関西2020」の開
催は中止となっが、各学科においてキャリアガイダンスやOB･OGによる体
験講演を実施し、女子学生のキャリア形成支援の充実を図った。
(資料3-1-1-12_高専女子フォーラムin関西2020)(再掲)
(資料3-1-1-13_10月運営会議 進路支援委員長報告資料)(再掲)

達成度B
高専女子フォーラムの中止により、例年どおり
のキャリア教育の充実を一部、図ることができ
なかったが、各学科においてキャリアガイダン
スやOB･OGによる体験講演を実施したことか
ら、達成度「B」として評価した。

ウ
3-6-⑯　高専機構のみならず、三重県等の外部機
関が主催するシンポジウムや講演会等に参加し、
教職員の意識向上を図る。(1.1-(3)-⑥　再掲)

三重県教育委員会が主催する高等学校教員を対象とする研修講座一覧を教
職員に周知し、教職員の参加を促した。また、3月までに実施が予定され
ている中勢地区高等学校生徒指導連絡協議会講演会に参加することとして
いる。
(資料3-1-3-8_三重県教育委員会研修会)(再掲)

達成度C
教員への参加を促したが、三重県教育委員会が
主催する講座への派遣には至らなかったことか
ら、達成度「C」として評価した。

ウ
6-⑪　事務職員及び技術職員の能力向上を図るた
め、地方自治体、民間等外部団体主催の研修に積
極的に参加する。(8.2-(1)-⑤　再掲)

財務省主催の政府関係法人会計事務職員研修や総務省主催の情報システム
統一研修等に参加した。
(資料3-4-3_事務職員及び技術職員研修)(再掲) 達成度A

Ⅶ2　人事に関する計画
　公募制を実施することにより、優れた学識と豊かな経験を有する教育研究能力の高い人材の確保に努めるとともに、優れた教育研究力や多様な経験を有する人材を教員として採用する
  ために、外部機関との人事交流を進める。
  また、FD活動を組織的に実施し、優秀な教員の表彰を行うとともに、教員研修や研究会等(国外を含む。)に参加する機会を充実する等、教員の教育力の向上に努める。(3.1-(3)多様
  かつ優れた教員の確保　再掲)

ア　中長期的な観点に立った適切な人員管理を策定するとともに、本校全体の人事方針に基づく運用・調整を行う。(4.1一般管理費等の効率化　再掲)
イ　管理業務を全般的に見直し、業務の合理化と効率的運用を図る等、運営費交付金の減額による支障の発生しないよう継続的な努力をする。(4.1一般管理費等の効率化　再掲)
ウ　教職員の職務状況を客観的に評価し、その評価を全教職員の資質の向上と業務運営の効率化に反映させる。また、学校経営の観点から業務内容と業務量の見直しを行い、適正な
    人員配置（アウトソーシングを含む。）と業務の合理化・効率化を図る。(3.4管理運営に関する目標　再掲)

第4期中期目標　Ⅶ　その他業務運営に関する事項

第4期中期計画　Ⅶ2　人事に関する計画



ア

6-⑫　事務職員等の採用・人事交流にあたって
は、近隣の国立大学法人等との計画的な交流を実
施することで多様性のある人材の確保に努める。
(8.2-(1)-⑤　再掲)

事務職員の人事交流として、三重大学から4名、名古屋大学から1名を受入
れており、計画的な交流を実施することで多様性のある人材の確保に努め
ている。
(資料3-4-4_事務職員採用･人事交流)(再掲)

達成度A

ア
6-⑬　高専機構制定の「高専間職員交流制度実施
要項」に基づき、他高専との人事交流を実施す
る。(8.2-(1)-⑤　再掲)

高専機構制定の「高専間職員交流制度実施要項」に基づき、鳥羽商船高専
及び鈴鹿高専における職員の人事交流に関する覚書を交わし、双方で職員
1名を交流させている。
(資料3-4-5_高専間職員人事交流)(再掲)

達成度A

イ
6-⑭　高専機構として実施する新任、中堅、管理
職対象の研修や情報系の研修会に積極的に参加す
る。(8.2-(1)-⑤　再掲)

高専機構主催で開催される人事事務担当者説明会や若手職員研修会など、
積極的に参加している。また、オンデマンド形式で開催される国立大学法
人等情報化発表会にも情報系の研修会として参加している。
(資料3-4-6_高専機構主催研修会)(再掲)

達成度A

ア

6-⑮　再雇用制度を有効活用するため、第3ブ
ロック内の定年退職者を再雇用教員として受入
れ、本校教員との交流を推進する。(8.2-(1)-⑤
再掲)

昨年度までは和歌山高専を定年退職された教員1名を教養教育科再雇用教
員(嘱託教授)として受入れていたが、任期である2年を経過したことか
ら、引続き非常勤講師として採用し、これまで和歌山高専で培ってきた経
験をもとに本校教員との交流を推進している。
(資料3-4-7_再雇用制度(定年退職者人事交流)有効活用)(再掲)

達成度A

ア
7-①　第3ブロック内で人事交流の連携強化に努
める。(8.2-(1)-⑤　再掲)

鳥羽商船高専及び鈴鹿高専における職員の人事交流に関する覚書により、
双方で職員１名を交流させている。
（資料3-4-5_高専間職員人事交流（再掲））

達成度A

イ

8-1-①　教育・研究・管理運営等の業務におい
て、鳥羽商船との連携強化に努めるとともに、第
3ブロック内の高専との連携の在り方を探る。
(2.1　再掲)

本年度はコロナ禍の状況により、連携強化推進委員会の開催は中止となっ
たが、コロナ禍における授業等の学生支援に関する情報交換を行った。ま
た、5/1(金)と9/28(月)に開催された機構本部主催の校長･事務部長会議、
6/11(木)に開催された第3ブロック校長会議等を通じて、様々な情報交換
を行った。なお、5月から毎週月曜日に第3ブロックの校長がビデオ会議シ
ステムを利用することにより、コロナ禍における学生支援の在り方等に関
する情報交換を行ってきた。
(資料3-2-31_鳥羽商船高専連携強化推進委員会協定書)(再掲)
(資料3-5-1_校長会議･事務部長会議連携･情報交換)(再掲)

達成度B
連携強化推進委員会は中止となったが、コロナ
禍における授業や寮の学生支援の在り方等に関
する情報交換を行ったことから、達成度「B」
として評価した。

イ
9-⑪　事務費の削減のため、ペーパレス化、電子
化の促進などを推奨する。(2.1　再掲)

情報共有を必要としない通知文書については、決裁(供閲等)に付さず、関
係者へメール通知するなどして、ペーパレス化に取組んでいる。なお、電
子化の促進については、昨年度に引続き、費用面を考慮し、本校としての
取り決めを定めたうえで、実情に応じて実施するか否かの判断することと
した。
(資料4-1-6_電子化促進、決裁を簡素化したメール通知)(再掲)

達成度A
電子化の促進については、各係の業務の実情に
合わせてOffice365 Teams(ビデオ会議システ
ム)を活用するなどしたことから、達成度「A」
として評価した。

ウ

10-①　管理運営に関する各種委員会の再編によ
る効率的運用や事務組織との緊密な連携により、
教員の教育研究に対する質の向上に努める。(2.1
再掲)

昨年度検討した学内組織(校務分担)を本年度当初から実行したが、昨年度
に引続き、更なる管理運営の効率化へと繋げるため、各種委員会の再編を
行った。また、1-2年後を目途に教育体制整備における教員数削減に耐え
うるべく、各種委員会等のスリム化を図ることとしている。
(資料4-1-2_各種委員会再編･効率的運用)(再掲)

達成度A

ア
10-②　若手教員の人員確保及び教育力強化のた
めに、教員人員枠管理の弾力化を行う。(8.2-
(1)-③)

本校における教育体制整備において、若手教員の人員を確保(准
教授、講師)することとしており、その中で教育力強化を図ると
ともに、教員人員枠管理の弾力化を行うこととしている。
(資料3-1-3-7_教員人員枠整理方針)(再掲)

達成度A



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
イ

6-⑯　学内ネットワークの円滑かつ安全な利用を目
的とした学生・教職員向けの講習会（セキュリ
ティー講習会等）を継続する。(8.3　再掲)

学内ネットワークの円滑かつ安全な利用を目的とした学生･教職員向
けの講習会(セキュリティー講習会等)を実施した。
(資料3-4-8_研究室・クラブ等の学生向け情報セキュリティ講習
会)(再掲)

達成度A

ア

6-⑲　学生向けのネットワークセキュリティ講習
会、或いは教職員向けの講習会を実施する。なお、
情報インシデントへの対応については、運営会議及
び教職員会議での注意喚起のほか機会あるごとに情
報提供等を行う。(8.3　再掲)

10/30(金)を視聴期限として、学内LANを使用する研究室やクラブ･プ
ロジェクト等の所属学生を対象に情報セキュリティ講習会を
Office365 Teams上で実施した。なお、情報インシデントへの対応に
ついては、発生した段階で教職員に対するメールによる注意喚起、運
営会議における報告をすることにより、その都度の情報提供を行っ
た。
(資料3-4-8_研究室・クラブ等の学生向け情報セキュリティ講習
会)(再掲)
(資料3-4-11_情報セキュリティインシデント発生時対応等)(再掲)

達成度A

Ⅶ3　情報セキュリティについて
　業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、政府の方針を踏まえ、情報システム環境を整備する。(3.4管理運営に関する目標　再掲)

ア　業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、規則や手順等を整備する。(3.4管理運営に関する目標　再掲)
イ　学生向けのネットワークセキュリティ講習会、或いは教職員向けの講習会を実施する。(3.4管理運営に関する目標　再掲)

第4期中期目標　Ⅶ　その他業務運営に関する事項

第4期中期計画　Ⅶ3　情報セキュリティについて



中期
計画

令和2年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ケ
コ
サ

6-①　本校の運営規則に基づき、各種委員会におけ
るその活動状況について担当委員長から活動実績を
報告させ、効果的な学校運営を行う。(1.1-(4)-②
再掲)

本校の運営規則に基づき、各種委員会等における活動状況を中間時
点でPDCA推進会議(10/22開催)にてチェックし、効果的な学校運営
へ反映させた。
(資料3-1-4-16_令和2年度第1回PDCA推進会議議事録)(再掲)

達成度A

ケ
6-④　鳥羽商船高専との連携強化推進委員会によ
り、連携を推進する。(1.2-②　再掲)

本年度はコロナ禍の状況により、連携強化推進委員会の開催は中止
となったが、コロナ禍における授業等の学生支援に関する情報交換
を行った。
(資料3-2-31_鳥羽商船高専連携強化推進委員会協定書)(再掲)

達成度B
連携強化推進委員会は中止となったが、コ
ロナ禍における授業や寮の学生支援の在り
方等に関する情報交換を行ったことから、
達成度「B」として評価した。

ケ
コ
サ

6-⑤　本校独自の評価基準に基づく、自己点検評価
及び第三者評価に対応する「自己点検評価一覧」を
活用し、点検評価・改善を継続的に実施する。
(8.4-②-3、8.4-③　再掲)

本校独自の評価基準に基づく自己点検評価及び第三者評価に対応す
る「自己点検評価一覧」を活用し、点検評価･改善を継続的に実施
するとともに、自己点検あるいは第三者評価の際の書類作成を円滑
とするため、5/29(金)までに年度計画の確認、10/9(金)までに中間
報告、2/12(金)までに年度末報告としてPlanシートとCheckシート
の作成を各委員会等で行った。
(資料3-1-4-17_自己点検評価一覧等)(再掲)

達成度A

Ⅶ4　内部統制の充実･強化
　校長のリーダーシップの下に、運営会議を中心とした施策立案、審議執行及び評価監査のサイクルを確立するとともに、迅速かつ効率的な運営を図るため、運営会議及び各種委員会
  の位置付け、機能及び審議・協議事項の明確化を図る。(3.4管理運営に関する目標　再掲)
  また、これらが有効に機能していること等について、各種委員会等によりモニタリング・検証するとともに、運営諮問会議外部評価委員等による公正かつ独立の立場からの監査機能
  を強化する。

ア　教育の質の向上、健康的な学生生活の保障、地震等災害防止、ユニバーサルデザイン導入等のために必要な施設・設備の整備を図る。(3.1-(6)教育環境の整備・活用　再掲)
イ　施設設備のきめ細やかなメンテナンス、校内の環境保全等を目的とした施設整備等を行う。(3.1-(6)教育環境の整備・活用　再掲)
ウ 「施設の利用状況及び施設実態の自己点検・評価」、「施設の有効利用計画」を実施策定し、施設の有効利用を促進する。(3.1-(6)教育環境の整備・活用　再掲)
エ　教員組織の活性化と流動化を図るため、本校以外の教育機関、研究機関、企業等での勤務経験がある多様な背景をもつ教員を計画的に採用し、その比率の向上に努める。
    また、正規の教員以外の者を客員教授又は客員准教授として、本校の教育又は研究に従事させる。(3.1-(3)多様かつ優れた教員の確保　再掲)
オ　専門科目及び理系一般科目については博士の学位や技術士等の職業上の高度の資格をもつ者を、理系以外の一般科目については修士以上の学位を持つ者、高度な実務能力
    を持つ者等優れた教育力を有する者を、それぞれ採用し、その比率の向上に努める。(3.1-(3)多様かつ優れた教員の確保　再掲)
カ　女性教員の比率向上を図るため、必要な支援策について引き続き検討を行い、働きやすい職場環境の整備に努める。(3.1-(3)多様かつ優れた教員の確保　再掲)
キ　教員の個々の力量と学校全体の教育力を高めるため、内地及び外地研究員制度の活用、教員研修、国際研究集会への参加、学術交流、他高専との人事交流等を推進する。
    (3.1-(3)多様かつ優れた教員の確保　再掲)
ク　教員の教育能力の向上を目的としてFD活動を積極的、具体的に促進する。(3.1-(3)多様かつ優れた教員の確保　再掲)
ケ　校長のリーダーシップのもと迅速かつ効率的な学校運営を図る。(3.4管理運営に関する目標　再掲)
コ　各種委員会の位置付け、機能及び審議事項を明確にし、効果的かつ効率的な学校運営を行うとともに、本校のＰＤＣＡサイクルシステムに基づいて委員会活動の成果・効果
    を評価しつつ改善を図る。(3.4管理運営に関する目標　再掲)
サ　学校の管理運営に関する不断の点検評価と継続的な改善を行う。(3.4管理運営に関する目標　再掲)

第4期中期目標　Ⅶ　その他業務運営に関する事項

第4期中期計画　Ⅶ4　内部統制の充実･強化



コ
6-⑥　点検評価活動に資するため、各種会議等の議
事録について、学内ウェブページへの掲載を継続す
る。(8.4-②-3、8.4-③　再掲)

点検評価活動に資するため、各種会議等の議事要旨について、学内
ウェブページ(教職員ページ)への掲載を継続している。
(資料3-1-4-18_各種会議等の議事録学内Webページ掲載)(再掲)

達成度A

サ
6-⑦　高専機構の方針に従い、他高専との相互間監
査を通じて、監査の強化を図る。(8.4-②-3、8.4-
③　再掲)

高専機構の通知に従い、本年度は豊田高専における相互監査(本校
受審)を11/27(金)に実施した。その監査にて指摘を受けた事項は、
改善策を樹立したうえで実行した。
(資料3-4-1_高専相互会計内部監査)(再掲)

達成度A

サ
6-⑧　本校の内部監査と特別監査を継続実施し、公
的研究費等に関する不正使用等の防止に努める。
(8.4-②-3、8.4-③　再掲)

本校の内部監査と特別監査を6/29(月)-6/30(火)に実施し、特に公
的研究費等に関する不正使用等の有無について、重点的に確認をし
た。
(資料3-4-2_内部監査及び特別監査)(再掲)

達成度A

ケ
サ

6-⑰　教職員会議等で意識啓発を行うほか、コンプ
ライアンスに関するセルフチェックを実施する。
(8.4-②-2、8.4-②-3　再掲)

10/14(水)に開催した教職員会議で研究者倫理、研究費の不正使用
防止に関する研修会を開催し、コンプライアンスに関する意識啓発
を図った。また、4/22(水)を期限として、情報セキュリティ強化に
関するセルフチェックをOffice365 Teams上で行った。
(資料3-4-9_意識啓発及び情報セキュリティ強化意識向上)(再掲)

達成度A

サ
7-②　第3ブロックの校長会議、事務部長会議等を
通じて、様々な連携･情報交換を行う。(8.4-①-2、
8.4-①-3　再掲)

5/1(金)と9/28(月)に開催された機構本部主催の校長･事務部長会
議、6/11(木)に開催された第3ブロック校長会議等を通じて、様々
な情報交換を行った。また、5月から毎週月曜日に第3ブロックの校
長がビデオ会議システムを利用することにより、コロナ禍における
学生支援の在り方等に関する情報交換を行ってきた。
(資料3-5-1_校長会議･事務部長会議連携･情報交換)(再掲)

達成度A

サ
8-2-①　原則として一般入札で対応することとし、
真にやむを得ない場合を除き随意契約を行わないこ
とを徹底する。(2.3　再掲)

原則として一般入札で対応しており、真にやむを得ない場合を除き
随意契約を行わないことを徹底している。なお、10月の教職員会議
の場において、公的研究費使用に関する研修会を開催した。
(資料3-4-9_意識啓発及び情報セキュリティ強化意識向上)(再掲)
(資料4-3-1_機構会計規則及び公的研究費使用マニュアル)(再掲)

達成度A



鈴鹿工業高等専門学校運営諮問会議規則 

平成 27 年 12 月 9 日 

規 則 第 1 0 0 号 

 

鈴鹿工業高等専門学校運営諮問会議規則 

 

（設置） 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校（以下「本校」と

いう。）に、本校の学校運営の充実・発展に資することを目的として、運営諮問会議

（以下「諮問会議」という。）を置く。 

（任務） 

第２条 諮問会議は、次の各号に掲げる事項について、校長の諮問に応じて審議・評

価し、校長に対して提言、助言又は勧告等を行う。 

 (1) 本校の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項 

 (2) 本校の教育研究活動等の状況について、本校が行う点検・評価に関する重要事  

項 

 (3) その他本校の運営に関する重要事項 

（組織） 

第３条 諮問会議は、校長が委嘱した次の各号に掲げる若干名の委員で組織する。 

(1) 学外委員 

 ア  高等教育機関及び研究機関に在職する者 

 イ 産業界及び地方公共団体等の関係者 

 ウ 本校の卒業生 

 エ その他本校に関し学識及び経験を有する者 

(2) 学内委員 

 ア  校長 

 イ 副校長 

 ウ 事務部長 

 エ その他校長が必要と認めた主事 

２ 前項第１号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生

じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（議長） 

第４条 諮問会議に議長を置き、校長をもってあてる。 

２ 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行す

る。 

（諮問会議の開催） 

第５条 諮問会議は、校長が招集する。 

２ 諮問会議は、少なくとも年１回開催するものとする。 

３ 諮問会議は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。 

４ 諮問会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことがで

きる。 

（守秘義務） 

第６条 委員は、その役割を遂行する上で知り得た情報を漏えいしてはならない。 



（庶務） 

第７条 諮問会議の庶務は、総務課において処理する。 

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、諮問会議の運営に関し必要な事項は、諮問会

議が定める。 

 

   附 則 

１ この規則は、平成 27 年 12 月 9 日から施行する。 

２ 鈴鹿工業高等専門学校外部評価委員会規則（平成 16 年 9 月 6 日制定鈴鹿工業高等

専門学校規則第 67 号）は、廃止する。 
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